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加

　
　
　
 
事
　
　
　
　
　
　
　
項

　
期
　
　
　
　
　
　
　
間

限
 
度
 
額

千
円

高
等
学
校
建
設
事
業

令
和
７
年
度

4
,
5
3
6
,
2
5
0

 
 
 
 
 
第

１
号

　
令

和
６

年
度

長
野

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

案
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 5 ―



 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
第
３
表
 
 
地
方
債
補
正

起
　
債
　
の
　
方
　
法

利
 
率

償
 
還
 
の
 
方
 
法

道
路
事
業
費

2
0
,
5
6
7
,
0
0
0

1
5
8
,
0
0
0

2
0
,
7
2
5
,
0
0
0

5
.
0
％

以
内

高
等
学
校
整
備
事
業
費

1
,
7
0
1
,
0
0
0

9
1
3
,
0
0
0

2
,
6
1
4
,
0
0
0

合
 
 
 
 
 
 
 
 
計

6
8
,
0
0
1
,
0
0
0

1
,
0
7
1
,
0
0
0

6
9
,
0
7
2
,
0
0
0

１
　
資
　
金

　
　
政
府
資
金
、
銀
行
そ
の
他

２
　
方
　
法

　
　
普
通
貸
借
又
は
債
券
発
行

　
（
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の

 
 
共
同
発
行
を
含
む
。
）

３
　
そ
の
他

　
　
発
行
価
格
が
額
面
金
額
を

　
下
回
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
の
発
行
価
格
差
減
額
を
埋
め

　
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
そ

　
れ
ぞ
れ
の
限
度
額
に
加
算
し

　
た
金
額
を
限
度
額
と
す
る
。

１
　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、

　
そ
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

２
 
 
銀
行
そ
の
他
の
資
金
に
つ

　
い
て
は
、
そ
の
債
権
者
と
の

　
協
定
に
よ
る
。

起
 
 
債
 
 
の
 
 
目
 
 
的

補
　
正
　
前
　
の

限
 
 
　
度
　
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

補
　
正
　
後
　
の

限
 
 
　
度
　
 
 
額

千
円

千
円

千
円

― 6 ―



　
　
　
　
第
２
号
　
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

7

第
　

２
　

号

住
民

基
本

台
帳

法
に

基
づ

く
本

人
確

認
情

報
の

保
護

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案

　
住

民
基

本
台

帳
法

に
基

づ
く

本
人

確
認

情
報

の
保

護
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
4
年

長
野

県
条

例
第

3
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
題

名
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

　
　

　
住

民
基

本
台

帳
法

に
基

づ
く

本
人

確
認

情
報

等
の

保
護

に
関

す
る

条
例

　
第

１
条

中
「

本
人

確
認

情
報

（
」

を
「

本
人

確
認

情
報

等
（

」
に

、
「

を
い

う
」

を
「

及
び

法
第

3
0
条

の
4
1
第

１
項

に
規

定
す

る
附

票
本

人
確

認
情

報
を

い
う

」
に

、「
本

人
確

認
情

報
の

」
を
「

本
人

確
認

情
報

等
の

」
に

改
め

る
。

　
第

２
条

中
「

本
人

確
認

情
報

」
を
「

本
人

確
認

情
報

等
」

に
、
「

き
損

」
を

「
毀

損
」

に
改

め
る

。

　
第
３
条
第
１
項
中
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
本

人
確

認
情

報
等

」
に

改
め

、
同

条
第

２
項

中
「

本
人

確
認

情
報

」
を

「
本

人
確

認
情

報
等

」
に
、「

き
損

」

を
「

毀
損

」
に

改
め

、
同

条
第

３
項

中
「

長
野

県
本

人
確

認
情

報
保

護
審

議
会

」
を

「
長

野
県

本
人

確
認

情
報

等
保

護
審

議
会

」
に

改
め

る
。

　
第

４
条

の
見

出
し

を
「
（

長
野

県
本

人
確

認
情

報
等

保
護

審
議

会
）
」

に
改

め
、

同
条

中
「

の
規

定
に

よ
る

本
人

確
認

情
報

」
を

「
（

法
第

3
0
条

の
4
4
の

1
3

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る

本
人

確
認

情
報

等
」

に
、
「

長
野

県
本

人
確

認
情

報
保

護
審

議
会

」
を

「
長

野
県

本
人

確

認
情

報
等

保
護

審
議

会
」

に
改

め
る

。

　
第

８
条

第
４

項
中

「
本

人
確

認
情

報
」

を
「

本
人

確
認

情
報

等
」

に
改

め
る

。

　
第

1
1
条

の
見

出
し

中
「

本
人

確
認

情
報

」
を
「

本
人

確
認

情
報

等
」
に

改
め

、
同

条
第

１
項

中
「

の
規

定
」

を
「
（

法
第

3
0
条

の
4
4
の

1
3
に

お
い

て
読

み

替
え

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
規

定
」

に
、
「

本
人

確
認

情
報

」
を

「
本

人
確

認
情

報
等

」
に

改
め

、
同

条
第

２
項

中
「

の

規
定

」
を
「
（

法
第

3
0
条

の
4
4
の

1
3
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
第

４
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
規

定
」

に
、
「
同

条
第

１
項

」
を

「
法

第
3
0
条

の
3
2

第
１

項
」

に
改

め
、

同
条

第
４

項
中

「
本

人
確

認
情

報
」

を
「

本
人

確
認

情
報

等
」

に
改

め
、

同
条

第
５

項
中

「
第

3
0
条

の
3
2
」

の
次

に
「
（

法
第

3
0
条

の

― 7 ―



8

4
4
の

1
3
に

お
い

て
読

み
替

え
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
」

を
加

え
、
「

本
人

確
認

情
報

」
を

「
本

人
確

認
情

報
等

」
に

改
め

、
「

第
3
0
条

の
3
5
」

の
次

に

「
（

法
第

3
0
条

の
4
4
の

1
3
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
」

を
加

え
る

。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

特
別

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）

２
　

特
別

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

長
野

県
条

例
第

1
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

別
表

第
３

の
３

中
「

本
人

確
認

情
報

保
護

審
議

会
」

を
「

本
人

確
認

情
報

等
保

護
審

議
会

」
に

改
め

る
。

― 8 ―



　
　
　
　
第
３
号
　
長
野
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

9

第
　

３
　

号

長
野

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

第
１

条
　

長
野

県
県

税
条

例
（

昭
和

2
5
年

長
野

県
条

例
第

4
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
1
4
4
条

の
３

第
１

項
中
「

第
５

条
の

1
3
第

９
項

又
は

第
2
0
条

の
1
6
第

９
項

」
を
「

第
５

条
の

1
3
第

８
項

又
は

第
2
0
条

の
1
6
第

８
項

」
に

改
め

る
。

　
�　

第
1
4
5
条

の
２

第
１

項
中

「
令

和
６

年
３

月
3
1
日

」
を

「
令

和
８

年
３

月
3
1
日

」
に

改
め

、
同

項
第

１
号

の
ア

中
「

に
係

る
固

定
資

産
」

を
「

の
う

ち

地
域

再
生

法
第
５
条

第
４

項
第

５
号

に
規

定
す

る
特

定
業

務
施

設
の

用
に

供
す

る
減

価
償

却
資

産
に

係
る

固
定

資
産

」
に

改
め

、
同

号
の

イ
中

「
の

う

ち
」

を
「

で
あ

つ
て

、
」

に
、
「

に
係

る
軌

道
」

を
「

の
う

ち
地

域
再

生
法

第
５

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

特
定

業
務

施
設

の
用

に
供

す
る

減
価

償
却

資
産

に
係

る
軌

道
」

に
改

め
、

同
号

の
ウ

中
「

に
係

る
従

業
者

」
を

「
の

う
ち

地
域

再
生

法
第

５
条

第
４

項
第

５
号

に
規

定
す

る
特

定
業

務
施

設
の

用
に

供
す

る
減

価
償

却
資

産
に

係
る

従
業

者
」

に
改

め
る

。
　

　

　
　

附
則

第
４

条
の

４
の

２
第

１
項

第
１

号
中

「
第

1
9
項

」
を

「
第

2
1
項

」
に

改
め

、
同

条
第

３
項

中
「

同
条

第
1
4
項

」
を

「
同

条
第

1
6
項

」
に

改
め

る
。

　
�　

附
則

第
４

条
の

４
の

３
第

１
項

の
表

の
前

条
第

１
項

第
１

号
の

項
中

「
第

1
9
項

」
を

「
第

2
1
項

」
に

改
め

、
同

条
第

２
項

の
表

以
外

の
部

分
中

「
第

４

項
ま

で
」

を
「

第
５

項
ま

で
」

に
、
「

第
６

項
か

ら
第
1
0
項

」
を

「
第

７
項

か
ら

第
1
1
項
」

に
改

め
、

同
項

の
表

の
附

則
第

４
条

の
４

第
１

項
第

１
号

の

項
中

「
第

９
項

」
を

「
第
1
0
項

」
に

改
め

、
同

表
の

前
条

第
１

項
第

１
号

の
項

中
「

第
４

項
ま

で
」

を
「

第
５

項
ま

で
」

に
、
「

第
６

項
か

ら
第

1
0
項

」

を
「

第
７

項
か

ら
第

1
1
項

」
に

改
め

る
。

　
　

附
則

第
1
1
条

の
２

の
２

第
１

項
中

「
第

1
2
条

の
２

第
２

項
」

を
「

第
1
2
条

第
２

項
」

に
改

め
る

。

　
　

附
則

第
1
3
条

を
附

則
第

1
2
条

の
３

と
し

、
同

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。

　
　

（
事

業
税

の
納

税
義

務
者

等
の

特
例

）

　
第

�1
3
条

　
第
3
4
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

同
項

第
１

号
の

イ
中

「
１

億
円

以
下

の
も

の
」

と
あ

る
の

は
、
「

１
億

円
以

下
の

― 9 ―



1
0

も
の

（
前

事
業

年
度

の
事

業
税

に
つ

い
て

ア
に

掲
げ

る
法

人
に

該
当

し
た

も
の

で
あ

つ
て

、
払

込
資

本
の

額
（

法
人

が
株

主
又

は
合

名
会

社
、

合
資

会

社
若

し
く

は
合

同
会

社
の

社
員

そ
の

他
法

人
の

出
資
者
か
ら
出
資
を
受
け
た
金
額
と
し
て
施
行
令
附
則
第
６
条
で
定
め
る
金
額
を

い
う
。
）

が
1
0
億

円
を

超
え

る
も

の
を

除
く

。
）
」

と
す

る
。

第
２

条
　

長
野

県
県

税
条

例
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
�　

第
3
4
条

第
１

項
第

１
号

の
イ

中
「

並
び

に
こ

れ
ら

の
法

人
」

を
「
（

以
下

�「
所

得
等

課
税

法
人

」
と

い
う

。
）

並
び

に
所

得
等

課
税

法
人

」
に

改
め

、

「
有

し
な

い
も

の
」

の
次

に
「
（

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

法
人

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）
」

を
加

え
、

同
イ

に
次

の
よ

う

に
加

え
る

。

　
　

　
　

(
ｱ
�)
�
特

定
法

人
（

払
込

資
本

の
額

（
法

人
が

株
主

又
は

合
名

会
社

、
合

資
会

社
若

し
く

は
合

同
会

社
の

社
員

そ
の

他
法

人
の

出
資

者
か

ら
出

資
を

受
け

た
金

額
と

し
て

施
行

令
第

1
0
条

の
２

で
定

め
る

金
額

を
い

う
。

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
5
0
億

円
を

超
え

る
法

人
（

イ
に

掲
げ

る
法

人
を

除
く

。
）

及
び

保
険

業
法

に
規

定
す

る
相

互
会

社
（

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

と
し

て
施

行
令

第
1
0
条

の
３

で
定

め
る

も
の

を
含

む
。
）

を

い
う

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

と
の

間
に

当
該

特
定

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
（

法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
６

に
規

定
す

る
完

全
支

配
関

係
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
あ

る
法

人
の

う
ち

払
込

資
本

の
額

（
地

方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
６

年
法

律
第

４
号

）
の

公
布

の
日

以
後

に
当

該
法

人
と

当
該

特
定

法
人

と
の

間
に

完
全

支
配

関
係

（
当

該
法

人
以

外
の

特
定

法
人

に

よ
る

完
全

支
配

関
係

に
限

る
。
）

が
あ

る
場

合
そ

の
他

施
行

令
第

1
0
条

の
４

第
１

項
で

定
め

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

法
人

が
剰

余
金

の
配

当

（
払

込
資

本
の

額
の

う
ち

施
行

令
第

1
0
条

の
５

で
定

め
る

額
の

減
少

に
伴

う
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

又
は

出
資

の
払

戻
し

を
し

た
と

き
は

、
当

該
剰

余
金

の
配

当
又

は
出

資
の

払
戻

し
に

よ
り

減
少

し
た

払
込

資
本

の
額

を
加

算
し

た
額

）
が

２
億

円
を

超
え

る
も

の

　
　

　
　

(
ｲ
�)
�
法

人
と

の
間

に
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

全
て

の
特

定
法

人
が

有
す

る
株

式
及

び
出

資
の

全
部

を
当

該
全

て
の

特
定

法
人

の
う

ち
い

ず
れ

か
一

の
も

の
が

有
す

る
も

の
と

み
な

し
た

場
合

に
お

い
て

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

と
当

該
法

人
と

の
間

に
当

該
い

ず
れ

か
一

の
も

の
に

よ
る

完

全
支

配
関

係
が

あ
る

こ
と

と
な

る
と

き
の

当
該

法
人

の
う

ち
払

込
資

本
の

額
（

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

６
年

法
律

第
４
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第
３
号
　
長
野
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
1

号
）

の
公

布
の

日
以

後
に

、
特

定
親

法
人

（
当

該
事

業
年

度
に

お
い

て
当

該
法

人
と

他
の

法
人

と
の

間
に

当
該

他
の

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

当
該

他
の

法
人

を
い

う
。

(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。
）

と
当

該
法

人
と

の
間

に
当

該
特

定
親

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
り

、
か

つ
、

当
該

法
人

と
の

間
に

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
全

て
の

特
定

法
人

が
有

す
る

株
式

及
び

出
資

の
全

部
を

当
該

全
て

の
特

定
法

人
の

う
ち

い
ず

れ
か

一
の

も
の

が
有

す
る

も
の

と
み

な
し

た
場

合
に

お
い

て
当

該
い

ず
れ

か
一

の
も

の
と

当
該

法
人

と
の

間
に

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

こ
と

と
な

る
と

き
そ

の
他

施
行

令
第

1
0
条

の
４

第
２

項
で

定
め

る
場

合
に

、
当

該
法

人
が

剰
余

金
の

配
当

又
は

出
資

の
払

戻
し

を
し

た
と

き
は

、
当

該
剰

余
金

の
配

当
又

は
出

資
の

払
戻

し
に

よ
り

減
少

し
た

払
込

資
本

の
額

を
加

算
し

た
額

）
が

２
億

円
を

超
え

る
も

の
（

(
ｱ
)
に

掲
げ

る
法

人
を

除
く

。
）

　
　

附
則

第
1
3
条

中
「

附
則

第
６

条
」

を
「

附
則

第
５

条
の

７
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
規

定
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
⑴

�　
第

１
条

中
長

野
県

県
税

条
例

附
則

第
４

条
の

４
の

２
第

１
項

第
１

号
及

び
第

３
項

、
第

４
条

の
４

の
３

第
１

項
の

表
及

び
同

条
第

２
項

並
び

に
第

1
1

条
の

２
の

２
第

１
項

の
改

正
規

定
　

令
和

７
年

１
月

１
日

　
⑵

�　
第

１
条

中
長

野
県

県
税

条
例

附
則

第
1
3
条

を
附

則
第

1
2
条

の
３

と
し

、
同

条
の

次
に

１
条

を
加

え
る

改
正

規
定

並
び

に
次

項
及

び
附

則
第

３
項

の
規

定
　

令
和

７
年

４
月

１
日

　
⑶

　
第

２
条

及
び

附
則

第
４

項
の

規
定

　
令

和
８

年
４

月
１

日

　
（

事
業

税
に

関
す

る
規

定
の

適
用

）

２
�　

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
長

野
県

県
税

条
例

附
則

第
1
3
条

の
規

定
は

、
前

項
第

２
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
以

後
に

開
始

す
る

事
業

年
度

に
係

る
法

人
の

事
業

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

に
開

始
し

た
事

業
年

度
に

係
る

法
人

の
事

業
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

３
�　

附
則

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
以

後
最

初
に

開
始

す
る

事
業

年
度

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
最

初
事

業
年

度
」

と
い

う
。
）

の
事
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1
2

業
税

（
地
方
税
法
等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

６
年

法
律

第
４

号
）

の
公

布
の

日
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

法
公

布
日

」
と

い
う

。
）

を
含

む

事
業

年
度

の
前

事
業

年
度

の
事

業
税

に
つ

い
て

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
長

野
県

県
税

条
例

第
3
4
条

第
１

項
第

１
号

の
ア

に
掲

げ
る

法
人

に
該

当

し
た

も
の

で
あ

っ
て

、
法

公
布

日
の

前
日

の
現

況
に

よ
り

資
本

金
の

額
又

は
出

資
金

の
額

が
１

億
円

以
下

で
あ

る
と

判
定

さ
れ

、
か

つ
、

法
公

布
日

か
ら

最
初

事
業

年
度

の
開

始
の

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
終

了
し

た
各

事
業

年
度

分
の

事
業

税
に

つ
い

て
同

号
の

イ
に

掲
げ

る
法

人
に

該
当

し
た

も
の

の
行

う
事

業
に

対
す

る
事

業
税

を
除

く
。
）

に
係

る
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

長
野

県
県

税
条

例
附

則
第

1
3
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

中
「

前

事
業

年
度

」
と

あ
る

の
は

、
「

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

６
年

法
律

第
４

号
）

の
公

布
の

日
を

含
む

事
業

年
度

の
開

始
の

日
の

前
日

か
ら

長
野

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

令
和

６
年

長
野

県
条

例
第

　
号

）
附

則
第

３
項

に
規

定
す

る
最

初
事

業
年

度
の

開
始

の
日

の
前

日
ま

で
の

間
に

終
了

し
た

い
ず

れ
か

の
事

業
年

度
分

」
と

す
る

。

４
�　

第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
野
県
県
税
条

例
第

3
4
条

第
１

項
（

第
１

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。
）

の
規

定
は

、
附

則
第
１
項

第
３
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
以

後
に

開
始

す
る

事
業

年
度

に
係

る
法

人
の

事
業

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

に
開

始
し

た
事

業
年

度
に

係
る

法
人

の
事

業
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

　
（

課
税

免
除

に
関

す
る

規
定

の
適

用
）

５
　

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
長

野
県

県
税

条
例

第
1
4
5
条

の
２

の
規

定
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
。
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第
４
号
　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
3

第
　

４
　

号

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
以

外
の

認
定

こ
ど

も
園

の
認

定
の

要
件

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

案

　
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

以
外

の
認

定
こ

ど
も

園
の

認
定

の
要

件
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
8
年

長
野

県
条

例
第

6
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す

る
。

　
別

表
の

第
１

の
１

の
⑶

中
「

2
0
」

を
「

1
5
」

に
改

め
、

同
１

の
⑷

中
「

3
0
」

を
「

2
5
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附

　
則

　

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
�　

子
ど

も
に

対
す

る
教

育
及

び
保

育
に

従
事

す
る

職
員

の
配

置
の

状
況

に
鑑

み
、

教
育

及
び

保
育

の
提

供
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

は
、

当

分
の

間
、

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

以
外

の
認

定
こ

ど
も

園
の

認
定

の
要

件
に

関
す

る
条

例
別

表
の

第
１

の
１

の
⑶

及
び

⑷
の

規
定

は
、

適
用

し
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

前
の

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
以

外
の

認
定

こ
ど

も
園

の
認

定
の

要
件

に
関

す
る

条
例

別
表

の
第

１
の

１
の

⑶
及

び
⑷

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

以
後

に
お

い
て

も
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

。
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第
５
号
　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
4

第
　

５
　

号

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

　
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

（
平

成
2
6
年

長
野

県
条

例
第

4
5
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

５
条

第
３

項
の

表
中

「
3
0
人

」
を

「
2
5
人

」
に

、
「

2
0
人

」
を

「
1
5
人

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
�　

園
児

の
教

育
及

び
保

育
に

直
接

従
事

す
る

職
員

の
配

置
の

状
況

に
鑑

み
、

教
育

及
び

保
育

の
提

供
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

は
、

当
分

の

間
、

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

第
５

条
第

３
項

の
表

の
規

定
は

、
適

用
し

な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

前
の

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
第

５
条

第
３

項
の

表
の

規
定

は
、

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
以

後
に

お
い

て
も

、
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
。
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第
６
号
　
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
　

1
5

第
　

６
　

号

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

　
知

事
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
処

理
の

特
例

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
1
年

長
野

県
条

例
第

4
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
別
表
の
４
の
項
中
「
第
６
条
の
３
第
６
項
」
を
「
第
６
条
の
３
第
８
項
」
に
、
「

(
29
)
」

を
「

(
30
)
」

に
、
「
（

34
）
」

を
「
（

35
）
」

に
、
「

(
37
)
」

を
「

(
38
)
」

に
、
「

第
4
6
条

の
８

第
１

項
第

４
号

」
を

「
第

4
6
条

の
８

第
４

号
」

に
、

「

」
を

(2
7)
　

法
第

6
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
の

徴
収

及
び

立
入

検
査

「

」

に
、
「
（
28
）」

を
「
（
29
）
」

に
、
「
（
30
）」

を
「
（
31
）」

に
、
「
（
31
）
」

を
(2
7)
　

法
第

6
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
の

徴
収

及
び

立
入

検
査

(2
8)
　

法
第

6
9
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
の

受
理

「
（
32
）」

に
、
「
（
32
）」

を
「
（
33
）」

に
、
「
（
33
）」

を
「
（
34
）」

に
、
「
（
35
）」

を
「
（
36
）」

に
、
「
（
36
）」

を
「
（
37
）」

に
、
「
（
38
）」

を
「
（
39
）」

に
、
「
（
39
）」

を

「
（
40
）」

に
改

め
る

。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
条

例
は

、
令

和
６

年
８

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

― 15 ―



　
　
　
　
第
７
号
　
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
6

第
　

７
　

号

国
民

健
康

保
険

事
業

費
納

付
金

の
算

定
の

基
準

等
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

　
国

民
健

康
保

険
事

業
費

納
付

金
の

算
定

の
基

準
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
2
9
年

長
野

県
条

例
第

5
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

２
条

第
２

項
中

「
政

令
附

則
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

政
令

第
９

条
第

４
項

第
３

号
」

を
「

同
項

第
３

号
」

に
改

め
、

同
条

第

３
項

中
「

政
令

附
則

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
」

を
削

り
、

「
一

般
被

保
険

者
」

を
「

被
保

険
者

」
に

改
め

、
同

条
第

４
項

中
「

政

令
附

則
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

政
令

第
９

条
第

５
項

第
１

号
」

を
「

同
項

第
１

号
」

に
改

め
、

同
条

第
５

項
中

「
政

令
附

則
第

４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
政

令
第

９
条

第
６

項
第

１
号

」
を

「
同

項
第

１
号

」
に

改
め

る
。

　
第

３
条

第
１

項
中

「
政

令
附

則
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

政
令

第
1
0
条

第
３

項
第

１
号

」
を

「
同

項
第

１
号

」
に

改
め

、
同

条
第

２
項

中
「

政
令

附
則

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
政

令
第

1
0
条

第
４

項
第

１
号

」
を

「
同

項
第

１
号

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
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第
８
号
　
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
長
野
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

1
7

第
　

８
　

号

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
及

び
長

野
県

手
数

料
徴

収
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
案

　
（

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）

第
１

条
　

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
1
年

長
野

県
条

例
第

4
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

別
表

の
2
2
の

項
中

「
大

麻
取

締
法

」
を

「
大

麻
草

の
栽

培
の

規
制

に
関

す
る

法
律

」
に

改
め

る
。

　
（

長
野

県
手

数
料

徴
収

条
例

の
一

部
改

正
）

第
２

条
　

長
野

県
手

数
料

徴
収

条
例

（
平

成
1
2
年

長
野

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
�　

別
表

第
１

の
2
8
の

項
中

「
大

麻
取

締
法

（
」

を
「

大
麻

草
の

栽
培

の
規

制
に

関
す

る
法

律
（

」
に

、
「

）
に

」
を

「
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。
）

に
」

に
、
「

⑴
　

大
麻

取
締

法
」

を
「

⑴
　

法
」

に
、
「

大
麻

取
扱

者
免

許
の

」
を

「
免

許
の

」
に

、
「

大
麻

取
締

法
第

1
0
条

第
５

項
」

を
「

法

第
６

条
第

３
項

」
に

、
「

大
麻

取
扱

者
の

」
を

「
大

麻
草

採
取

栽
培

者
の

」
に

、
「

大
麻

取
締

法
第

1
0
条

第
６

項
」

を
「

法
第

７
条

第
３

項
」

に
、

「
大

麻
取

扱
者

免
許

証
」

を
「

免
許

証
」

に
改

め
る

。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
�　

こ
の

条
例

は
、

大
麻

取
締

法
及

び
麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
５

年
法

律
第

8
4
号

。
次

項
及

び
附

則
第

３
項

に
お

い

て
「

改
正

法
」

と
い

う
。
）

の
施

行
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

同
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
（

経
過

措
置

）

２
�　

改
正

法
附

則
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

改
正

法
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

大
麻

取
締

法
（

昭
和

2
3

― 17 ―



1
8

年
法

律
第

1
2
4
号

）
第

1
0
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
大

麻
取

扱
者

の
登

録
事

項
の

変
更

及
び

同
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
大

麻
取

扱
者

免
許

証
の

再
交

付

に
係

る
手

数
料

に
つ

い
て

は
、
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

長
野

県
手

数
料

徴
収

条
例

別
表

第
１

の
2
8
の

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。

　
（

施
行

日
前

に
受

け
よ

う
と

す
る

免
許

の
審

査
に

係
る

手
数

料
）

３
�　
こ
の
条
例
の

施
行

の
日
前
に
改
正
法
附
則
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の

規
制

に
関

す
る

法
律
（
昭

和
23
年
法
律
第
12
4号

）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
免
許
に
係
る
申
請
１
件
に
つ
き
、
手
数
料

6,
9
0
0
円
を
納
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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県
庁
災
害
対
策
用
発
電
設
備
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

県
庁
災
害
対
策
用
発
電
設
備
工
事

２
工

事
場

所
長
野
市
大
字
南
長
野

３
契

約
金

額
４
億
8
,
8
4
0
万
円

４
契

約
保

証
金

4
,
8
8
4
万
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
1
0
日

６
契

約
方

法
一
般
競
争
入
札

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
北
長
池
1
9
0
9
番
地
5
2

　
　
テ
ク
ノ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
中
　
川
　
　
　
弘

　　
  
第第

　　
９９

　　
号号

県県
庁庁

災災
害害

対対
策策

用用
発発

電電
設設

備備
工工

事事
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

９
号

 
 
県

庁
災

害
対

策
用

発
電

設
備

工
事

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
 
1
9
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県
民
文
化
会
館
舞
台
機
構
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

ホ
ク
ト
文
化
ホ
ー
ル
舞
台
機
構
改
修
工
事

２
工

事
場

所
長
野
市
若
里

３
契

約
金

額
５
億
4
,
7
8
0
万
円

４
契

約
保

証
金

5
,
4
7
8
万
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
2
7
日

６
契

約
方

法
一
般
競
争
入
札

７
請

負
人

住
所

氏
名

東
京
都
台
東
区
花
川
戸
二
丁
目
1
1
番
２
号

　
　
森
平
舞
台
機
構
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
森
　
　
　
健
　
輔

　　
  
第第

　　
11
00
　　

号号

県県
民民

文文
化化

会会
館館

舞舞
台台

機機
構構

改改
修修

工工
事事

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
0
号

 
 
県

民
文

化
会

館
舞

台
機

構
改

修
工

事
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 20 ―



 
 
　
　
児
童
保
護
措
置
事
務
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
損
害
賠
償
を
す
る
も
の
と
す
る
。

１
内

容

令
和
２
年
度
、
県
が
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
児
童
の
養
育
を
委
託
し
た
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
係
る
養
育
者
が
、
当
該
児
童
を
虐
待
し
、

　
 
　
 
多
大
な
肉
体
的
苦
痛
及
び
精
神
的
苦
痛
を
与
え
た
。

損
害
賠
償
請
求
者
は
、
親
権
者
で
あ
る
神
奈
川
県
小
田
原
市
在
住
２
名
か
ら
損
害
賠
償
請
求
の
手
続
に
つ
い
て
委
任
を
受
け
た
代
理
人
で
あ
る
。

２
当

事
者

 
 
 
 
 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
 
 
上
田
市
中
央
六
丁
目
1
4
番
６
号

　
　
　
　
清
水
小
池
法
律
事
務
所
　
弁
護
士
　
小
　
池
　
さ
や
か

 
 
 
 
 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

　
 
 
長
　
 
 
野
　
 
 
県

３
請

求
の

趣
旨

児
童
保
護
措
置
事
務
に
係
る
損
害
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

４
解

決
の

方
法

当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

　　
  
第第

　　
11
11
　　

号号

児児
童童

保保
護護

措措
置置

事事
務務

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
1
号

　
児

童
保

護
措

置
事

務
に

係
る

損
害

賠
償

に
つ

い
て

 
2
1
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2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５
和

解
の

内
容

損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
5
,
0
0
0
,
0
0
0
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

　
 
　
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

― 22 ―



 
 
　
　
水
道
管
の
漏
水
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
損
害
賠
償
を
す
る
も
の
と
す
る
。

１
事

故
の

内
容

令
和
５
年
６
月
2
0
日
午
前
1
0
時
ご
ろ
、
長
野
市
の
市
道
下
に
お
い
て
、
川
中
島
水
道
管
理
事
務
所
管
理
の
水
道
管
か
ら
の
漏
水
に
よ
り
、
隣
接
す
る

　
 
　
 
損
害
賠
償
請
求
者
管
理
の
ガ
ス
管
を
損
傷
し
た
。

２
当

事
者

 
 
 
 
 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
 
 
長
野
市
大
字
鶴
賀
1
0
1
7
番
地
　
長
野
都
市
ガ
ス
株
式
会
社
　
北
信
支
店
長
　
倉
　
島
　
　
　
昭

 
 
 
 
 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

　
 
 
長
　
 
 
野
　
 
 
県

３
請

求
の

趣
旨

当
該
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

４
解

決
の

方
法

当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

５
和

解
の

内
容

損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
5
,
4
9
7
,
3
8
0
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

　　
  
第第

　　
11
22
　　

号号

水水
道道

管管
のの

漏漏
水水

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
2
号

　
水

道
管

の
漏

水
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

に
つ

い
て

 
2
3
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2
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
 
　
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

― 24 ―



菅
平
小
水
力
発
電
施
設
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
委
託
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
菅
平
地
区
菅
平
小
水
力
発
電
施
設
建
設
工
事

２
工

事
場

所
上
田
市
真
田
町

３
変

更
契

約
金

額
５
億
6
2
4
万
8
,
0
5
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
４
億
5
,
9
6
9
万
円
）

４
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
3
1
日
（
変
更
前
　
令
和
７
年
３
月
3
1
日
）

５
契

約
方

法
随
意
契
約

６
受

託
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
南
長
野
字
幅
下
6
9
2
番
地
２

 
 
 
 
長
野
県
公
営
企
業
管
理
者
　
吉
　
沢
　
　
　
正

　　
  
第第

　　
11
33
　　

号号

県県
営営

かか
んん

がが
いい

排排
水水

事事
業業

菅菅
平平

地地
区区

菅菅
平平

小小
水水

力力
発発

電電
施施

設設
建建

設設
工工

事事
変変

更更
委委

託託
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

1
3
号

 
 
県

営
か

ん
が

い
排

水
事

業
菅

平
地

区
菅

平
小

水
力

発
電

施
設

建
設

工
事

変
更

委
託

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
 
2
5
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
委
託
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
国
道
1
4
1
号
　
南
佐
久
郡
南
牧
村
　
海
尻

３
契

約
金

額
1
0
億
6
,
3
7
4
万
7
,
0
0
0
円

４
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
1
0
年
３
月
3
1
日

５
契

約
方

法
随
意
契
約

６
受

託
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
栗
田
9
9
2
番
地
６

 
 
 
 
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
　
執
行
役
員
長
野
支
社
長
　
松
　
橋
　
賢
　
一
　

　　
  
第第

　　
11
44
　　

号号

一一
般般

国国
道道

11
44
11
号号

道道
路路

改改
築築

工工
事事

（（
海海

尻尻
））

委委
託託

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
4
号

 
 
一

般
国

道
1
4
1
号

道
路

改
築

工
事

（
海

尻
）

委
託

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
 
2
6
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
国
道
4
1
8
号
　
下
伊
那
郡
天
龍
村
　
天
竜
川
橋
２
工
区

３
契

約
金

額
７
億
4
,
9
0
4
万
5
,
0
0
0
円

４
契

約
保

証
金

7
,
4
9
0
万
4
,
5
0
0
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
７
月
2
4
日

６
契

約
方

法
一
般
競
争
入
札

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
南
長
野
県
町
5
2
4
番
地

　
　
北
野
建
設
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
北
　
野
　
貴
　
裕

　　
  
第第

　　
11
55
　　

号号

一一
般般

国国
道道

44
11
88
号号

道道
路路

改改
築築

工工
事事

（（
天天

竜竜
川川

橋橋
２２

工工
区区

））
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

1
5
号

 
 
一

般
国

道
4
1
8
号

道
路

改
築

工
事

（
天

竜
川

橋
２

工
区

）
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
2
7
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
防
災
・
安
全
交
付
金
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
国
道
1
4
1
号
　
佐
久
市
か
ら
小
諸
市
　
平
原
大
橋

３
変

更
契

約
金

額
６
億
1
,
8
0
2
万
4
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
６
億
1
,
0
5
0
万
円
）

４
契

約
保

証
金

6
,
1
8
0
万
2
,
4
0
0
円
（
変
更
前
　
6
,
1
0
5
万
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

　
令
和
８
年
４
月
3
0
日

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
屋
島
5
1
5
番
地

　
　
株
式
会
社
角
藤
　
代
表
取
締
役
　
大
久
保
　
公
　
雄

　　
  
第第

　　
11
66
　　

号号

一一
般般

国国
道道

11
44
11
号号

道道
路路

改改
築築

工工
事事

（（
平平

原原
大大

橋橋
））

変変
更更

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
6
号

 
 
一

般
国

道
1
4
1
号

道
路

改
築

工
事

（
平

原
大

橋
）

変
更

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
 
2
8
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
県
道
市
ノ
沢
山
吹
停
車
場
線
　
下
伊
那
郡
豊
丘
村
　
新
万
年
橋
２
工
区

３
変

更
契

約
金

額
６
億
5
,
6
7
3
万
3
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
５
億
7
,
1
4
2
万
8
,
0
0
0
円
）

４
契

約
保

証
金

6
,
5
6
7
万
3
,
3
0
0
円
（
変
更
前
　
5
,
7
1
4
万
2
,
8
0
0
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
６
年
７
月
3
1
日

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
松
岡
二
丁
目
６
番
1
8
号

　
　
ト
ラ
イ
ア
ン
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
松
　
橋
　
幹
　
生

　　
  
第第

　　
11
77
　　

号号

一一
般般

県県
道道

市市
ノノ

沢沢
山山

吹吹
停停

車車
場場

線線
道道

路路
改改

築築
工工

事事
（（

新新
万万

年年
橋橋

２２
工工

区区
））

変変
更更

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
7
号

 
 
一

般
県

道
市

ノ
沢

山
吹

停
車

場
線

道
路

改
築

工
事

（
新

万
年

橋
２

工
区

）
変

更
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
2
9
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
委
託
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
県
道
上
飯
田
線
　
飯
田
市
　
共
和

３
契

約
金

額
3
6
億
5
,
2
7
5
万
8
,
0
0
0
円

４
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
1
0
年
３
月
3
1
日
（
変
更
前
　
令
和
８
年
３
月
3
1
日
）

５
契

約
方

法
随
意
契
約

６
受

託
人

住
所

氏
名

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
１
番
４
号

 
 
 
 
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
　
建
設
工
事
部
長
　
加
　
藤
　
　
　
均

　　
  
第第

　　
11
88
　　

号号

一一
般般

県県
道道

上上
飯飯

田田
線線

道道
路路

改改
築築

工工
事事

（（
共共

和和
））

変変
更更

委委
託託

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
8
号

 
 
一

般
県

道
上

飯
田

線
道

路
改

築
工

事
（

共
和

）
変

更
委

託
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
3
0
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道
路
改
築
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
防
災
・
安
全
交
付
金
道
路
改
築
工
事

２
工

事
場

所
一
般
県
道
上
松
南
木
曽
線
　
木
曽
郡
大
桑
村
か
ら
南
木
曽
町
　
読
書
ダ
ム
か
ら
戸
場
１
号
ト
ン
ネ
ル

３
変

更
契

約
金

額
4
8
億
2
,
0
7
0
万
6
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
4
7
億
4
,
1
0
0
万
円
）

４
契

約
保

証
金

４
億
8
,
2
0
7
万
6
0
0
円
（
変
更
前
　
４
億
7
,
4
1
0
万
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
1
0
月
2
3
日

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
南
長
野
県
町
4
4
2
番
地

　
　
鹿
島
・
守
谷
・
神
稲
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

　
代
表
者
　
鹿
島
建
設
株
式
会
社
長
野
営
業
所
　
所
長
　
豊
　
泉
　
修
　
二

　　
  
第第

　　
11
99
　　

号号

一一
般般

県県
道道

上上
松松

南南
木木

曽曽
線線

道道
路路

改改
築築

工工
事事

（（
読読

書書
ダダ

ムム
かか

らら
戸戸

場場
１１

号号
トト

ンン
ネネ

ルル
））

変変
更更

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

1
9
号

 
 
一

般
県

道
上

松
南

木
曽

線
道

路
改

築
工

事
（

読
書

ダ
ム

か
ら

戸
場

１
号

ト
ン

ネ
ル

）
変

更
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
3
1
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河
川
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
河
川
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
工
事

２
工

事
場

所
一
級
河
川
諏
訪
湖
　
岡
谷
市
　
釜
口
水
門

３
契

約
金

額
５
億
6
,
2
1
0
万
円

４
契

約
保

証
金

5
,
6
2
1
万
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
1
9
日

６
契

約
方

法
一
般
競
争
入
札

７
請

負
人

住
所

氏
名

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
菊
井
二
丁
目
2
0
番
1
9
号

　
　
豊
国
工
業
株
式
会
社
中
部
支
店
　
支
店
長
　
宮
　
重
　
　
　
徹

　

　　
  
第第

　　
22
00
　　

号号

一一
級級

河河
川川

諏諏
訪訪

湖湖
河河

川川
改改

修修
工工

事事
（（

釜釜
口口

水水
門門

））
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
0
号

 
 
一

級
河

川
諏

訪
湖

河
川

改
修

工
事

（
釜

口
水

門
）

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
 
3
2
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河
川
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
委
託
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
防
災
・
安
全
交
付
金
広
域
河
川
改
修
工
事

２
工

事
場

所
一
級
河
川
求
女
川
　
東
御
市
　
田
中

３
変

更
契

約
金

額
1
0
億
3
4
2
万
7
,
4
8
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
1
0
億
1
,
7
3
9
万
円
）

４
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
６
年
1
0
月
3
1
日

５
契

約
方

法
随
意
契
約

６
受

託
人

住
所

氏
名

上
田
市
常
田
一
丁
目
３
番
3
9
号

 
 
 
 
し
な
の
鉄
道
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
土
　
屋
　
智
　
則

　　
  
第第

　　
22
11
　　

号号

一一
級級

河河
川川

求求
女女

川川
河河

川川
改改

修修
工工

事事
（（

鉄鉄
道道

交交
差差

部部
整整

備備
））

変変
更更

委委
託託

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

2
1
号

 
 
一

級
河

川
求

女
川

河
川

改
修

工
事

（
鉄

道
交

差
部

整
備

）
変

更
委

託
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
3
3
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河
川
災
害
復
旧
助
成
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
災
害
復
旧
助
成
・
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
合
併
工
事

２
工

事
場

所
一
級
河
川
千
曲
川
　
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
　
下
流

３
変

更
契

約
金

額
1
2
億
3
,
1
2
9
万
6
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
９
億
5
,
2
0
5
万
円
）

４
契

約
保

証
金

１
億
2
,
3
1
2
万
9
,
6
0
0
円
（
変
更
前
　
9
,
5
2
0
万
5
,
0
0
0
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
６
年
９
月
2
4
日

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

長
野
市
大
字
南
長
野
県
町
5
2
4
番
地

　
　
北
野
建
設
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
北
　
野
　
貴
　
裕

　

　　
  
第第

　　
22
22
　　

号号

一一
級級

河河
川川

千千
曲曲

川川
災災

害害
復復

旧旧
助助

成成
工工

事事
（（

百百
合合

居居
橋橋

））
変変

更更
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
2
号

 
 
一

級
河

川
千

曲
川

災
害

復
旧

助
成

工
事

（
百

合
居

橋
）

変
更

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
 
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 34 ―



河
川
災
害
復
旧
助
成
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
災
害
復
旧
助
成
・
防
災
・
安
全
交
付
金
合
併
工
事

２
工

事
場

所
一
級
河
川
千
曲
川
　
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
　
下
流
　
箕
作
か
ら
月
岡
１
工
区

３
変

更
契

約
金

額
1
0
億
1
,
2
4
7
万
3
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
４
億
9
,
6
2
6
万
5
,
0
0
0
円
）

４
契

約
保

証
金

１
億
1
2
4
万
7
,
3
0
0
円
（
変
更
前
　
4
,
9
6
2
万
6
,
5
0
0
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
2
3
日
（
変
更
前
　
令
和
７
年
３
月
2
7
日
）

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

飯
山
市
大
字
木
島
1
1
4
4
番
地

　
　
株
式
会
社
サ
ン
タ
キ
ザ
ワ
　
代
表
取
締
役
　
福
　
原
　
　
　
初

　

　　
  
第第

　　
22
33
　　

号号

一一
級級

河河
川川

千千
曲曲

川川
災災

害害
復復

旧旧
助助

成成
工工

事事
（（

箕箕
作作

かか
らら

月月
岡岡

１１
工工

区区
））

変変
更更

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

2
3
号

 
 
一

級
河

川
千

曲
川

災
害

復
旧

助
成

工
事

（
箕

作
か

ら
月

岡
１

工
区

）
変

更
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
3
5
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河
川
災
害
復
旧
助
成
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

国
庫
補
助
災
害
復
旧
助
成
・
防
災
・
安
全
交
付
金
合
併
工
事

２
工

事
場

所
一
級
河
川
千
曲
川
　
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
　
下
流
　
箕
作
か
ら
月
岡
２
工
区

３
変

更
契

約
金

額
９
億
8
,
0
3
7
万
5
,
0
0
0
円
（
変
更
前
契
約
金
額
　
４
億
9
,
6
2
6
万
5
,
0
0
0
円
）

４
契

約
保

証
金

9
,
8
0
3
万
7
,
5
0
0
円
（
変
更
前
　
4
,
9
6
2
万
6
,
5
0
0
円
）

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
2
3
日
（
変
更
前
　
令
和
７
年
３
月
2
7
日
）

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

中
野
市
西
二
丁
目
５
番
1
1
号

　
　
中
野
土
建
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
藏
　
谷
　
伸
太
郎

　

　　
  
第第

　　
22
44
　　

号号

一一
級級

河河
川川

千千
曲曲

川川
災災

害害
復復

旧旧
助助

成成
工工

事事
（（

箕箕
作作

かか
らら

月月
岡岡

２２
工工

区区
））

変変
更更

請請
負負

契契
約約

のの
締締

結結
にに

つつ
いい

てて

 
 
 
 
 
第

2
4
号

 
 
一

級
河

川
千

曲
川

災
害

復
旧

助
成

工
事

（
箕

作
か

ら
月

岡
２

工
区

）
変

更
請

負
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

 
3
6
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令
和
２
年
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

１
工

事
名

令
和
２
年
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
工
事

２
工

事
場

所
一
般
国
道
4
1
8
号
　
下
伊
那
郡
天
龍
村
　
足
瀬
３
工
区

３
契

約
金

額
1
1
億
4
,
3
7
8
万
円

４
契

約
保

証
金

１
億
1
,
4
3
7
万
8
,
0
0
0
円

５
工

期
着
 
 
手

 
 
令
和
６
年
６
月
長
野
県
議
会
定
例
会
議
決
の
日

完
 
 
成

 
 
令
和
８
年
３
月
3
1
日
（
変
更
前
　
令
和
７
年
２
月
３
日
）

６
契

約
方

法
随
意
契
約

７
請

負
人

住
所

氏
名

松
本
市
宮
田
５
番
1
5
号

　
　
昭
和
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
業
株
式
会
社
松
本
営
業
所
　
所
長
　
田
　
中
　
輝
　
樹

　

　　
  
第第

　　
22
55
　　

号号 令令
和和

２２
年年

公公
共共

土土
木木

施施
設設

災災
害害

復復
旧旧

工工
事事

（（
足足

瀬瀬
３３

工工
区区

））
変変

更更
請請

負負
契契

約約
のの

締締
結結

にに
つつ

いい
てて

 
 
 
 
 
第

2
5
号

 
 
令

和
２

年
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
工

事
（

足
瀬

３
工

区
）

変
更

請
負

契
約

の
締

結
に

つ
い

て
 
3
7
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第第

　　
22
66
　　

号号

　
 
 
 
 
公
安
委
員
会
委
員
に
次
の
者
を
選
任
し
た
い
の
で
、
議
会
の
同
意
を
求
め
ま
す
。

　
　
　
　
塩
尻
市
大
字
大
門
1
0
7
7
番
地
８

　
　
矢
ケ
崎
　
　
　
学

公公
  
安安

  
委委

  
員員

  
会会

  
委委

  
員員

  
のの

  
選選

  
任任

  
にに

  
つつ

  
いい

  
てて

 
 
 
 
 
第

2
6
号

　
公

安
委

員
会

委
員

の
選

任
に

つ
い

て
　

 
1
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第第

　　
22
77
　　

号号

　
 
 
 
 
教
育
委
員
会
委
員
に
次
の
者
を
選
任
し
た
い
の
で
、
議
会
の
同
意
を
求
め
ま
す
。

　
　
島
　
　
　
宏
　
幸

教教
  
育育

  
委委

  
員員

  
会会

  
委委

  
員員

  
のの

  
選選

  
任任

  
にに

  
つつ

  
いい

  
てて

　
　
　
　
松
本
市
蟻
ケ
崎
四
丁
目
６
番
1
2
号

 
 
 
 
 
第

2
7
号

　
教

育
委

員
会

委
員

の
選

任
に

つ
い

て
　

 
2
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報報

  
第第

  
１１

  
号号

　
 
 
令
和
５
年
度
長
野
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
に
つ
い
て
急
施
を
要
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
7
9
条
の
規
定
に
よ
り
、

　
令
和
６
年
３
月
2
9
日
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

　
 
 
　
令
和
５
年
度
長
野
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

　
　
第
１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
4
9
億
2
,
0
7
0
万
5
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1
兆
1
,
1
1
2
億

　
　
　
2
,
3
9
4
万
7
千
円
と
す
る
。

　
　
２
　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補

　
　
 
 
正
」
に
よ
る
。

　
　
 
（
地
方
債
の
補
正
）

　
　
第
２
条
　
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
２
表
　
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

一一
般般

会会
計計

補補
正正

予予
算算

（（
第第

７７
号号

））
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

一一
般般

会会
計計

補補
正正

予予
算算

（（
第第

７７
号号

））

 
 
 
 
 
報

第
１

号
　

令
和

５
年

度
長

野
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）
の

専
決

処
分

報
告

3
8
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3
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
 
 
 
 

千
円

千
円

千
円

1
県

税
2
4
7
,
9
8
2
,
8
2
7

1
,
0
5
9
,
6
7
4

2
4
9
,
0
4
2
,
5
0
1

1
県

民
税

8
5
,
2
1
4
,
6
3
2

9
7
,
5
3
4

8
5
,
3
1
2
,
1
6
6

2
事

業
税

6
7
,
8
6
4
,
5
6
3

2
8
,
5
5
7

6
7
,
8
9
3
,
1
2
0

3
地

方
消

費
税

3
7
,
0
5
1
,
1
4
6

6
4
0
,
6
2
8

3
7
,
6
9
1
,
7
7
4

4
不

動
産

取
得

税
4
,
8
4
5
,
9
7
9

1
7
7
,
8
9
5

5
,
0
2
3
,
8
7
4

6
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

8
0
5
,
1
6
4

5
,
0
9
9

8
1
0
,
2
6
3

7
軽

油
引

取
税

1
7
,
2
8
5
,
2
7
6

△
6
6
,
8
8
3

1
7
,
2
1
8
,
3
9
3

8
自

動
車

税
3
2
,
6
2
0
,
4
5
6

9
3
,
8
7
2

3
2
,
7
1
4
,
3
2
8

9
鉱

区
税

2
,
5
1
0

1
7

2
,
5
2
7

1
1

狩
猟

税
1
3
,
4
7
7

△
1
1
0

1
3
,
3
6
7

1
2

旧
法

に
よ

る
税

4
5
,
4
3
1

8
3
,
0
6
5

1
2
8
,
4
9
6

2
地

方
消

費
税

清
算

金
1
0
7
,
3
7
0
,
7
8
5

△
7
,
9
1
6

1
0
7
,
3
6
2
,
8
6
9

歳
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
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1
地

方
消

費
税

清
算

金
1
0
7
,
3
7
0
,
7
8
5

△
7
,
9
1
6

1
0
7
,
3
6
2
,
8
6
9

3
地

方
譲

与
税

3
9
,
4
3
9
,
0
0
1

3
,
1
6
2
,
4
0
5

4
2
,
6
0
1
,
4
0
6

1
特

別
法

人
事

業
譲

与
税

3
5
,
7
6
6
,
0
0
0

2
,
8
5
3
,
5
0
0

3
8
,
6
1
9
,
5
0
0

2
地

方
揮

発
油

譲
与

税
3
,
1
5
5
,
0
0
0

1
7
2
,
3
1
4

3
,
3
2
7
,
3
1
4

3
石

油
ガ

ス
譲

与
税

1
1
1
,
0
0
0

△
2
6
0

1
1
0
,
7
4
0

4
自

動
車

重
量

譲
与

税
2
0
9
,
0
0
0

1
2
9
,
0
9
0

3
3
8
,
0
9
0

6
森

林
環

境
譲

与
税

1
8
7
,
0
0
0

△
7
2

1
8
6
,
9
2
8

7
航

空
機

燃
料

譲
与

税
1
1
,
0
0
0

7
,
8
3
3

1
8
,
8
3
3

5
地

方
交

付
税

2
1
7
,
1
6
1
,
4
0
3

2
,
1
2
1
,
9
2
3

2
1
9
,
2
8
3
,
3
2
6

1
地

方
交

付
税

2
1
7
,
1
6
1
,
4
0
3

2
,
1
2
1
,
9
2
3

2
1
9
,
2
8
3
,
3
2
6

6
交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

5
9
8
,
0
0
0

△
9
4
,
8
5
9

5
0
3
,
1
4
1

1
交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

5
9
8
,
0
0
0

△
9
4
,
8
5
9

5
0
3
,
1
4
1

9
国

庫
支

出
金

1
6
8
,
8
6
6
,
1
4
5

7
4
1
,
7
8
1

1
6
9
,
6
0
7
,
9
2
6

1
国

庫
負

担
金

6
4
,
5
3
3
,
7
5
1

△
1
1
9
,
7
3
9

6
4
,
4
1
4
,
0
1
2

2
国

庫
補

助
金

1
0
3
,
1
6
9
,
1
9
9

8
6
1
,
5
2
0

1
0
4
,
0
3
0
,
7
1
9

 
 
 
 
 
報

第
１

号
　

令
和

５
年

度
長

野
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）
の

専
決

処
分

報
告

4
0
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4
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2

繰
入

金
1
8
,
8
0
1
,
4
5
2

△
1
,
7
0
0
,
0
0
0

1
7
,
1
0
1
,
4
5
2

2
基

金
繰

入
金

1
8
,
5
7
8
,
3
4
0

△
1
,
7
0
0
,
0
0
0

1
6
,
8
7
8
,
3
4
0

1
4

諸
収

入
1
7
8
,
2
1
2
,
3
7
3

7
7
,
6
9
7

1
7
8
,
2
9
0
,
0
7
0

5
収

益
事

業
収

入
4
,
1
8
2
,
0
4
5

7
7
,
6
9
7

4
,
2
5
9
,
7
4
2

1
5

県
債

1
0
2
,
6
8
6
,
0
0
0

△
4
4
0
,
0
0
0

1
0
2
,
2
4
6
,
0
0
0

1
県

債
1
0
2
,
6
8
6
,
0
0
0

△
4
4
0
,
0
0
0

1
0
2
,
2
4
6
,
0
0
0

歳
入

合
計

1
,
1
0
6
,
3
0
3
,
2
4
2

4
,
9
2
0
,
7
0
5

1
,
1
1
1
,
2
2
3
,
9
4
7

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
 
 
 
 

千
円

千
円

千
円

2
総

務
費

5
5
,
3
8
7
,
1
6
3

5
,
0
3
2
,
9
3
9

6
0
,
4
2
0
,
1
0
2

1
総

務
管

理
費

3
3
,
7
7
7
,
8
5
8

5
,
2
6
7
,
9
4
4

3
9
,
0
4
5
,
8
0
2

2
企

画
費

6
,
4
8
4
,
1
2
8

△
1
6
,
2
6
3

6
,
4
6
7
,
8
6
5

4
市

町
村

振
興

費
1
,
8
7
5
,
3
2
7

△
9
,
1
8
9

1
,
8
6
6
,
1
3
8

6
防

災
費

1
,
8
7
5
,
0
2
7

△
2
0
9
,
5
5
3

1
,
6
6
5
,
4
7
4

歳
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
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3
民

生
費

1
4
0
,
7
9
0
,
2
2
4

△
5
7
9
,
6
6
2

1
4
0
,
2
1
0
,
5
6
2

1
社

会
福

祉
費

9
7
,
7
3
1
,
5
8
5

△
1
1
,
9
8
0

9
7
,
7
1
9
,
6
0
5

2
児

童
福

祉
費

2
1
,
0
8
9
,
4
3
1

△
4
7
8
,
2
8
2

2
0
,
6
1
1
,
1
4
9

3
障

が
い

福
祉

費
1
9
,
5
1
4
,
2
1
2

△
8
9
,
4
0
0

1
9
,
4
2
4
,
8
1
2

4
衛

生
費

4
4
,
1
4
9
,
3
7
0

△
2
5
,
7
3
8

4
4
,
1
2
3
,
6
3
2

4
公

衆
衛

生
費

2
7
,
5
0
5
,
3
7
2

△
2
5
,
7
3
8

2
7
,
4
7
9
,
6
3
4

5
労

働
費

2
,
7
1
7
,
6
4
4

△
8
4
,
1
0
0

2
,
6
3
3
,
5
4
4

2
職

業
能

力
開

発
費

1
,
8
9
2
,
3
8
8

△
3
,
0
0
0

1
,
8
8
9
,
3
8
8

3
雇

用
対

策
費

6
3
5
,
1
7
5

△
8
1
,
1
0
0

5
5
4
,
0
7
5

6
環

境
費

6
,
7
7
1
,
9
7
6

△
1
5
6
,
9
2
1

6
,
6
1
5
,
0
5
5

2
水

環
境

費
3
,
6
7
0
,
8
0
7

△
1
5
6
,
9
2
1

3
,
5
1
3
,
8
8
6

7
農

林
水

産
業

費
4
4
,
7
4
8
,
5
6
8

△
4
,
1
0
8

4
4
,
7
4
4
,
4
6
0

4
林

業
費

1
5
,
0
0
4
,
8
3
4

△
4
,
1
0
8

1
5
,
0
0
0
,
7
2
6

8
商

工
費

1
8
4
,
5
2
3
,
4
1
6

△
1
1
9
,
3
0
0

1
8
4
,
4
0
4
,
1
1
6

1
商

工
費

1
8
3
,
4
6
2
,
2
3
3

△
1
1
9
,
3
0
0

1
8
3
,
3
4
2
,
9
3
3

 
 
 
 
 
報

第
１

号
　

令
和

５
年

度
長

野
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）
の

専
決

処
分

報
告

4
2
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4
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
土

木
費

1
5
9
,
4
6
0
,
8
4
7

1
,
5
6
6
,
8
7
9

1
6
1
,
0
2
7
,
7
2
6

2
道

路
橋

梁
費

7
2
,
0
4
1
,
8
3
9

1
,
5
8
9
,
3
2
6

7
3
,
6
3
1
,
1
6
5

6
住

宅
費

5
,
6
1
2
,
0
1
9

△
2
2
,
4
4
7

5
,
5
8
9
,
5
7
2

1
0

警
察

費
4
4
,
7
2
0
,
1
5
4

△
1
7
,
5
5
2

4
4
,
7
0
2
,
6
0
2

1
警

察
管

理
費

3
9
,
9
0
4
,
0
0
4

△
1
7
,
5
5
2

3
9
,
8
8
6
,
4
5
2

1
1

教
育

費
1
8
7
,
0
8
2
,
2
0
4

△
1
6
7
,
8
6
0

1
8
6
,
9
1
4
,
3
4
4

2
小

学
校

費
6
1
,
2
6
1
,
6
3
2

△
7
6
,
5
5
0

6
1
,
1
8
5
,
0
8
2

3
中

学
校

費
3
9
,
2
1
8
,
4
2
0

△
1
2
,
7
1
4

3
9
,
2
0
5
,
7
0
6

5
高

等
学

校
費

3
8
,
9
0
2
,
1
3
1

△
7
8
,
5
9
6

3
8
,
8
2
3
,
5
3
5

1
2

災
害

復
旧

費
7
,
5
0
9
,
7
5
3

△
1
4
4
,
8
8
8

7
,
3
6
4
,
8
6
5

2
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

5
,
4
0
0
,
2
7
6

△
1
3
8
,
1
2
1

5
,
2
6
2
,
1
5
5

3
県

単
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

9
1
9
,
6
7
8

△
6
,
7
6
7

9
1
2
,
9
1
1

1
3

公
債

費
1
2
2
,
4
9
3
,
8
2
0

△
2
4
0
,
7
5
4

1
2
2
,
2
5
3
,
0
6
6

1
公

債
費

1
2
2
,
4
9
3
,
8
2
0

△
2
4
0
,
7
5
4

1
2
2
,
2
5
3
,
0
6
6

1
4

諸
支

出
金

1
0
4
,
3
9
9
,
3
5
1

△
1
3
8
,
2
3
0

1
0
4
,
2
6
1
,
1
2
1
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2
利

子
割

交
付

金
9
5
,
7
0
7

△
1
0
,
3
6
8

8
5
,
3
3
9

3
配

当
割

交
付

金
1
,
6
6
3
,
3
4
9

△
9
7
,
6
3
7

1
,
5
6
5
,
7
1
2

4
株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

1
,
5
8
0
,
2
7
6

△
2
1
,
3
5
4

1
,
5
5
8
,
9
2
2

6
地

方
消

費
税

交
付

金
5
4
,
0
0
1
,
3
0
1

△
3
,
9
5
4

5
3
,
9
9
7
,
3
4
7

7
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

交
付

金
5
6
9
,
1
3
6

△
1
,
2
2
2

5
6
7
,
9
1
4

1
0

個
人

県
民

税
徴

収
取

扱
費

交
付

金
3
,
5
4
2
,
9
3
8

△
3
,
6
9
5

3
,
5
3
9
,
2
4
3

歳
出

合
計

1
,
1
0
6
,
3
0
3
,
2
4
2

4
,
9
2
0
,
7
0
5

1
,
1
1
1
,
2
2
3
,
9
4
7

 
 
 
 
 
報

第
１

号
　

令
和

５
年

度
長

野
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）
の

専
決

処
分

報
告

4
4
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4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
第
２
表
 
 
地
方
債
補
正

起
　
債
　
の
　
方
　
法

利
 
率

償
 
還
 
の
 
方
 
法

防
災
行
政
無
線
整
備
事
業
費

4
0
7
,
0
0
0

△
 
4
,
0
0
0

4
0
3
,
0
0
0

空
港
整
備
事
業
費

2
1
0
,
0
0
0

△
 
1
3
,
0
0
0

1
9
7
,
0
0
0

県
有
施
設
整
備
事
業
費

1
,
5
5
5
,
0
0
0

△
 
2
7
,
0
0
0

1
,
5
2
8
,
0
0
0

庁
舎
整
備
事
業
費

4
3
7
,
0
0
0

△
 
2
,
0
0
0

4
3
5
,
0
0
0

社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
費

9
5
1
,
0
0
0

△
 
1
2
6
,
0
0
0

8
2
5
,
0
0
0

技
術
専
門
校
整
備
事
業
費

4
5
,
0
0
0

△
 
3
,
0
0
0

4
2
,
0
0
0

環
境
研
究
施
設
整
備
事
業
費

1
,
3
2
7
,
0
0
0

△
 
1
0
5
,
0
0
0

1
,
2
2
2
,
0
0
0

林
業
総
合
セ
ン
タ
ー
整
備
事

業
費

3
9
,
0
0
0

△
 
2
,
0
0
0

3
7
,
0
0
0

河
川
事
業
費

1
1
,
6
0
2
,
0
0
0

△
 
1
,
0
0
0

1
1
,
6
0
1
,
0
0
0

道
路
事
業
費

2
8
,
5
7
8
,
0
0
0

△
 
4
8
,
0
0
0

2
8
,
5
3
0
,
0
0
0

公
営
住
宅
建
設
事
業
費

1
,
4
4
0
,
0
0
0

△
 
1
2
,
0
0
0

1
,
4
2
8
,
0
0
0

高
等
学
校
整
備
事
業
費

1
,
2
1
4
,
0
0
0

△
 
4
1
,
0
0
0

1
,
1
7
3
,
0
0
0

１
　
資
　
金

　
　
政
府
資
金
、
銀
行
そ
の
他

２
　
方
　
法

　
　
普
通
貸
借
又
は
債
券
発
行

　
（
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の

 
 
共
同
発
行
を
含
む
。
）

３
　
そ
の
他

　
　
発
行
価
格
が
額
面
金
額
を

　
下
回
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
の
発
行
価
格
差
減
額
を
埋
め

　
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
そ

　
れ
ぞ
れ
の
限
度
額
に
加
算
し

　
た
金
額
を
限
度
額
と
す
る
。

5
.
0
％

以
内

１
　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、

　
そ
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

２
 
 
銀
行
そ
の
他
の
資
金
に
つ

　
い
て
は
、
そ
の
債
権
者
と
の

　
協
定
に
よ
る
。

起
 
 
債
 
 
の
 
 
目
 
 
的

補
　
正
　
前
　
の

限
 
 
　
度
　
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

補
　
正
　
後
　
の

限
 
 
　
度
　
 
 
額

千
円

千
円

千
円
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現
年
災
害
復
旧
費

2
,
3
5
6
,
0
0
0

△
 
5
6
,
0
0
0

2
,
3
0
0
,
0
0
0

合
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
0
2
,
6
8
6
,
0
0
0

△
 
4
4
0
,
0
0
0

1
0
2
,
2
4
6
,
0
0
0

 
 
 
 
 
報
第
１
号
　
令
和
５
年
度
長
野
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
の
専
決
処
分
報
告

 
4
6
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報
第
２
号
　
長
野
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
報
告

4
7

報
 
第

 
２

 
号

長
野

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

専
決

処
分

報
告

　
長

野
県

県
税

条
例

（
昭

和
2
5
年

長
野

県
条

例
第

4
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

８
条

中
「

地
方

自
治

法
施

行
令
（

昭
和

2
2
年

政
令

第
1
6
号

）
第

1
5
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
規

則
で

定
め

る
基

準
を

満
た

し
て

い
る

者
と

し
て

知
事

が
徴

収
金

の
収

納
の

事
務

を
委

託
し

た
者

」
を

「
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

2
4
3
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

指
定

公
金

事
務

取
扱

者
（

徴
収

金
の

収
納

に
関

す
る

事
務

の
委

託
を

受
け

た
者

に
限

る
。
）

」
に

改
め

る
。

　
第

1
8
条

第
４

項
中

「
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
」

を
削

る
。

　
第

2
5
条

第
１

項
第

４
号

中
「

と
個

人
の

市
町

村
民

税
の

課
税

額
」

を
「

、
個

人
の

市
町

村
民

税
の

課
税

額
及

び
森

林
環

境
税

の
課

税
額

」
に

改
め

、
同

号

を
同

項
第

５
号

と
し

、
同

項
第

３
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

　
⑷

 　
森

林
環

境
税

（
森

林
環

境
税

及
び

森
林

環
境

譲
与

税
に

関
す

る
法

律
（

平
成

3
1
年

法
律

第
３

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

森
林

環
境

税
を

い
う

。
次

号

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
課

税
額

の
総

額

　
第

1
4
4
条

の
３

第
１

項
中

「
令

和
６

年
３

月
3
1
日

」
を

「
令

和
９

年
３

月
3
1
日

」
に

改
め

る
。

　
附

則
第

４
条

の
４

の
４

の
次

に
次

の
２

条
を

加
え

る
。

　
長

野
県

県
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
令

和
６

年
長

野
県

条
例

第
3
4
号

）
に

つ
い

て
急

施
を

要
し

た
の

で
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7

号
）

第
1
7
9
条

の
規

定
に

よ
り

、
令

和
６

年
３

月
3
0
日

専
決

処
分

し
た

か
ら

報
告

し
ま

す
。

長
野

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
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4
8

　
（

令
和

６
年

度
分

の
個

人
の

県
民

税
の

特
別

税
額

控
除

）

第
 ４

条
の

４
の

５
　

令
和

６
年

度
分

の
個

人
の

県
民

税
に

限
り

、
県

民
税

に
係

る
令

和
６

年
度

分
特

別
税

額
控

除
額

を
、

前
年

の
合

計
所

得
金

額
が

1
,
8
0
5

万
円

以
下

で
あ

る
所

得
割

の
納

税
義

務
者

（
次

項
及

び
次

条
に

お
い

て
「

特
別

税
額

控
除

対
象

納
税

義
務

者
」

と
い

う
。
）

の
第

2
1
条

か
ら

第
2
1
条

の
５

ま
で

、
附

則
第

２
条

第
２

項
、

附
則

第
４

条
第

１
項

、
附

則
第

４
条

の
４

の
２

第
１

項
、

附
則

第
４

条
の

５
及

び
附

則
第

４
条

の
８

第
１

項
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
の

所
得

割
の

額
か

ら
控

除
す

る
。

２
 　

前
項

の
県

民
税

に
係

る
令

和
６

年
度

分
特

別
税

額
控

除
額

は
、

第
１

号
に

掲
げ

る
額

と
第

２
号

に
掲

げ
る

額
と

の
合

計
額

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
個

人
の

住
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
い

う
。
）

が
１

万
円

（
特

別
税

額
控

除
対

象
納

税
義

務
者

が
控

除
対

象
配

偶
者

又
は

扶
養

親
族

（
法

第
3
4
条

第
８

項
の

規
定

に
よ

る
判

定
を

す
る

と
き

の
現

況
に

お
い

て
法

の
施

行
地

に
住

所
を

有
し

な
い

者
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
控

除
対

象
配

偶
者

等
」

と
い

う
。
）

を
有

す
る

場
合

に
は

、
１

万
円

に
当

該
控

除
対

象
配

偶
者

等
１

人
に

つ
き

１
万

円
を

加
算

し
た

金
額

）
を

超
え

る
場

合
に

は
１

万
円

（
特

別

税
額

控
除

対
象

納
税

義
務

者
が

控
除

対
象

配
偶

者
等

を
有

す
る

場
合

に
は

、
１

万
円

に
当

該
控

除
対

象
配

偶
者

等
１

人
に

つ
き

１
万

円
を

加
算

し
た

金

額
）

に
第

１
号

に
掲

げ
る

額
を

個
人

の
住

民
税

の
所

得
割

の
額

で
除

し
て

得
た

数
値

を
乗

じ
て

得
た

金
額

（
当

該
金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と

き
、

又
は

当
該

金
額

の
全

額
が

１
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
又

は
そ

の
全

額
を

切
り

上
げ

た
金

額
）

と
し

、
個

人
の

住
民

税
の

所
得

割
の

額
が

１
万

円
（

特
別

税
額

控
除

対
象

納
税

義
務

者
が

控
除

対
象

配
偶

者
等

を
有

す
る

場
合

に
は

、
１

万
円

に
当

該
控

除
対

象
配

偶
者

等
１

人
に

つ
き

１
万

円
を

加
算

し
た

金
額

）
を

超
え

な
い

場
合

に
は

同
号

に
掲

げ
る

額
に

相
当

す
る

金
額

と
す

る
。

　
⑴

 　
特

別
税

額
控

除
対

象
納

税
義

務
者

の
第

2
1
条

か
ら

第
2
1
条

の
５

ま
で

、
附

則
第

２
条

第
２

項
、

附
則

第
４

条
第

１
項

、
附

則
第

４
条

の
４

の
２

第
１

項
、

附
則

第
４

条
の

５
及

び
附

則
第

４
条

の
８

第
１

項
の

規
定

を
適

用
し

て
計

算
し

た
場

合
の

所
得

割
の

額

　
⑵

 　
特

別
税

額
控

除
対

象
納

税
義

務
者

の
法

第
3
1
4
条

の
３

、
法

第
3
1
4
条

の
６

か
ら

第
3
1
4
条

の
９

ま
で

、
法

附
則

第
３

条
の

３
第

５
項

、
法

附
則

第
５

条
第

３
項

、
法

附
則

第
５

条
の

４
の

２
第

５
項

、
法

附
則

第
５

条
の

５
第

２
項

及
び

法
附

則
第

７
条

の
２

第
４

項
の

規
定

を
適

用
し

て
計

算
し

た
場

合

の
所

得
割

の
額

３
 　

前
２

項
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

第
2
1
条

の
５

第
２

項
及

び
附

則
第

４
条

の
５

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ら
の

規
定

中
「

所
得
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報
第
２
号
　
長
野
県
県
税
条
例
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一
部
を
改
正
す
る
条
例
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専
決
処
分
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4
9

割
の

額
」

と
あ

る
の

は
、
「

所
得

割
の

額
（

附
則

第
４

条
の

４
の

５
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
前

の
も

の
を

い
う

。
）

」
と

す
る

。

　
（

令
和

７
年

度
分

の
個

人
の

県
民

税
の

特
別

税
額

控
除

）

第
 ４

条
の

４
の

６
　

令
和

７
年

度
分

の
個

人
の

県
民

税
に

限
り

、
県

民
税

に
係

る
令

和
７

年
度

分
特

別
税

額
控

除
額

を
、

特
別

税
額

控
除

対
象

納
税

義
務

者

（
同

一
生

計
配

偶
者

（
控

除
対

象
配

偶
者

及
び

法
第

3
4
条

第
８

項
の

規
定

に
よ

る
判

定
を

す
る

と
き

の
現

況
に

お
い

て
法

の
施

行
地

に
住

所
を

有
し

な
い

者
を

除
く

。
）

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。
）

の
第

2
1
条

か
ら

第
2
1
条

の
５

ま
で

、
附

則
第

２
条

第
２

項
、

附
則

第
４

条
第

１
項

、
附

則
第

４
条

の
４

の
２

第
１

項
、

附
則

第
４

条
の

５
及

び
附

則
第

４
条

の
８

第
１

項
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
の

所
得

割
の

額
か

ら
控

除
す

る
。

２
 　

前
項

の
県

民
税

に
係

る
令

和
７

年
度

分
特

別
税

額
控

除
額

は
、

第
１

号
に

掲
げ

る
額

と
第

２
号

に
掲

げ
る

額
と

の
合

計
額

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
個

人
の

住
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
い

う
。
）

が
１

万
円

を
超

え
る

場
合

に
は

１
万

円
に

第
１

号
に

掲
げ

る
額

を
個

人
の

住
民

税
の

所
得

割
の

額
で

除

し
て

得
た

数
値

を
乗

じ
て

得
た

金
額

（
当

該
金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、
又

は
当

該
金

額
の

全
額

が
１

円
未

満
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

又
は

そ
の

全
額

を
切

り
上

げ
た

金
額

）
と

し
、

個
人

の
住

民
税

の
所

得
割

の
額

が
１

万
円

を
超

え
な

い
場

合
に

は
同

号
に

掲
げ

る
額

に
相

当
す

る
金

額
と

す
る

。

　
⑴

 　
特

別
税

額
控

除
対

象
納

税
義

務
者

の
第

2
1
条

か
ら

第
2
1
条

の
５

ま
で

、
附

則
第

２
条

第
２

項
、

附
則

第
４

条
第

１
項

、
附

則
第

４
条

の
４

の
２

第
１

項
、

附
則

第
４

条
の

５
及

び
附

則
第

４
条

の
８

第
１

項
の

規
定

を
適

用
し

て
計

算
し

た
場

合
の

所
得

割
の

額

　
⑵

 　
特

別
税

額
控

除
対

象
納

税
義

務
者

の
法

第
3
1
4
条

の
３

、
法

第
3
1
4
条

の
６

か
ら

第
3
1
4
条

の
９

ま
で

、
法

附
則

第
３

条
の

３
第

５
項

、
法

附
則

第
５

条
第

３
項

、
法

附
則

第
５

条
の

４
の

２
第

５
項

、
法

附
則

第
５

条
の

５
第

２
項

及
び

法
附

則
第

７
条

の
２

第
４

項
の

規
定

を
適

用
し

て
計

算
し

た
場

合

の
所

得
割

の
額

　
附

則
第

４
条

の
７

中
「

附
則

第
４

条
の

６
第

１
項

」
を

「
附

則
第

４
条

の
８

第
１

項
」

に
改

め
る

。

　
附

則
第

５
条

第
３

項
中
「

第
2
1
条

の
３

」
の

次
に
「

、
附

則
第

４
条

の
４

の
５

第
２

項
及

び
附

則
第

４
条

の
４

の
６

第
２

項
」

を
加

え
、
「

同
条

」
を

「
第

2
1
条

の
３

」
に

、
「

あ
る

の
は

、
」

を
「

あ
る

の
は

」
に

、
「

す
る

」
を

「
、

附
則

第
４

条
の

４
の

５
第

２
項

第
１

号
及

び
附

則
第

４
条

の
４

の
６

第
２

項
第

１
号

中
「

及
び

附
則

第
４

条
の

８
第

１
項

」
と

あ
る

の
は

「
、

附
則

第
４

条
の

８
第

１
項

及
び

附
則

第
５

条
第

２
項

」
と

す
る

」
に

改
め

る
。
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5
0

　
附

則
第

６
条

第
３

項
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑶

 　
附

則
第

４
条

の
４

の
５

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
附

則
第

４
条

の
４

の
５

第
１

項
及

び
附

則
第

４
条

の
４

の
６

第

１
項

中
「

所
得

割
の

額
」

と
あ

る
の

は
「

所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

県
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
、

附
則

第
４

条
の

４

の
５

第
２

項
第

１
号

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
第

２
項

第
１

号
中

「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る

の
は

「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

６
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

県
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。

　
附

則
第

７
条

第
３

項
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑸

 　
附

則
第

４
条

の
４

の
５

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
附

則
第

４
条

の
４

の
５

第
１

項
及

び
附

則
第

４
条

の
４

の
６

第

１
項

中
「

所
得

割
の

額
」

と
あ

る
の

は
「

所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

県
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
、

附
則

第
４

条
の

４

の
５

第
２

項
第

１
号

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
第

２
項

第
１

号
中

「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る

の
は

「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

７
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

県
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。

　
附

則
第

９
条

第
３

項
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑸

 　
附

則
第

４
条

の
４

の
５

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
附

則
第

４
条

の
４

の
５

第
１

項
及

び
附

則
第

４
条

の
４

の
６

第

１
項

中
「

所
得

割
の

額
」

と
あ

る
の

は
「

所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

県
民

税
の

所
得

割
の

額
」

と
、

附
則

第
４

条
の

４

の
５

第
２

項
第

１
号

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
第

２
項

第
１

号
中

「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る

の
は

「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

９
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

県
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。

　
附

則
第

1
1
条

第
４

項
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑸

 　
附

則
第

４
条

の
４

の
５

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
附

則
第

４
条

の
４

の
５

第
１

項
及

び
附

則
第

４
条

の
４

の
６

第

１
項

中
「

所
得

割
の

額
」

と
あ

る
の

は
「

所
得

割
の

額
並

び
に

附
則

第
1
1
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
県

民
税

の
所

得
割

の
額

」
と

、
附

則
第

４
条

の
４

の
５

第
２

項
第

１
号

及
び

附
則

第
４

条
の

４
の

６
第

２
項

第
１

号
中

「
所

得
割

の
額

」
と

あ
る

の
は

「
所

得
割

の
額

並
び

に
附

則
第

1
1
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

県
民

税
の

所
得

割
の

額
の

合
計

額
」

と
す

る
。
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２
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5
1

　
附

則
第

1
1
条

の
３

第
２

項
中

「
第

3
1
条

第
５

項
第

２
号

」
を

「
第

3
1
条

第
３

項
第

２
号

」
に

改
め

る
。

　
附

則
第

1
3
条

の
３

中
「

令
和

６
年

３
月

3
1
日

」
を

「
令

和
８

年
３

月
3
1
日

」
に

改
め

る
。

　
附

則
第

1
4
条

第
１

項
、

第
1
6
条

の
２

第
１

項
及

び
第

３
項

並
び

に
第

1
7
条

の
４

第
１

項
中

「
令

和
６

年
３

月
3
1
日

」
を

「
令

和
９

年
３

月
3
1
日

」
に

改
め

る
。

　
附

則
第

1
9
条

及
び

第
2
0
条

第
１

項
中

「
令

和
６

年
３

月
3
1
日

」
を

「
令

和
1
1
年

３
月

3
1
日

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附

　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

条
例

は
、

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

納
付

又
は

納
入

方
法

に
関

す
る

規
定

の
適

用
）

２
 　

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

８
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
長

野
県

県
税

条
例

（
次

項
及

び
附

則
第

３
項

に
お

い

て
「

新
条

例
」

と
い

う
。
）

第
８

条
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
同

条
中

「
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

2
4
3
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す

る
指

定
公

金
事

務
取

扱
者

（
徴

収
金

の
収

納
に

関
す

る
事

務
の

委
託

を
受

け
た

者
に

限
る

。
）

」
と

あ
る

の
は

、
「

地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7

号
）

第
2
4
3
条

の
２

第
２

項
に

規
定

す
る

指
定

公
金

事
務

取
扱

者
（
徴

収
金

の
収

納
に

関
す

る
事

務
の

委
託

を
受

け
た

者
に

限
る

。
）

若
し

く
は

地
方

自

治
法

施
行

令
等

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令

（
令

和
６

年
政

令
第

1
2
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

従
前

の
公

金
事

務
（

徴
収

金
の

収
納

に
関

す
る

も
の

に
限

る
。
）

を
行

わ
せ

て
い

る
者

」
と

す
る

。

　
（

県
民

税
に

関
す

る
規

定
の

適
用

）

３
 　

新
条

例
第
2
5
条

の
規

定
は

、
令

和
６

年
度

以
後

の
年

度
分

の
個

人
の

県
民

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
令

和
５

年
度

分
ま

で
の

個
人

の
県

民
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

　
（

不
動

産
取

得
税

に
関

す
る

規
定

の
適

用
）

４
 　

新
条

例
附

則
第

1
3
条

の
３

、
第

1
4
条

第
１

項
並

び
に

第
1
6
条

の
２

第
１

項
及

び
第

３
項

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

以
後

の
不

動
産

の
取

得
に

― 53 ―



5
2

対
し

て
課

す
べ

き
不

動
産

取
得

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

前
の

不
動

産
の

取
得

に
対

し
て

課
す

る
不

動
産

取
得

税
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。

　
（

長
野

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）

５
　

長
野

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成

3
1
年

長
野

県
条

例
第

1
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

附
則

第
４

項
の

表
中

「
附

則
第

４
条

の
６

第
１

項
」

を
「

附
則

第
４

条
の

８
第

１
項

」
に

改
め

る
。
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日
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５報報
  
第第

  
３３

  
号号

県県
有有

地地
隣隣

接接
地地

のの
事事

故故
にに

係係
るる

損損
害害

賠賠
償償

のの
専専

決決
処処

分分
報報

告告

県
有
地
隣
接
地
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
９

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
令
和
６
年
３
月
４
日
午
前
９
時
4
0
分
ご
ろ
、
松
本
市
笹
賀
地
籍
の
県
有
地
敷
地
内
か
ら
の
倒
木
に
よ
り
、
損
害
賠
償
請
求
者
所
有
の
フ
ェ
ン
ス
を
損

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
愛
知
県
豊
田
市
元
城
町
二
丁
目
6
6
番
地
　
三
河
商
事
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
梅
　
村
　
泰
　
弘

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

傷
し
た
。

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
当
該
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

　
　

 
報

第
３

号
　

県
有

地
隣

接
地

の
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
5
3
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5
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
1
6
5
,
0
0
0
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 56 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
別
表
記
載
の
金
額
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
2
9
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
別
表
の
と
お
り

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

報報
  
第第

  
４４

  
号号

 
 
 
 
 
 
 
 
別
表
の
と
お
り

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

　
　

 
報

第
４

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
5
5
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5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

 
（
別
表
）

　
　
　
　
 
損
 
 
害
 
 
賠
 
 
償
 
 
請
 
 
求
 
 
者

公
務

に
使

用
中

の
長

野
中

央
警

察
署

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
令

和
６

年
３

月
８

日
午

前
1
0
時

ご
ろ

、
長

野
市

の
市

道
上

に
お

い
て

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有
の
小
型
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

長
野
市
大
字
鶴
賀
西
鶴
賀
町

1
4
7
0
番
地
３

つ
ば
め
長
電
タ
ク

シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
　
本
　
豊
　
一

1
5
5
,
0
4
5
円

公
務

に
使

用
中

の
長

野
中

央
警

察
署

の
原

動
機

付
自

転
車

が
、

令
和

６
年

２
月

1
5
日

午
前

1
1
時

3
5
分

ご
ろ

、
長

野
市

の
市

道
上

に
お

い
て

、
損

害
賠

償
請
求
者
所
有
の
小
型
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

長
野
市
大
字
鶴
賀
西
鶴
賀
町

1
4
7
0
番
地
３

つ
ば
め
長
電
タ
ク

シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
　
本
　
豊
　
一

5
6
,
7
8
0
円

令
和

６
年

２
月

2
7
日

午
後

４
時

5
0
分

ご
ろ

、
諏

訪
市

の
駐

車
場

内
に

お
い

て
、

諏
訪

警
察

署
職

員
が

開
け

た
軽

貨
物

自
動

車
の

ド
ア

が
、

損
害

賠
償

請
求
者
所
有
の
軽
乗
用
自
動
車
に
接
触
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

諏
訪
市
大
字
湖
南
4
7
2
6
番
地

藤
　
森
　
弘
　
子

8
,
9
1
0
円

公
務

に
使

用
中

の
伊

那
警

察
署

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

令
和

５
年

９
月

４
日

午
前

1
0
時

2
0
分

ご
ろ

、
伊

那
市

の
国

道
上

に
お

い
て

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動

車
に

衝
突

し
、

同
人

に
傷

害
と

同
車

に
損

害
を

与
え

た
。

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
9
2
0
9
番
地

１
石
　
川
　
美
　
香

9
4
6
,
6
5
2
円

公
務

に
使

用
中

の
長

野
南

警
察

署
の

小
型

乗
用

自
動

車
が

、
令

和
５

年
1
2

月
1
9
日

午
後

２
時

3
5
分

ご
ろ

、
長

野
市

の
駐

車
場

内
に

お
い

て
、

損
害

賠
償

請
求
者
使
用
の
軽
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

長
野
市
篠
ノ
井
御
幣
川
4
7
4
番

地
１

丸
　
山
　
光
　
子

1
4
8
,
3
1
3
円

損
害
賠
償
金

事
　
　
故
　
　
の
　
　
内
　
　
容

公
務

に
使

用
中

の
松

本
警

察
署

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

令
和

６
年

１
月

2
3
日

午
後

７
時

4
0
分

ご
ろ

、
松

本
市

の
市

道
上

に
お

い
て

、
損

害
賠

償
請

求
者
所
有
の
小
型
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

河
　
村
　
治
　
美

1
4
3
,
7
2
6
円

松
本
市
征
矢
野
二
丁
目
３
番
2
4

－
４
号

― 58 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５報報
  
第第

  
５５

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
3
0
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
公
務
に
使
用
中
の
長
野
保
健
福
祉
事
務
所
の
小
型
貨
物
自
動
車
が
、
令
和
６
年
１
月
2
6
日
午
前
1
0
時
3
0
分
ご
ろ
、
上
高
井
郡
小
布
施
町
の
民
地
内
に

お
い
て
、
損
害
賠
償
請
求
者
所
有
の
看
板
に
衝
突
し
、
損
害
を
与
え
た
。

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
上
高
井
郡
小
布
施
町
大
字
小
布
施
3
3
番
地
８
　
　
上
　
原
　
　
　
圭

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

　
　

 
報

第
５

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
5
7
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5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
1
0
1
,
2
0
0
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 60 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
長
野
市
篠
ノ
井
東
福
寺
1
4
3
8
番
地
　
　
宮
　
川
　
陽
　
太

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

報報
  
第第

  
６６

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
2
8
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
公
務
に
使
用
中
の
工
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
小
型
貨
物
自
動
車
が
、
令
和
５
年
９
月
1
4
日
午
後
５
時
4
5
分
ご
ろ
、
長
野
市
の
市
道
上
に
お
い
て
、

損
害
賠
償
請
求
者
運
転
の
軽
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
人
に
傷
害
と
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

　
　

 
報

第
６

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
5
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 61 ―



 
6
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
9
6
6
,
6
6
2
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 62 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
下
伊
那
郡
喬
木
村
6
6
6
4
番
地
　
喬
木
村
長
　
市
　
瀬
　
直
　
史

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

報報
  
第第

  
７７

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
2
3
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
公
務
に
使
用
中
の
南
信
州
地
域
振
興
局
林
務
課
の
普
通
乗
用
自
動
車
が
、
令
和
５
年
1
1
月
2
8
日
午
前
1
1
時
3
0
分
ご
ろ
、
下
伊
那
郡
喬
木
村
の
村
道
上

に
お
い
て
、
損
害
賠
償
請
求
者
所
有
の
普
通
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

　
　

 
報

第
７

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 63 ―



 
6
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
6
5
,
6
7
4
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 64 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５報報
  
第第

  
８８

  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
2
9
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
公
務
に
使
用
中
の
諏
訪
建
設
事
務
所
の
普
通
特
種
自
動
車
が
、
令
和
５
年
1
2
月
1
4
日
午
後
３
時
1
5
分
ご
ろ
、
岡
谷
市
の
駐
車
場
内
に
お
い
て
、
損
害

賠
償
請
求
者
所
有
の
普
通
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
岡
谷
市
長
地
鎮
二
丁
目
1
3
番
３
号
　
　
橋
　
原
　
浩
　
子
　

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

　
　

 
報

第
８

号
　

交
通

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
6
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 65 ―



 
6
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
1
2
9
,
0
3
0
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 66 ―



と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
別
表
記
載
の
金
額
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

報報
  
第第

  
９９

  
号号

道道
路路

上上
のの

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

道
路
上
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
３
月
1
4
日
次
の

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
別
表
の
と
お
り

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
別
表
記
載
の
事
故
は
、
道
路
管
理
者
の
責
任
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

 
 
 
 
 
 
 
 
別
表
の
と
お
り

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

　
　

 
報

第
９

号
　

道
路

上
の

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
6
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 67 ―



 
6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

 
（
別
表
）

　
　
　
　
 
損
 
 
害
 
 
賠
 
 
償
 
 
請
 
 
求
 
 
者

8
8
,
2
8
6
円

1
1
,
9
4
6
円

令
和

５
年

１
月

2
1
日

午
前

２
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

長
野

荒
瀬

原
線

の
上

水
内

郡
飯

綱
町

大
字

芋
川

地
籍

を
走

行
中

、
側

溝
の

グ
レ

ー
チ

ン
グ

が
跳

ね
上

が
り

、
当

該
車

両
を

損
傷

し
た
。

須
坂
市
大
字
須
坂
1
0
6
3
番
地

田
　
中
　
義
　
一

令
和

５
年

２
月

１
日

午
後

1
0
時

5
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動
車

が
、

一
般

国
道

2
5
6
号

の
飯

田
市

北
方

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
脇

の
擁
壁
か
ら
落
下
し
た
氷
塊
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

下
伊
那
郡
阿
智
村
春
日
2
2
6
5
番

地
４

伊
　
東
　
龍
　
哉

3
6
8
,
0
0
0
円

千
曲
市
大
字
千
本
柳
2
3
6
番
地

２
竹
　
内
　
智
　
行

令
和

４
年

1
0
月

3
0
日

午
後

４
時

3
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
小

型
貨

物
自

動
車

が
、

県
道

松
川

イ
ン

タ
ー

大
鹿

線
の

上
伊

那
郡

中
川

村
大

草
地

籍
を

走
行

中
、

対
向

車
両

が
は

ね
た

道
路

法
面

か
ら

の
落

木
に

よ
り

、
当

該
車
両
を
損
傷
し
た
。

塩
尻
市
大
字
広
丘
野
村
字
角
前

1
9
4
5
番
１
号

ヤ
マ
ト
運
輸
株
式

会
社
北
信
越
支
社

松
本
主
管
支
店
長

秋
　
田
　
敬
　
介

5
8
,
6
3
0
円

令
和

５
年

３
月

2
1
日

午
前

1
1
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が
、

一
般

国
道

4
0
3
号

の
長

野
市

松
代

町
岩

野
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

令
和

４
年

６
月

2
4
日

午
後

９
時

5
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
軽

貨
物

自
動

車
が

、
県

道
信

州
新

中
条

線
の

長
野

市
中

条
地

籍
を

走
行

中
、

外
れ
て
い
た
側
溝
の
グ
レ
ー
チ
ン
グ
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

長
野
市
柳
町
1
8
番
地

中
部
電
力
パ
ワ
ー

グ
リ
ッ
ド
株
式
会

社
長
野
支
社
　
支

社
長

山
　
下
　
貴
　
司

3
0
,
1
3
3
円

事
　
　
故
　
　
の
　
　
内
　
　
容

損
害
賠
償
金

令
和

４
年

６
月

1
7
日

午
前

1
0
時

4
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
8
号
の

松
本

市
安

曇
地

籍
を

走
行

中
、

ト
ン

ネ
ル
上
部
か
ら
垂
れ
下
が
っ
た
架
線
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

岐
阜
県
高
山
市
上
岡
本
町
八
丁

目
５
番
地
３
グ
ッ
ド
ワ
ン
Ｋ

1
0
3

百
　
瀬
　
智
　
弘

8
8
,
0
0
0
円

― 68 ―



令
和

５
年

６
月

1
2
日

午
後

５
時

4
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
払

沢
茅

野
線

の
諏

訪
郡

原
村

柏
木

地
籍

を
走

行
中

、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

諏
訪
郡
原
村
6
2
1
0
番
地
1
1

水
　
出
　
　
　
瞳

2
8
,
2
1
4
円

令
和

５
年

６
月

1
2
日

午
後

６
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

払
沢

茅
野

線
の

諏
訪

郡
原

村
柏

木
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

諏
訪
郡
原
村
6
3
1
9
番
地
４

堀
　
内
　
綾
　
子

5
8
,
5
3
0
円

令
和

５
年

４
月

1
3
日

午
前

９
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
信

濃
信

州
新

線
の

上
水

内
郡

信
濃

町
柏

原
地

籍
を

走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

上
水
内
郡
信
濃
町
大
字
柏
原

2
9
2
3
番
地
の
１

北
　
村
　
美
津
子

5
,
7
4
2
円

令
和

５
年

５
月

2
4
日

午
後

７
時

4
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

松
川

大
鹿

線
の

下
伊

那
郡

大
鹿

村
大

河
原

地
籍

を
走
行
中
、
道
路
上
に
あ
っ
た
落
石
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

飯
田
市
仲
ノ
町
3
5
3
番
地
1
0
仲

ノ
町
マ
ン
シ
ョ
ン
２
－
Ａ
号

藤
　
本
　
良
　
子

5
5
,
0
0
0
円

令
和

５
年

３
月

2
6
日

午
後

３
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
松

本
塩

尻
線

の
松

本
市

中
山

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

上
伊
那
郡
宮
田
村
6
1
9
5
番
地
2
3

片
　
桐
　
善
　
男

3
,
4
9
8
円

令
和

５
年

３
月

2
8
日

午
前

７
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
長

野
信

濃
線

の
上

水
内

郡
飯

綱
町

川
上

地
籍

を
走

行
中

、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

長
野
市
上
松
三
丁
目
７
番
3
7
号

北
　
村
　
　
　
勉

7
,
5
0
0
円

令
和

５
年

３
月

2
8
日

午
後

４
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

千
国

北
城

線
の

北
安

曇
郡

白
馬

村
大

字
北

城
地

籍
を

走
行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

北
安
曇
郡
小
谷
村
大
字
千
国
乙

1
2
8
4
0
番
地
の
１
風
景
画

栗
　
田
　
明
　
彦

7
9
,
8
4
3
円

　
　

 
報

第
９

号
　

道
路

上
の

事
故

に
係

る
損

害
賠

償
の

専
決

処
分

報
告

 
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 69 ―



 
6
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和

５
年

1
0
月

８
日

午
前

６
時

2
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
小

型
貨

物
自

動
車

が
、

県
道

払
沢

茅
野

線
の

茅
野

市
宮

川
地

籍
を

走
行

中
、

道
路
法
面
か
ら
の
落
石
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

諏
訪
郡
原
村
8
1
5
0
番
地
１

藤
　
森
　
作
次
郎

1
2
0
,
6
1
5
円

令
和

５
年

1
0
月

８
日

午
前

1
1
時

4
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
8
号
の

松
本

市
安

曇
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

富
山
県
高
岡
市
野
村
1
4
3
9
番
地

1
4

杉
　
原
　
高
　
司

1
6
,
7
8
6
円

令
和

５
年

８
月

８
日

午
後

２
時

1
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

有
明

大
町

線
の

北
安

曇
郡

松
川

村
東

細
野

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
脇

の
草

刈
り

作
業

中
に

跳
ね

た
石

に
よ

り
、

当
該

車
両

を
損

傷
し
た
。

北
安
曇
郡
松
川
村
1
8
5
2
番
地

太
　
田
　
　
　
孝

2
9
8
,
9
3
7
円

令
和

５
年

７
月

２
日

午
前

1
1
時

4
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
松

本
塩

尻
線

の
松

本
市

中
山

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

塩
尻
市
大
門
四
番
町
４
番
2
5
－

２
号

三
　
嶋
　
浩
　
徳

6
,
9
3
0
円

令
和

５
年

７
月

２
日

午
後

２
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
原

動
機

付
自

転
車

が
、

県
道

払
沢

茅
野

線
の

茅
野

市
宮

川
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

茅
野
市
宮
川
7
4
5
9
番
地
1
4
9

令
和

５
年

７
月

1
2
日

午
後

４
時

５
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

上
川

路
大

畑
線

の
飯

田
市

川
路

地
籍

を
走

行
中

、
道
路
脇
か
ら
の
倒
木
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

飯
田
市
嶋
3
3
3
番
地
７

福
　
與
　
威
佐
武

3
9
4
,
5
4
0
円

令
和

５
年

９
月

1
6
日

午
後

１
時

2
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動
車

が
、

一
般

国
道

2
5
6
号

の
下

伊
那

郡
阿

智
村

清
内

路
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
法
面
か
ら
の
落
木
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

岐
阜
県
中
津
川
市
駒
場
1
6
6
6
番

地
の
1
0
6
6

小
　
川
　
宏
　
二

1
0
2
,
9
7
1
円

成
　
澤
　
敏
　
男

1
2
,
9
4
8
円
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と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５報報
  
第第

  
11
00
  
号号

県県
有有

地地
のの

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

県
有
地
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
３
月
2
9
日
次
の

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
令
和
５
年
６
月
1
7
日
午
後
１
時
ご
ろ
、
損
害
賠
償
請
求
者
所
有
の
軽
乗
用
自
動
車
が
、
諏
訪
市
四
賀
地
籍
の
県
有
地
を
走
行
中
、
敷
地
内
の
穴
に
車

輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
茅
野
市
玉
川
2
6
7
0
番
地
３
　
　
牛
　
山
　
　
　
菫

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
当
該
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

　
　

 
報

第
1
0
号

　
県

有
地

の
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
6
9
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7
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
3
,
4
0
0
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の
請

― 72 ―



と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
別
表
記
載
の
金
額
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

報報
  
第第

  
11
11
  
号号

道道
路路

上上
のの

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

道
路
上
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
６
月
４
日
次
の

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
別
表
の
と
お
り

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
別
表
記
載
の
事
故
は
、
道
路
管
理
者
の
責
任
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

 
 
 
 
 
 
 
 
別
表
の
と
お
り

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

　
　

 
報

第
1
1
号

　
道

路
上

の
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
7
1
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7
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

 
（
別
表
）

　
　
　
　
 
損
 
 
害
 
 
賠
 
 
償
 
 
請
 
 
求
 
 
者

令
和

５
年

６
月

1
2
日

午
後

４
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
県

道
払

沢
茅

野
線

の
諏

訪
郡

原
村

柏
木

地
籍

を
走

行
中

、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

諏
訪
郡
原
村
8
2
4
4
番
地

清
　
水
　
里
　
菜

5
,
7
7
5
円

令
和

５
年

７
月

1
2
日

午
後

７
時

５
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

合
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
4
6
号
の

北
佐

久
郡

軽
井

沢
町

大
字

長
倉

地
籍

を
走
行
中
、
道
路
上
に
あ
っ
た
倒
木
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

埼
玉
県
川
越
市
大
字
吉
田
1
0
4
7

番
地

株
式
会
社
グ
ロ
ー

バ
ル
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

川
　
村
　
照
　
夫

8
1
5
,
9
0
8
円

令
和

５
年

３
月

2
7
日

午
前

1
0
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動

車
が

、
一

般
国

道
4
0
3
号

の
長

野
市

松
代

町
東

寺
尾

地
籍

を
走

行
中
、
道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

長
野
市
大
字
大
町
2
1
番
地

落
　
合
　
よ
し
子

5
,
9
0
3
円

令
和

４
年

1
2
月

1
7
日

午
前

1
1
時

2
0
分

ご
ろ

、
新

潟
県

長
岡

市
宮

内
七

丁
目

１
番

1
7
号

畠
野

三
郎

使
用

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

一
般

国
道

1
5
8
号

の
松

本
市

安
曇

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上

に
あ

っ
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
に

よ
り

、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

損
害

賠
償

請
求

者
は

、
畠

野
三

郎
と

の
保

険
契

約
に

基
づ

き
、

車
両

運
送

費
用
全
額
を
支
払
っ
た
。

山
形
県
酒
田
市
京
田
四
丁
目
１

番
地
の
１

株
式
会
社
プ
レ
ス

テ
ー
ジ
・
コ
ア
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

山
形
業
務
部
長

佐
　
藤
　
　
　
慶

1
4
,
0
8
0
円

令
和

４
年

９
月

1
2
日

午
前

８
時

1
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

長
野

信
濃

線
の

上
水

内
郡

信
濃

町
大

字
大

井
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
に

張
り

出
し

た
木

の
枝

に
よ

り
、

当
該

車
両

を
損

傷
し

た
。

長
野
市
篠
ノ
井
御
幣
川
2
6
1
番

地
２

伊
　
藤
　
治
　
彦

7
4
,
2
8
0
円

事
　
　
故
　
　
の
　
　
内
　
　
容

損
害
賠
償
金

令
和

４
年

２
月

1
2
日

午
後

６
時

5
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

乗
用

自
動
車

が
、

一
般

国
道

2
5
4
号

の
上

田
市

鹿
教

湯
温

泉
地

籍
を

走
行

中
、

道
路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

松
本
市
大
字
岡
田
伊
深
1
2
7
番

地
イ

大
久
保
　
　
　
誠

7
6
,
5
6
0
円
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令
和

５
年

８
月

2
1
日

午
前

８
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
小

型
貨

物
自

動
車

が
、

県
道

伊
那

イ
ン

タ
ー

線
の

上
伊

那
郡

南
箕

輪
村

地
籍

を
走

行
中
、
側
溝
の
グ
レ
ー
チ
ン
グ
が
跳
ね
上
が
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

上
伊
那
郡
南
箕
輪
村
8
9
9
0
番
地

１

株
式
会
社
三
栄

代
表
取
締
役

小
　
池
　
康
　
平

1
4
,
7
0
0
円

令
和

５
年

９
月

1
2
日

午
前

1
1
時

5
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
普

通
特

殊
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
1
7
号
の

飯
山

市
大

字
静

間
地

籍
を

走
行

中
、

側
溝
の
グ
レ
ー
チ
ン
グ
が
跳
ね
上
が
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

長
野
市
若
里
七
丁
目
２
番
１
号

株
式
会
社
エ
ヌ
・

テ
ィ
・
テ
ィ
エ
ム

イ
ー
関
信
越
ブ

ロ
ッ
ク
統
括
本
部

長
野
エ
リ
ア
統
括

部
　
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
長

若
　
林
　
陽
　
介

1
4
6
,
9
3
7
円

令
和

５
年

1
0
月

４
日

午
後

７
時

2
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
乗

用
自

動
車

が
、

県
道

伊
那

生
田

飯
田

線
の

駒
ヶ

根
市

中
沢

地
籍

を
走

行
中
、
道
路
上
に
あ
っ
た
倒
木
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

上
伊
那
郡
飯
島
町
田
切
2
7
7
3
番

地
1
1

唐
　
澤
　
永
　
倫

6
9
,
2
1
8
円

令
和

５
年

1
0
月

９
日

午
後

９
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

運
転

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
8
号
の

松
本

市
安

曇
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

松
本
市
波
田
6
0
5
8
番
地
４

シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
シ
ー
マ
ウ
ス
Ｂ

2
0
1

三
　
浦
　
純
　
子

3
4
,
5
4
0
円

令
和

５
年

1
0
月

1
3
日

午
後

２
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

使
用

の
小

型
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
1
5
1
号
の

下
伊

那
郡

阿
南

町
南

條
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

脇
の

立
ち

木
か

ら
落

下
し

た
枝

に
よ

り
、

当
該

車
両

を
損

傷
し

た
。

松
本
市
双
葉
2
2
番
１
号

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
甲

信
株
式
会
社
　
代

表
取
締
役

芹
　
澤
　
　
　
剛

2
0
1
,
9
0
5
円

令
和

５
年

1
0
月

1
4
日

午
後

３
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

貨
物

自
動

車
が

、
県

道
御

岳
王

滝
黒

沢
線

の
木

曽
郡

木
曽

町
三

岳
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

脇
の

立
ち

木
か

ら
落

下
し

た
枝

に
よ

り
、

当
該

車
両

を
損

傷
し

た
。

木
曽
郡
木
曽
町
三
岳
2
2
8
3
番
地

下
　
平
　
修
以
知

9
3
,
4
5
0
円

　
　

 
報

第
1
1
号

　
道

路
上

の
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
7
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 75 ―



 
7
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和

５
年

1
0
月

1
9
日

午
前

８
時

2
5
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
小

型
貨

物
自

動
車

が
、

県
道

真
田

東
部

線
の

上
田

市
大

字
殿

城
地

籍
を

走
行

中
、

道
路

脇
の

立
ち

木
か

ら
落

下
し

た
枝

に
よ

り
、

当
該

車
両

を
損

傷
し

た
。

中
野
市
大
字
草
間
字
西
山
2
1
0
8

番
地

株
式
会
社
畔
昌
開

発
　
取
締
役

畔
　
上
　
洋
　
昌

1
7
3
,
7
5
6
円

令
和

５
年

1
1
月

1
2
日

午
後

８
時

3
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
普

通
乗

用
自
動

車
が

、
一

般
国

道
2
5
4
号
の

松
本

市
三

才
山

地
籍

を
走

行
中

、
道

路
上
の
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

松
本
市
大
手
一
丁
目
４
番
９
号

内
　
川
　
一
　
雄

7
2
,
3
2
5
円

令
和

５
年

1
1
月

2
2
日

午
後

１
時

5
0
分

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
軽

貨
物

自
動

車
が

、
県

道
飯

田
富

山
佐

久
間

線
の

飯
田

市
龍

江
地

籍
を

走
行

中
、
道
路
上
に
あ
っ
た
金
属
板
に
よ
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

下
伊
那
郡
泰
阜
村
3
1
2
9
番
地
２

大
　
平
　
智
登
志

2
3
,
8
2
4
円

令
和

５
年

1
1
月

2
3
日

午
後

７
時

ご
ろ

、
損

害
賠

償
請

求
者

所
有

の
小

型
乗

用
自

動
車
が

、
一

般
国

道
1
4
8
号
の

北
安

曇
郡

白
馬

村
大

字
神

城
地

籍
を

走
行

中
、
側
溝
の
グ
レ
ー
チ
ン
グ
が
跳
ね
上
が
り
、
当
該
車
両
を
損
傷
し
た
。

北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城

6
4
8
5
番
地
カ
ー
サ
白
馬
2
0
2
号

室
飯
　
村
　
清
　
美

8
4
,
1
4
6
円

― 76 ―



 
 
　
　
県
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
の
支
払
請
求
事
件
に
関
す
る
訴
え
の
提
起
（
和
解
の
申
立
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年

 
 
　
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
６
月
３
日
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１
事

件
名

県
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
の
支
払
請
求
事
件

２
相

手
方

及
び

物
件

 
 
 
 
 
 
(
1
)
 
相
 
手
 
方

　
　
南
佐
久
郡
佐
久
穂
町
大
字
宿
岩
1
5
4
番
地
３
　
県
営
住
宅
　
3
2
　
　
L
I
N
 
C
H
E
N
G
J
I
N
　
林
　
成
金

 
 
 
 
 
 
(
2
)
 
物
　
　
件

　
　
県
営
住
宅
宿
岩
団
地
5
1
－
3
2
号

３
請

求
の

趣
旨

上
記
の
者
は
、
県
営
住
宅
の
家
賃
等
を
長
期
に
わ
た
り
滞
納
し
、
県
の
再
三
に
わ
た
る
滞
納
家
賃
等
支
払
の
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
支

　
　
　
払
わ
な
い
の
で
、
県
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
の
支
払
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

４
事
件
に
関
す
る
取
扱
い

報報
  
第第

  
11
22
  
号号

訴訴
ええ

のの
提提

起起
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

 
 
 
 
 
報

第
1
2
号

　
訴

え
の

提
起

の
専

決
処

分
報

告
 
7
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 77 ―



 
7
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滞
納
家
賃
等
を
２
年
以
内
に
完
納
す
る
旨
の
申
入
れ
が
あ
り
、
そ
の
履
行
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
和
解
で
き
る
も
の
と
す
る
。

― 78 ―



 
 
　
　
県
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
の
支
払
請
求
事
件
に
関
す
る
訴
え
の
提
起
（
和
解
の
申
立
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年

 
 
　
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
６
月
３
日
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１
事

件
名

県
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
の
支
払
請
求
事
件

２
相

手
方

及
び

物
件

 
 
 
 
 
 
(
1
)
 
相
 
手
 
方

　
　
駒
ヶ
根
市
赤
穂
1
4
番
地
7
0
6
　
馬
見
塚
団
地
4
1
号
　
　
亡
　
戸
　
田
　
政
　
志
　
相
続
財
産

 
 
 
 
 
 
(
2
)
 
物
　
　
件

　
　
県
営
住
宅
馬
見
塚
団
地
4
1
号

３
請

求
の

趣
旨

上
記
の
者
は
、
令
和
４
年
８
月
1
0
日
に
死
亡
し
入
居
契
約
が
終
了
し
た
が
、
明
渡
し
手
続
き
が
さ
れ
ず
家
財
が
放
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
県
営
住
宅
の

　
　
　
明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
の
支
払
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

４
事
件
に
関
す
る
取
扱
い

報報
  
第第

  
11
33
  
号号

訴訴
ええ

のの
提提

起起
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

 
 
 
 
 
報

第
1
3
号

　
訴

え
の

提
起

の
専

決
処

分
報

告
 
7
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 79 ―



 
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
を
完
納
す
る
旨
の
申
入
れ
が
あ
り
、
そ
の
履
行
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
和
解
で
き
る
も
の
と
す
る
。

― 80 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５報報
  
第第

  
11
44
  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
2
8
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
公
務
に
使
用
中
の
東
信
教
育
事
務
所
の
軽
乗
用
自
動
車
が
、
令
和
６
年
１
月
1
7
日
午
前
1
1
時
3
0
分
ご
ろ
、
小
県
郡
青
木
村
の
駐
車
場
内
に
お
い
て
、

損
害
賠
償
請
求
者
所
有
の
普
通
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
東
御
市
田
中
7
8
5
番
地
１
　
　
平
　
沢
　
　
　
宏

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

　
　

 
報

第
1
4
号

　
交

通
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
7
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 81 ―



 
8
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
9
6
,
7
1
0
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 82 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
神
城
1
7
3
5
0
番
地
　
　
原
　
田
　
た
か
子

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

報報
  
第第

  
11
55
  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
５
月
3
1
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
公
務
に
使
用
中
の
長
野
吉
田
高
等
学
校
の
軽
貨
物
自
動
車
が
、
令
和
５
年
1
1
月
1
5
日
午
後
１
時
5
5
分
ご
ろ
、
長
野
市
の
駐
車
場
内
に
お
い
て
、
損
害

賠
償
請
求
者
所
有
の
軽
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

　
　

 
報

第
1
5
号

　
交

通
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
8
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 83 ―



 
8
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
5
3
,
4
9
5
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の

― 84 ―



り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
別
表
記
載
の
金
額
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の

 
交
通
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

 
 
 
 
 
 
 
 
別
表
の
と
お
り

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

報報
  
第第

  
11
66
  
号号

交交
通通

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
６
月
３
日
次
の
と
お

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
別
表
の
と
お
り

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

　
　

 
報

第
1
6
号

　
交

通
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
8
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 85 ―



 
8
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
余
の
請
求
は
一
切
し
な
い
。

 
（
別
表
）

　
　
　
　
 
損
 
 
害
 
 
賠
 
 
償
 
 
請
 
 
求
 
 
者

公
務

に
使

用
中

の
安

曇
養

護
学

校
の

軽
貨

物
自

動
車

が
、

令
和

６
年

３
月

８
日

午
前

９
時

5
0
分

ご
ろ

、
北

安
曇

郡
松

川
村

の
駐

車
場

内
に

お
い

て
、

損
害

賠
償

請
求

者
所

有
の

軽
乗

用
自

動
車

に
衝

突
し

、
同

車
に

損
害

を
与

え
た
。

松
本
市
横
田
二
丁
目
1
3
番
1
6
号

福
澤
貸
家

大
　
嶋
　
マ
ユ
ミ

7
1
,
4
0
1
円

事
　
　
故
　
　
の
　
　
内
　
　
容

損
害
賠
償
金

公
務

に
使

用
中

の
松

本
ろ

う
学

校
の

小
型

貨
物

自
動

車
が

、
令

和
５

年
６

月
２

日
午

前
８

時
5
5
分

ご
ろ

、
松

本
市

の
市

道
上

に
お

い
て

、
損

害
賠

償
請

求
者
所
有
の
軽
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
。

塩
尻
市
大
字
広
丘
高
出
1
5
9
7
番

地
４
　
ウ
ィ
ス
タ
リ
ア
Ｂ
2
0
5

加
　
藤
　
　
　
健

3
7
0
,
7
3
1
円

― 86 ―



６
月
３
日
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
か
ら
報
告
し
ま
す
。

１ ２ ３ ４ ５

 
請
 
求
 
の
 
趣
 
旨

 
当
該
事
故
は
、
損
害
賠
償
者
側
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

 
解
 
決
 
の
 
方
 
法

 
当
事
者
間
に
お
い
て
示
談
に
よ
る
和
解

 
和
 
解
 
の
 
内
 
容

 
当
 
 
　
事
 
 
　
者

 
 
(
1
)
 
損
害
賠
償
請
求
者

　
　
　
　
駒
ヶ
根
市
中
沢
2
7
2
4
番
地
　
　
菅
　
沼
　
智
　
稔

 
 
(
2
)
 
損
 
害
 
賠
 
償
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
長
　
　
野
　
　
県

報報
  
第第

  
11
77
  
号号

特特
別別

支支
援援

学学
校校

敷敷
地地

内内
のの

事事
故故

にに
係係

るる
損損

害害
賠賠

償償
のの

専専
決決

処処
分分

報報
告告

特
別
支
援
学
校
敷
地
内
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
8
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年

 
事
 
故
 
の
 
内
 
容

 
令
和
５
年
８
月
2
8
日
午
後
１
時
5
0
分
ご
ろ
、
伊
那
養
護
学
校
敷
地
内
に
お
い
て
、
職
員
が
草
刈
り
作
業
中
に
跳
ね
た
石
に
よ
り
、
損
害
賠
償
請
求
者

所
有
の
普
通
乗
用
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
。

　
　

 
報

第
1
7
号

　
特

別
支

援
学

校
敷

地
内

の
事

故
に

係
る

損
害

賠
償

の
専

決
処

分
報

告
 
8
5
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8
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
求
は
一
切
し
な
い
。

　
損
害
賠
償
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
7
5
1
,
9
2
7
円
を
支
払
い
、
損
害
賠
償
請
求
者
は
、
損
害
賠
償
者
に
対
し
、
そ
の
余
の
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地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

2
2
年

政
令

第
1
6
号

）
第

1
4
6
条

第
２

項
及

び
第

1
5
0
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

５
年

度
長

野
県

一
般

会
計

繰
越

明
許

費

繰
越

計
算

書
及

び
令

和
５

年
度

長
野

県
一

般
会

計
事

故
繰

越
し

繰
越

計
算

書
を

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

一一
般般

会会
計計

繰繰
越越

明明
許許

費費
繰繰

越越
計計

算算
書書

事
　

　
　

　
業

　
　

　
　

名
金

 
 
 
 
 
 
 
額

翌
年

度
繰

越
額

既
 
 
収

 
 
入

未
 
 
収

 
 
入

円
円

円
円

円

2
総

務
費

1
総

務
管

理
費

中
長

期
修

繕
・

改
修

事
業

費
2
5
1
,
8
8
8
,
0
0
0

2
2
9
,
4
1
5
,
0
0
0

0
1
7
1
,
0
0
0
,
0
0
0

5
8
,
4
1
5
,
0
0
0

2
総

務
費

2
企

画
費

鉄
道

振
興

対
策

費
9
0
,
5
8
4
,
0
0
0

6
4
,
5
8
3
,
0
0
0

0
0

6
4
,
5
8
3
,
0
0
0

2
総

務
費

2
企

画
費

バ
ス

等
振

興
対

策
費

1
9
,
9
9
8
,
0
0
0

1
9
,
9
9
8
,
0
0
0

0
1
9
,
9
9
8
,
0
0
0

0

2
総

務
費

2
企

画
費

空
港

管
理

費
1
3
9
,
2
4
1
,
0
0
0

1
3
9
,
1
8
2
,
0
0
0

0
1
0
4
,
0
0
0
,
0
0
0

3
5
,
1
8
2
,
0
0
0

2
総

務
費

6
防

災
費

防
災

行
政

無
線

管
理

費
1
7
0
,
5
2
2
,
0
0
0

1
7
0
,
5
2
2
,
0
0
0

0
1
7
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
2
2
,
0
0
0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

エ
ネ

ル
ギ

ー
コ

ス
ト

削
減

促
進

事
業

費
4
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
0
1
,
0
9
0
,
0
0
0

0
3
0
1
,
0
9
0
,
0
0
0

0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

介
護

サ
ー

ビ
ス

質
向

上
推

進
事

業
費

7
3
0
,
4
7
9
,
0
0
0

7
3
0
,
4
7
9
,
0
0
0

0
7
3
0
,
4
7
9
,
0
0
0

0

  
  
  
報報

  
第第

  
11
88
  
号号

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

一一
般般

会会
計計

予予
算算

のの
繰繰

越越
しし

にに
つつ

いい
てて

報報
告告

左
 
 
 
 
の

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

 
 
 
 
内

 
 
 
 
訳

款
項

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

一
 
 
般

 
 
財

 
 
源

 
 
 
 
 
報

第
1
8
号

 
 
令

和
５

年
度

長
野

県
一

般
会

計
予

算
の

繰
越

し
に

つ
い

て
報

告
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8
7
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8
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

事
業

費
4
5
9
,
2
5
2
,
0
0
0

1
8
6
,
9
9
1
,
0
0
0

1
8
6
,
9
9
1
,
0
0
0

0
0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

地
域

介
護

・
福

祉
空

間
整

備
等

施
設

整
備

事
業

費
5
7
,
7
4
2
,
0
0
0

6
,
0
8
2
,
0
0
0

0
6
,
0
5
5
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

高
齢

者
福

祉
施

設
災

害
等

対
策

事
業

費
1
,
0
3
8
,
0
0
0

1
,
0
3
8
,
0
0
0

0
1
,
0
3
8
,
0
0
0

0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

信
州

パ
ー

ソ
ナ

ル
・

サ
ポ

ー
ト

事
業

費
7
,
2
2
5
,
0
0
0

7
,
2
2
5
,
0
0
0

0
7
,
2
2
5
,
0
0
0

0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

食
料

支
援

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

構
築

支
援

事
業

費
3
6
,
8
5
5
,
0
0
0

3
6
,
8
5
5
,
0
0
0

0
3
6
,
8
5
5
,
0
0
0

0

3
民

生
費

2
児

童
福

祉
費

児
童

養
護

施
設

等
の

生
活

向
上

の
た

め
の

環
境

改
善

事
業

費
1
1
,
4
0
0
,
0
0
0

1
1
,
1
7
6
,
0
0
0

0
7
,
4
5
1
,
0
0
0

3
,
7
2
5
,
0
0
0

3
民

生
費

2
児

童
福

祉
費

子
ど

も
の

居
場

所
づ

く
り

推
進

事
業

費
9
,
0
0
0
,
0
0
0

4
,
3
4
9
,
0
0
0

0
4
,
3
4
9
,
0
0
0

0

3
民

生
費

2
児

童
福

祉
費

安
心

こ
ど

も
基

金
事

業
費

5
5
,
3
8
0
,
0
0
0

2
7
,
8
0
0
,
0
0
0

2
7
,
8
0
0
,
0
0
0

0
0

3
民

生
費

3
障

が
い

福
祉

費
障

が
い

者
ス

ポ
ー

ツ
振

興
事

業
費

1
9
,
9
7
7
,
0
0
0

1
9
,
9
7
7
,
0
0
0

0
1
9
,
9
7
7
,
0
0
0

0

3
民

生
費

3
障

が
い

福
祉

費
施

設
訓

練
等

自
立

支
援

給
付

事
業

費
3
5
9
,
7
8
6
,
0
0
0

3
5
9
,
7
8
6
,
0
0
0

0
3
5
4
,
9
8
6
,
0
0
0

4
,
8
0
0
,
0
0
0

3
民

生
費

3
障

が
い

福
祉

費
社

会
福

祉
施

設
等

整
備

事
業

費
3
1
,
1
3
3
,
0
0
0

3
1
,
1
3
3
,
0
0
0

0
3
0
,
9
2
7
,
0
0
0

2
0
6
,
0
0
0

3
民

生
費

3
障

が
い

福
祉

費
障

が
い

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
運

営
費

1
4
,
7
5
0
,
0
0
0

1
4
,
7
5
0
,
0
0
0

0
1
4
,
7
5
0
,
0
0
0

0

3
民

生
費

3
障

が
い

福
祉

費
西

駒
郷

運
営

費
3
7
3
,
4
6
4
,
0
0
0

2
4
1
,
4
6
4
,
0
0
0

0
1
9
5
,
0
0
0
,
0
0
0

4
6
,
4
6
4
,
0
0
0

4
衛

生
費

1
医

務
費

医
療

対
策

費
5
5
7
,
2
0
2
,
0
0
0

5
5
6
,
2
2
3
,
0
0
0

5
0
9
,
7
5
4
,
0
0
0

4
6
,
4
6
9
,
0
0
0

0

4
衛

生
費

1
医

務
費

へ
き

地
医

療
対

策
費

1
4
,
6
7
2
,
0
0
0

1
4
,
6
7
2
,
0
0
0

0
1
4
,
6
7
2
,
0
0
0

0
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4
衛

生
費

1
医

務
費

看
護

専
門

学
校

費
1
5
8
,
0
0
0
,
0
0
0

1
5
8
,
0
0
0
,
0
0
0

0
1
4
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

4
衛

生
費

4
公

衆
衛

生
費

感
染

症
対

策
費

1
,
0
9
7
,
1
2
9
,
0
0
0

1
,
0
9
7
,
1
2
9
,
0
0
0

0
1
,
0
9
5
,
6
9
6
,
0
0
0

1
,
4
3
3
,
0
0
0

4
衛

生
費

4
公

衆
衛

生
費

が
ん

対
策

費
1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

5
労

働
費

3
雇

用
対

策
費

中
小

企
業

物
価

高
騰

・
人

材
不

足
対

策
業

務
改

善
事

業
費

4
9
,
6
5
5
,
0
0
0

4
9
,
5
7
9
,
7
5
7

0
4
9
,
5
7
9
,
7
5
7

0

6
環

境
費

1
環

境
管

理
費

地
球

温
暖

化
対

策
事

業
費

3
2
6
,
2
4
4
,
0
0
0

3
2
6
,
2
4
4
,
0
0
0

0
3
2
6
,
2
4
4
,
0
0
0

0

6
環

境
費

1
環

境
管

理
費

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
普

及
推

進
事

業
費

2
2
6
,
3
0
5
,
0
0
0

1
3
8
,
7
9
7
,
0
0
0

2
4
,
3
7
2
,
0
0
0

1
0
7
,
0
9
3
,
0
0
0

7
,
3
3
2
,
0
0
0

6
環

境
費

2
水

環
境

費
水

道
施

設
整

備
促

進
費

8
6
6
,
3
6
9
,
0
0
0

6
1
7
,
1
5
8
,
0
0
0

0
6
1
7
,
1
5
8
,
0
0
0

0

6
環

境
費

3
環

境
自

然
保

護
費

自
然

公
園

管
理

事
業

費
1
5
,
9
5
0
,
0
0
0

1
5
,
9
5
0
,
0
0
0

0
1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

4
,
9
5
0
,
0
0
0

6
環

境
費

3
環

境
自

然
保

護
費

自
然

公
園

施
設

整
備

事
業

費
8
4
,
7
3
4
,
0
0
0

8
3
,
6
7
7
,
0
0
0

1
,
9
3
6
,
0
0
0

8
0
,
4
4
5
,
0
0
0

1
,
2
9
6
,
0
0
0

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
農

産
振

興
対

策
事

業
費

4
0
9
,
1
0
0
,
0
0
0

3
4
6
,
0
7
5
,
0
0
0

0
3
4
6
,
0
7
5
,
0
0
0

0

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
野

生
鳥

獣
被

害
総

合
対

策
事

業
費

2
0
,
9
0
9
,
0
0
0

2
0
,
9
0
8
,
2
6
9

0
2
0
,
9
0
8
,
2
6
9

0

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
新

規
就

農
者

支
援

事
業

費
1
,
1
3
5
,
0
0
0

1
,
1
3
4
,
1
6
1

0
1
,
1
3
4
,
1
6
1

0

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
農

業
大

学
校

費
1
,
5
1
8
,
0
0
0

1
,
5
1
8
,
0
0
0

0
1
,
5
1
8
,
0
0
0

0

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
園

芸
振

興
総

合
対

策
事

業
費

1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

0
1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

0

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
特

産
物

振
興

対
策

事
業

費
4
4
9
,
0
6
3
,
0
0
0

4
3
3
,
5
2
0
,
0
0
0

0
4
3
3
,
5
2
0
,
0
0
0

0

 
 
 
 
 
報

第
1
8
号

 
 
令

和
５

年
度

長
野

県
一

般
会

計
予

算
の

繰
越

し
に

つ
い

て
報

告
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8
9
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9
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
次

世
代

を
担

う
農

業
経

営
体

応
援

事
業

費
1
5
9
,
8
2
7
,
0
0
0

1
5
0
,
0
4
3
,
5
0
0

0
1
4
9
,
6
0
8
,
0
0
0

4
3
5
,
5
0
0

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
地

籍
調

査
事

業
費

1
4
9
,
3
4
2
,
0
0
0

1
4
7
,
8
4
0
,
0
0
0

0
9
8
,
5
6
0
,
0
0
0

4
9
,
2
8
0
,
0
0
0

7
農

林
水

産
業

費
2

畜
産

業
費

地
域

畜
産

対
策

事
業

費
9
5
9
,
1
9
1
,
0
0
0

9
1
2
,
9
7
4
,
0
0
0

0
9
1
2
,
9
7
4
,
0
0
0

0

7
農

林
水

産
業

費
2

畜
産

業
費

食
肉

流
通

対
策

事
業

費
2
4
,
0
0
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

2
4
,
0
0
0
,
0
0
0

7
農

林
水

産
業

費
2

畜
産

業
費

家
畜

衛
生

対
策

事
業

費
1
0
2
,
5
4
2
,
0
0
0

1
0
2
,
4
1
6
,
0
0
0

0
3
9
,
5
6
9
,
0
0
0

6
2
,
8
4
7
,
0
0
0

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
県

営
か

ん
が

い
排

水
事

業
費

1
,
3
7
6
,
4
9
7
,
0
0
0

8
5
3
,
1
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9
土

木
費

2
道

路
橋

梁
費

道
路

建
設

受
託

事
業

費
4
9
,
3
2
1
,
0
0
0

1
2
,
5
1
9
,
9
0
0

1
2
,
5
1
9
,
9
0
0

0
0

9
土

木
費

3
河

川
費

河
川

調
査

費
7
1
,
4
0
0
,
0
0
0

4
3
,
6
3
2
,
4
0
0

4
3
,
6
3
2
,
4
0
0

0
0

9
土

木
費

3
河

川
費

水
防

管
理

費
4
,
0
6
1
,
0
0
0

4
,
0
6
1
,
0
0
0

4
,
0
6
1
,
0
0
0

0
0
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9
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
土

木
費

3
河

川
費

河
川

改
修

費
7
,
8
9
1
,
6
2
2
,
0
0
0

7
,
3
0
2
,
1
9
8
,
2
4
0

0
7
,
2
5
6
,
4
1
6
,
0
0
0

4
5
,
7
8
2
,
2
4
0

9
土

木
費

3
河

川
費

浸
水

対
策

重
点

地
域

緊
急

事
業

費
1
,
0
2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
1
8
,
0
3
5
,
7
3
8

0
9
9
1
,
5
1
8
,
0
0
0

2
6
,
5
1
7
,
7
3
8

9
土

木
費

3
河

川
費

広
域

連
携

事
業

費
3
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
7
9
7
,
8
9
5

0
2
8
3
,
3
6
0
,
0
0
0

1
7
,
4
3
7
,
8
9
5

9
土

木
費

3
河

川
費

河
川

環
境

整
備

費
1
6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
1
1
,
2
5
0
,
9
9
4

0
3
7
,
0
9
7
,
0
0
0

7
4
,
1
5
3
,
9
9
4

9
土

木
費

3
河

川
費

堰
堤

改
良

費
1
,
6
0
2
,
5
7
2
,
0
0
0

1
,
3
5
0
,
6
8
0
,
2
0
0

9
0
,
5
2
0
,
0
0
0

1
,
1
8
7
,
2
0
5
,
0
0
0

7
2
,
9
5
5
,
2
0
0

9
土

木
費

3
河

川
費

大
規

模
特

定
河

川
事

業
費

2
,
1
7
2
,
2
5
0
,
0
0
0

1
,
3
2
6
,
6
7
8
,
3
6
2

0
1
,
3
0
2
,
7
1
8
,
0
0
0

2
3
,
9
6
0
,
3
6
2

9
土

木
費

3
河

川
費

令
和

元
年

河
川

災
害

復
旧

助
成

費
1
,
6
4
4
,
5
4
0
,
0
0
0

1
,
4
1
3
,
7
2
3
,
6
3
4

0
1
,
3
4
6
,
2
7
3
,
3
2
7

6
7
,
4
5
0
,
3
0
7

9
土

木
費

3
河

川
費

ダ
ム

建
設

費
8
8
1
,
5
1
3
,
0
0
0

5
9
9
,
8
1
6
,
0
9
8

0
5
8
9
,
0
7
9
,
0
0
0

1
0
,
7
3
7
,
0
9
8

9
土

木
費

3
河

川
費

県
単

河
川

維
持

費
1
,
5
5
3
,
9
8
1
,
0
0
0

9
4
2
,
9
1
9
,
8
4
2

0
7
8
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
5
7
,
9
1
9
,
8
4
2

9
土

木
費

3
河

川
費

県
単

河
川

改
修

費
1
,
8
1
3
,
9
5
0
,
0
0
0

1
,
2
9
6
,
8
6
3
,
4
3
4

0
1
,
1
3
1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
5
,
8
6
3
,
4
3
4

9
土

木
費

3
河

川
費

県
単

河
川

環
境

改
善

費
8
9
,
3
9
7
,
0
0
0

8
8
,
2
2
8
,
8
0
0

0
0

8
8
,
2
2
8
,
8
0
0

9
土

木
費

3
河

川
費

河
川

受
託

事
業

費
4
9
7
,
9
4
3
,
0
0
0

3
6
3
,
8
3
5
,
0
0
0

3
6
3
,
8
3
5
,
0
0
0

0
0

9
土

木
費

4
砂

防
費

砂
防

等
調

査
費

1
3
2
,
5
0
0
,
0
0
0

1
0
4
,
0
9
5
,
6
0
0

0
3
4
,
6
9
8
,
5
3
5

6
9
,
3
9
7
,
0
6
5

9
土

木
費

4
砂

防
費

通
常

砂
防

費
9
,
3
0
6
,
8
9
2
,
0
0
0

6
,
0
1
0
,
0
6
2
,
7
6
1

0
5
,
8
8
2
,
3
6
3
,
3
9
3

1
2
7
,
6
9
9
,
3
6
8

9
土

木
費

4
砂

防
費

火
山

砂
防

費
1
,
7
4
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
1
0
5
,
6
0
8
,
8
0
8

0
1
,
0
8
9
,
8
3
4
,
8
4
6

1
5
,
7
7
3
,
9
6
2
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9
土

木
費

4
砂

防
費

火
山

噴
火

緊
急

減
災

対
策

費
1
1
2
,
8
0
0
,
0
0
0

9
5
,
1
8
2
,
0
0
0

0
9
1
,
1
9
1
,
0
0
0

3
,
9
9
1
,
0
0
0

9
土

木
費

4
砂

防
費

災
害

関
連

緊
急

砂
防

費
7
6
5
,
0
0
0
,
0
0
0

5
9
4
,
8
9
0
,
1
0
6

0
5
7
3
,
5
9
3
,
4
0
5

2
1
,
2
9
6
,
7
0
1

9
土

木
費

4
砂

防
費

特
定

緊
急

砂
防

費
2
1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
4
3
,
7
7
8
,
3
4
8

0
1
3
8
,
8
8
9
,
1
7
4

4
,
8
8
9
,
1
7
4

9
土

木
費

4
砂

防
費

地
す

べ
り

対
策

費
4
,
2
2
0
,
7
5
0
,
0
0
0

2
,
9
2
8
,
6
9
7
,
4
4
6

0
2
,
8
8
5
,
3
4
8
,
7
2
5

4
3
,
3
4
8
,
7
2
1

9
土

木
費

4
砂

防
費

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

費
3
,
9
3
9
,
2
0
4
,
0
0
0

3
,
0
5
2
,
0
1
0
,
0
5
1

1
8
3
,
1
8
9
,
1
3
2

2
,
8
2
1
,
7
9
7
,
4
7
7

4
7
,
0
2
3
,
4
4
2

9
土

木
費

4
砂

防
費

雪
崩

対
策

費
3
6
3
,
6
8
8
,
0
0
0

2
7
2
,
9
6
4
,
7
5
4

0
2
6
9
,
9
8
8
,
3
7
7

2
,
9
7
6
,
3
7
7

9
土

木
費

4
砂

防
費

県
単

砂
防

維
持

修
繕

費
1
0
4
,
5
3
1
,
0
0
0

6
2
,
9
6
6
,
0
0
0

0
1
9
,
0
0
0
,
0
0
0

4
3
,
9
6
6
,
0
0
0

9
土

木
費

4
砂

防
費

県
単

砂
防

費
3
7
9
,
4
0
7
,
0
0
0

2
9
3
,
8
9
2
,
7
3
7

0
1
8
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
7
,
8
9
2
,
7
3
7

9
土

木
費

4
砂

防
費

県
単

地
す

べ
り

対
策

費
3
0
6
,
8
0
0
,
0
0
0

2
5
7
,
3
5
0
,
3
6
8

0
2
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
7
,
3
5
0
,
3
6
8

9
土

木
費

4
砂

防
費

県
単

急
傾

斜
地

維
持

修
繕

費
1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
2
,
4
9
6
,
0
0
0

0
0

1
2
,
4
9
6
,
0
0
0

9
土

木
費

4
砂

防
費

県
単

急
傾

斜
地

崩
壊

対
策

費
4
4
0
,
0
2
1
,
0
0
0

3
7
7
,
8
1
2
,
9
7
4

0
3
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
7
,
8
1
2
,
9
7
4

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

流
域

下
水

道
事

業
会

計
繰

出
金

3
5
,
6
2
1
,
0
0
0

2
2
,
4
9
3
,
7
5
0

0
0

2
2
,
4
9
3
,
7
5
0

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

街
路

費
3
,
9
0
4
,
2
5
0
,
0
0
0

1
,
9
5
9
,
0
9
6
,
2
8
8

1
9
5
,
6
0
6
,
0
2
3

1
,
6
9
9
,
8
4
1
,
0
0
0

6
3
,
6
4
9
,
2
6
5

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

都
市

公
園

事
業

費
4
,
8
8
8
,
5
6
5
,
0
0
0

2
,
9
0
2
,
6
9
2
,
2
0
0

0
2
,
8
3
3
,
6
4
5
,
0
0
0

6
9
,
0
4
7
,
2
0
0

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

県
単

街
路

費
1
7
2
,
8
1
7
,
0
0
0

9
7
,
1
3
7
,
4
8
9

1
3
,
7
3
3
,
9
7
2

1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

7
1
,
4
0
3
,
5
1
7
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9
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

県
単

公
園

事
業

費
1
0
7
,
3
5
9
,
0
0
0

2
9
,
9
6
4
,
1
7
6

0
0

2
9
,
9
6
4
,
1
7
6

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

街
路

受
託

事
業

費
7
1
5
,
0
0
0

5
2
3
,
9
5
4

5
2
3
,
9
5
4

0
0

9
土

木
費

6
住

宅
費

県
営

住
宅

居
住

環
境

改
善

事
業

費
1
,
4
8
2
,
4
8
7
,
0
0
0

9
6
7
,
6
7
5
,
0
0
0

0
8
5
6
,
3
5
0
,
0
0
0

1
1
1
,
3
2
5
,
0
0
0

9
土

木
費

6
住

宅
費

県
営

住
宅

等
管

理
費

4
2
,
4
4
9
,
0
0
0

2
0
,
1
3
3
,
0
0
0

7
,
7
3
1
,
0
0
0

3
,
3
3
7
,
0
0
0

9
,
0
6
5
,
0
0
0

9
土

木
費

6
住

宅
費

県
営

住
宅

建
替

事
業

費
7
2
1
,
0
6
0
,
0
0
0

4
4
4
,
8
6
1
,
0
0
0

0
4
3
0
,
1
0
5
,
0
0
0

1
4
,
7
5
6
,
0
0
0

1
0

警
察

費
1

警
察

管
理

費
警

察
施

設
整

備
事

業
費

8
3
,
8
9
3
,
0
0
0

3
,
7
1
8
,
0
0
0

0
0

3
,
7
1
8
,
0
0
0

1
1

教
育

費
1

教
育

総
務

費
私

立
学

校
振

興
費

3
,
1
5
0
,
0
0
0

3
,
1
2
0
,
0
0
0

0
3
,
1
2
0
,
0
0
0

0

1
1

教
育

費
4

特
別

支
援

学
校

費
特

別
支

援
学

校
整

備
事

業
費

5
3
0
,
9
8
6
,
0
0
0

5
3
0
,
9
8
5
,
2
0
0

0
4
5
8
,
3
4
9
,
0
0
0

7
2
,
6
3
6
,
2
0
0

1
1

教
育

費
4

特
別

支
援

学
校

費
特

別
支

援
学

校
運

営
費

4
8
,
5
6
1
,
0
0
0

4
8
,
5
6
1
,
0
0
0

0
0

4
8
,
5
6
1
,
0
0
0

1
1

教
育

費
7

社
会

教
育

費
文

化
財

総
合

対
策

費
1
0
,
5
2
9
,
0
0
0

1
0
,
5
0
0
,
0
0
0

0
0

1
0
,
5
0
0
,
0
0
0

1
1

教
育

費
8

保
健

体
育

費
社

会
体

育
振

興
費

1
4
,
3
9
9
,
0
0
0

1
4
,
3
9
9
,
0
0
0

0
0

1
4
,
3
9
9
,
0
0
0

1
2

災
害

復
旧

費
1

農
林

水
産

施
設

災
害

復
旧

費
耕

地
災

害
復

旧
事

業
費

5
5
4
,
2
4
9
,
0
0
0

2
8
7
,
4
5
9
,
8
6
0

0
2
8
7
,
4
5
9
,
8
6
0

0

1
2

災
害

復
旧

費
1

農
林

水
産

施
設

災
害

復
旧

費
公

共
林

道
災

害
復

旧
費

3
4
3
,
6
8
5
,
0
0
0

2
6
3
,
6
7
1
,
0
0
0

0
2
6
1
,
3
8
8
,
0
0
0

2
,
2
8
3
,
0
0
0

1
2

災
害

復
旧

費
2

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

費
令

和
２

年
公

共
災

害
復

旧
費

8
1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

8
0
2
,
6
7
2
,
0
3
8

0
8
0
2
,
5
0
4
,
6
4
5

1
6
7
,
3
9
3

1
2

災
害

復
旧

費
2

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

費
令

和
３

年
公

共
災

害
復

旧
費

7
1
6
,
9
5
9
,
0
0
0

5
5
7
,
6
7
7
,
6
0
6

0
5
5
6
,
9
7
1
,
1
3
7

7
0
6
,
4
6
9
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1
2

災
害

復
旧

費
2

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

費
令

和
４

年
公

共
災

害
復

旧
費

7
9
5
,
0
0
0

7
9
4
,
4
2
0

0
5
2
8
,
6
3
8

2
6
5
,
7
8
2

1
2

災
害

復
旧

費
2

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

費
令

和
５

年
公

共
災

害
復

旧
費

3
,
4
8
7
,
7
0
7
,
0
0
0

2
,
4
2
7
,
1
7
2
,
1
6
0

0
2
,
4
2
6
,
9
7
4
,
9
7
8

1
9
7
,
1
8
2

1
2

災
害

復
旧

費
3

県
単

土
木

施
設

災
害

復
旧

費
令

和
５

年
県

単
災

害
復

旧
費

6
1
,
0
0
0
,
0
0
0

3
9
,
8
3
1
,
0
0
0

0
3
9
,
0
0
0
,
0
0
0

8
3
1
,
0
0
0

1
4
3
,
2
7
4
,
8
2
5
,
0
0
0

9
5
,
0
1
1
,
9
2
3
,
1
2
6

2
,
5
8
4
,
4
2
1
,
7
8
4

8
7
,
2
1
1
,
3
0
5
,
3
1
1

5
,
2
1
6
,
1
9
6
,
0
3
1

合
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

 
 
 
 
 
報

第
1
8
号

 
 
令

和
５

年
度

長
野

県
一

般
会

計
予

算
の

繰
越

し
に

つ
い

て
報

告
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

9
7
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9
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

既
 
収

 
入

未
 
収

 
入

円
円

円
円

円
円

円
円

2
総

務
費

1
総

務
管

理
費

未
利

用
県

有
地

有
効

活
用

費
8
,
6
4
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
6
4
6
,
0
0
0

0
2
,
6
4
6
,
0
0
0

0
0

2
,
6
4
6
,
0
0
0

2
総

務
費

6
防

災
費

消
防

防
災

航
空

セ
ン

タ
ー

費
6
8
,
8
8
8
,
6
0
0

0
6
8
,
8
8
8
,
6
0
0

0
6
8
,
8
8
8
,
6
0
0

0
0

6
8
,
8
8
8
,
6
0
0

同
　

上

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

事
業

費
1
8
6
,
1
6
5
,
0
0
0

0
1
8
6
,
1
6
5
,
0
0
0

0
1
8
6
,
1
6
5
,
0
0
0

0
0

1
8
6
,
1
6
5
,
0
0
0

同
　

上

7
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
地

籍
調

査
事

業
費

6
4
,
9
8
7
,
5
0
0

2
8
,
1
6
2
,
5
0
0

3
6
,
8
2
5
,
0
0
0

0
3
6
,
8
2
5
,
0
0
0

0
2
4
,
5
5
0
,
0
0
0

1
2
,
2
7
5
,
0
0
0

同
　

上

7
農

林
水

産
業

費
3

農
地

費
県

営
農

村
地

域
防

災
減

災
事

業
費

3
4
6
,
5
0
0
,
0
0
0

2
,
3
6
8
,
2
7
0

3
4
4
,
1
3
1
,
7
3
0

0
3
4
4
,
1
3
1
,
7
3
0

3
7
,
8
5
4
,
4
9
1

3
0
6
,
2
7
2
,
4
5
2

4
,
7
8
7

同
　

上

7
農

林
水

産
業

費
4

林
業

費
公

共
林

道
事

業
費

4
9
,
9
4
0
,
0
0
0

1
6
,
3
1
0
,
0
0
0

3
3
,
6
3
0
,
0
0
0

0
3
3
,
6
3
0
,
0
0
0

3
,
7
2
2
,
0
0
0

2
8
,
6
1
5
,
0
0
0

1
,
2
9
3
,
0
0
0

同
　

上

7
農

林
水

産
業

費
4

林
業

費
緊

急
治

山
事

業
費

3
5
,
9
5
9
,
0
0
0

1
2
,
9
0
0
,
0
0
0

2
3
,
0
5
9
,
0
0
0

0
2
3
,
0
5
9
,
0
0
0

0
2
0
,
3
7
2
,
0
0
0

2
,
6
8
7
,
0
0
0

同
　

上

9
土

木
費

3
河

川
費

令
和

元
年

河
川

災
害

復
旧

助
成

費
1
,
1
2
2
,
0
3
9
,
6
9
8

2
3
3
,
9
0
5
,
2
4
9

8
8
8
,
1
3
4
,
4
4
9

0
8
8
8
,
1
3
4
,
4
4
9

0
8
6
5
,
7
1
0
,
6
9
7

2
2
,
4
2
3
,
7
5
2

同
　

上

9
土

木
費

5
都

市
計

画
費

街
路

費
9
0
8
,
3
5
9
,
7
9
2

8
4
1
,
9
3
0
,
9
6
7

6
6
,
4
2
8
,
8
2
5

0
6
6
,
4
2
8
,
8
2
5

6
,
6
4
2
,
8
8
2

5
6
,
5
3
7
,
0
0
0

3
,
2
4
8
,
9
4
3

同
　

上

1
1

教
育

費
4

特
別

支
援

学
校

費

特
別

支
援

学
校

整
備

事
業

費
4
7
7
,
1
9
1
,
0
0
0

1
6
5
,
7
5
9
,
0
0
0

3
1
1
,
4
3
2
,
0
0
0

0
3
1
1
,
4
3
2
,
0
0
0

0
1
3
2
,
5
1
0
,
0
0
0

1
7
8
,
9
2
2
,
0
0
0

同
　

上

款
支

出
済

額
支

出
未

済
額

特
 
 
 
定

 
 
 
財

 
 
 
源

一
般

財
源

項
事

 
 
業

 
 
名

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

一一
般般

会会
計計

事事
故故

繰繰
越越

しし
繰繰

越越
計計

算算
書書

支
出

負
担

行
 
為

 
額

左
 
の

 
内

 
訳

支
出

負
担

行
為

予
定

額

翌
 
 
年

 
 
度

繰
 
 
越

 
 
額

左
 
 
の

 
 
財

 
 
源

 
 
内

 
 
訳

年
度

内
に

支
払

義
務

が
発

生
し

な
か

っ
た

た
め

○
○

説
 
 
 
 
 
明
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1
2

災
害

復
旧

費
1

農
林

水
産

施
設

災
害

復
旧

費

公
共

林
道

災
害

復
旧

費
1
7
1
,
9
9
3
,
0
0
0

1
3
9
,
0
9
1
,
0
0
0

3
2
,
9
0
2
,
0
0
0

0
3
2
,
9
0
2
,
0
0
0

0
3
2
,
9
0
2
,
0
0
0

0
同

　
上

1
2

災
害

復
旧

費
2

公
共

土
木

施
設

災
害

復
旧

費

令
和

３
年

公
共

災
害

復
旧

費
2
7
0
,
3
0
1
,
0
0
0

5
4
,
9
7
6
,
0
0
0

2
1
5
,
3
2
5
,
0
0
0

0
2
1
5
,
3
2
5
,
0
0
0

0
2
1
4
,
6
2
0
,
8
2
5

7
0
4
,
1
7
5

同
　

上

3
,
7
1
0
,
9
7
0
,
5
9
0
1
,
5
0
1
,
4
0
2
,
9
8
6
2
,
2
0
9
,
5
6
7
,
6
0
4

0
2
,
2
0
9
,
5
6
7
,
6
0
4

4
8
,
2
1
9
,
3
7
3
1
,
6
8
2
,
0
8
9
,
9
7
4

4
7
9
,
2
5
8
,
2
5
7

合
 
 
 
 
　

　
　

　
 
　

　
 
 
 
 
計

 
 
 
 
 
報

第
1
8
号

 
 
令

和
５

年
度

長
野

県
一

般
会

計
予

算
の

繰
越

し
に

つ
い

て
報

告
9
9
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報報

  
第第

  
11
99
  
号号

 
 
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
2
9
2
号
）
第
2
6
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
長
野
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
を
次

の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

1
資
本

的
支

出

1
建
設

改
良

費
8
,
4
3
1
,
2
1
4
,
0
0
0
4
,
0
9
7
,
3
7
2
,
2
4
2
2
,
3
3
7
,
5
9
8
,
5
0
0
3
3
6
,
8
0
4
,
5
0
0
1
,
3
4
7
,
0
7
0
,
0
0
0

6
3
7
,
9
8
6
,
2
5
0
1
5
,
7
3
7
,
7
5
0
1
,
9
9
6
,
2
4
3
,
2
5
8

1
資
本

的
支

出

1
建
設

改
良

費

県
単
事
業

費
2
5
3
,
3
9
0
,
0
0
0

2
0
,
0
1
4
,
0
0
0

1
2
0
,
9
1
2
,
0
0
0

5
3
,
7
0
0
,
0
0
0

0
6
0
,
4
5
6
,
0
0
0

6
,
7
5
6
,
0
0
0

1
1
2
,
4
6
4
,
0
0
0

同
上

0

市
 
町
 
村

負
 
担
 
金

一
般
会
計

繰
 
入
 
金

円

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

流流
域域

下下
水水

道道
事事

業業
会会

計計
予予

算算
のの

繰繰
越越

しし
にに

つつ
いい

てて
報報

告告

令
和

５
年

度
長

野
県

流
域

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

款
項

事
業
名

翌
 
年
 
度

繰
 
越
 
額

左
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

流
域
下
水

道
事
業
費

0

予
算
計
上
額

支
払
義
務

発
 
生
 
額

国
庫
補
助
金

年
度
内
に

支
払
義
務

が
発
生
し

な
か
っ
た

た
め

不
 
用
 
額

翌
年
度
繰

越
額
に
係

る
繰
越
を

要
す
る
た

な
卸
資
産

の
購
入
限

度
額

説
　
明

企
　
業
　
債

 
 
 
 
 
報
第
1
9
号
 
 
令
和
５
年
度
長
野
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
報
告

 
1
0
0
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報報

  
第第

  
22
00
  
号号

 
 
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
2
9
2
号
）
第
2
6
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
長
野
県
電
気
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
を
次
の
と
お

り
報
告
し
ま
す
。

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

円
円

円
円

円
円

1
資
本
的

支
出

1
建
設
改

良
費

水
力
発
電
設

備
整
備
費

2
2
,
8
5
0
,
2
6
6
,
3
8
6
1
7
,
4
6
3
,
8
3
2
,
4
7
8
1
,
5
3
5
,
0
0
4
,
1
0
0
1
,
2
9
3
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
2
,
4
5
8
,
2
7
6

1
3
9
,
5
4
5
,
8
2
4

3
,
8
5
1
,
4
2
9
,
8
0
8

1
資
本
的

支
出

1
建
設
改

良
費

新
規
地
点
調

査
費

3
6
,
1
1
2
,
3
2
4

7
,
3
7
5
,
5
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

0
1
,
3
6
3
,
6
3
7

1
3
6
,
3
6
3

2
7
,
2
3
6
,
8
2
4

同
上

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

電電
気気

事事
業業

会会
計計

予予
算算

のの
繰繰

越越
しし

にに
つつ

いい
てて

報報
告告

令
和

５
年

度
長

野
県

電
気

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

款
項

事
 
業
 
名

予
算
計
上
額

支
払
義
務

発
 
生
 
額

説
　
明

損
益
勘
定

留
保
資
金

左
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

年
度
内
に

支
払
義
務

が
発
生
し

な
か
っ
た

た
め

円
円

0 0

不
 
用
 
額

翌
年
度
繰

越
額
に
係

る
繰
越
を

要
す
る
た

な
卸
資
産

の
購
入
限

度
額
○
○

翌
 
年
 
度

繰
 
越
 
額

企
　
業
　
債

消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

資
本
的
収
支

調
整
額

 
 
 
 
 
報
第
2
0
号
　
令
和
５
年
度
長
野
県
電
気
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
報
告

 
1
0
1
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報報

  
第第

  
22
11
  
号号

 
 
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
2
7
年
法
律
第
2
9
2
号
）
第
2
6
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
度
長
野
県
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
を
次
の
と
お

り
報
告
し
ま
す
。

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

円
円

円
円

円
円

1
資

本
的

支
出

1
水

道
事

業
改

良
費

3
,
9
5
0
,
0
5
1
,
5
0
0

2
,
5
9
0
,
1
4
4
,
2
8
6

1
,
1
4
3
,
6
3
9
,
4
0
0

9
4
5
,
9
0
0
,
0
0
0

9
3
,
7
7
2
,
1
8
4

2
1
6
,
2
6
7
,
8
1
4

令令
和和

５５
年年

度度
長長

野野
県県

水水
道道

事事
業業

会会
計計

予予
算算

のの
繰繰

越越
しし

にに
つつ

いい
てて

報報
告告

令
和

５
年

度
長

野
県

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

款
項

事
 
業

 
名

予
算

計
上

額
支

払
義

務
発

 
生

 
額

翌
 
年

 
度

繰
 
越

 
額

左
 
 
 
 
の

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

 
 
 
 
内

 
 
 
 
訳

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
　

明

企
　

業
　

債
損

益
勘

定
留

保
資

金

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

資
本

的
収

支
調

整
額

円
円

年
度

内
に

支
払

義
務

が
発

生
し

な
か

っ
た

た
め

建
設

改
良

費
1
0
3
,
9
6
7
,
2
1
6

0

不
 
用

 
額

 
 
 
 
 
報

第
2
1
号

 
 
令

和
５

年
度

長
野

県
水

道
事

業
会

計
予

算
の

繰
越

し
に

つ
い

て
報

告
 
1
0
2
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議 第 １ 号

安全・安心な山岳観光の一層の推進を

求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

国 土 交 通 大 臣

環 境 大 臣

デ ジ タ ル 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

コロナ禍を経て、密を避けられるアクティビティ及び新たな旅行スタイルへ

の関心の拡大により、地域の特色ある自然環境を生かした旅行ニーズが高まっ

ており、本県では山岳観光の振興に向け、国内外に向けた観光プロモーション

の展開、登山ガイドの登録等により、更なる誘客を目指している。

安全・安心な山岳観光の実現に向けては、登山道及び遊歩道といった環境の

整備が不可欠であり、その主な担い手は地方公共団体及び山小屋等の民間団体

となっているが、地域によっては登山道の維持・管理主体が不明確で、地形的

条件の厳しい山岳地域における継続的・安定的な環境整備には課題が多い。

また、山岳における観光客の増加に伴い、山岳遭難の発生件数は過去最多を

更新しており、その多くは準備・計画不足が原因となっていることから、登山

者の安全確保に向けた注意喚起及び啓発活動等の強化に加え、登山届の提出等

における利便性向上のため、デジタル技術を活用した全国一律の仕組みづくり

が求められている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、安全・安心な山岳観光の一層

の推進を図るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 山岳環境の整備に向け、国、地方公共団体及び民間団体といった関係者の

一層の連携強化を図りつつ、持続可能な管理のための財源を確保すること。

２ 山岳における安全確保のために、国による国内外に向けた注意喚起及び自

治体における啓発活動への支援を強化し、アプリでの登山届作成・提出をは

じめとするデジタル技術を活用した全国一律の仕組みづくりを行うこと。

あ て
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議 第 ３ 号

刑事訴訟法の改正によるえん罪被害者の

速やかな救済を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

法 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

無実であるにもかかわらず有罪とされる、いわゆるえん罪については、刑事

訴訟法に基づく裁判のやり直し（以下「再審」という。）により救済が図られ

ているが、再審手続の進め方については、法令において詳細に定められていな

いため、裁判所の広範な裁量に委ねられており、審理の適正さ及び公平性が損

なわれかねない状況となっている。

再審の請求は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した場合等に

認められるため、とりわけ、捜査機関等の手元にある証拠の開示が重要となる

が、その取扱いについても明文規定が存在していないことから、事件によって

証拠開示の範囲に差が生じるほか、捜査機関により適切に証拠が保存されずに

証拠開示の実効性が担保されないなどの懸念がある。

また、再審開始の決定がなされると、その後は公判において有罪又は無罪の

立証が行われ、再審における最終的な判決が下されることになるが、検察官が

再審開始の決定に対して不服申立てを行い、速やかに公判への移行ができない

事例も相次いでおり、再審手続が更に長期化する傾向がある。

よって、本県議会は、国会及び政府において、えん罪被害者を速やかに救済

するために、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 刑事訴訟法における再審手続について、証拠開示に関する規定を設けるこ

と。

２ 再審手続における証拠開示の実効性を担保するため、証拠の適切な保存に

関する規定を設けること。

３ 刑事訴訟法の改正に当たっては、再審手続における、検察官による不服申

立ての在り方についても検討すること。

あ て 

議 第 ２ 号

リニア中央新幹線の一刻も早い開業の実現を

求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

国 土 交 通 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

首都圏等との移動時間を大幅に短縮し、地域振興の起爆剤として期待される

リニア中央新幹線について、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）が品川・名古

屋間の令和９年の開業を断念したことを受け、沿線自治体のまちづくり等への

影響が懸念されている。

開業時期が未定の中、産業・観光面では、長野県駅（仮称）建設予定地の自

治体が開発を進める駅前広場等の計画変更を迫られ、企業誘致活動もできず、

民間事業者においては、観光需要を当て込んだ設備を活用できない期間が長引

く事案も発生している。生活環境面では、工事車両が生活圏で頻繁に行き交う

ことが騒音、振動及び交通安全上の問題として指摘されており、また、水資源

への影響等、住民の不安が長期化することも懸念される。

リニア中央新幹線の開業効果を高めるためには、開業時期の明示及び工事に

起因する生活環境問題に速やかな対応をするとともに、工期の遅れでまちづく

りに影響が出ている自治体への支援、さらに、長野県駅を拠点とした二次交通

に対する支援が求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、リニア中央新幹線の一刻も早

い開業実現に向け、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 品川・名古屋間の静岡工区について、関係自治体等の理解を得ながら早期

着手を図り、速やかに具体的な開業時期を示すこと。

２ 騒音・振動、水資源等、生活環境に対する問題が発生した際には、速やか

な情報提供及び原因究明並びに応急・恒久的対策を講ずるとともに、必要に

応じて自治体等との仲介役を務めるなど、問題解決に積極的に関わること。

３ ＪＲ東海と共に、駅周辺のまちづくり事業への支援・協力等、地域振興に

資する取組を積極的に講ずること。

４ 新技術の交通手段への技術的・財政的支援及びＪＲ飯田線の活用等の二次

交通を充実させる取組を積極的に支援すること。

あ て
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議 第 ３ 号

刑事訴訟法の改正によるえん罪被害者の

速やかな救済を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

法 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

無実であるにもかかわらず有罪とされる、いわゆるえん罪については、刑事

訴訟法に基づく裁判のやり直し（以下「再審」という。）により救済が図られ

ているが、再審手続の進め方については、法令において詳細に定められていな

いため、裁判所の広範な裁量に委ねられており、審理の適正さ及び公平性が損

なわれかねない状況となっている。

再審の請求は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した場合等に

認められるため、とりわけ、捜査機関等の手元にある証拠の開示が重要となる

が、その取扱いについても明文規定が存在していないことから、事件によって

証拠開示の範囲に差が生じるほか、捜査機関により適切に証拠が保存されずに

証拠開示の実効性が担保されないなどの懸念がある。

また、再審開始の決定がなされると、その後は公判において有罪又は無罪の

立証が行われ、再審における最終的な判決が下されることになるが、検察官が

再審開始の決定に対して不服申立てを行い、速やかに公判への移行ができない

事例も相次いでおり、再審手続が更に長期化する傾向がある。

よって、本県議会は、国会及び政府において、えん罪被害者を速やかに救済

するために、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 刑事訴訟法における再審手続について、証拠開示に関する規定を設けるこ

と。

２ 再審手続における証拠開示の実効性を担保するため、証拠の適切な保存に

関する規定を設けること。

３ 刑事訴訟法の改正に当たっては、再審手続における、検察官による不服申

立ての在り方についても検討すること。

あ て 

議 第 ２ 号

リニア中央新幹線の一刻も早い開業の実現を

求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

国 土 交 通 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

首都圏等との移動時間を大幅に短縮し、地域振興の起爆剤として期待される

リニア中央新幹線について、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）が品川・名古

屋間の令和９年の開業を断念したことを受け、沿線自治体のまちづくり等への

影響が懸念されている。

開業時期が未定の中、産業・観光面では、長野県駅（仮称）建設予定地の自

治体が開発を進める駅前広場等の計画変更を迫られ、企業誘致活動もできず、

民間事業者においては、観光需要を当て込んだ設備を活用できない期間が長引

く事案も発生している。生活環境面では、工事車両が生活圏で頻繁に行き交う

ことが騒音、振動及び交通安全上の問題として指摘されており、また、水資源

への影響等、住民の不安が長期化することも懸念される。

リニア中央新幹線の開業効果を高めるためには、開業時期の明示及び工事に

起因する生活環境問題に速やかな対応をするとともに、工期の遅れでまちづく

りに影響が出ている自治体への支援、さらに、長野県駅を拠点とした二次交通

に対する支援が求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、リニア中央新幹線の一刻も早

い開業実現に向け、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 品川・名古屋間の静岡工区について、関係自治体等の理解を得ながら早期

着手を図り、速やかに具体的な開業時期を示すこと。

２ 騒音・振動、水資源等、生活環境に対する問題が発生した際には、速やか

な情報提供及び原因究明並びに応急・恒久的対策を講ずるとともに、必要に

応じて自治体等との仲介役を務めるなど、問題解決に積極的に関わること。

３ ＪＲ東海と共に、駅周辺のまちづくり事業への支援・協力等、地域振興に

資する取組を積極的に講ずること。

４ 新技術の交通手段への技術的・財政的支援及びＪＲ飯田線の活用等の二次

交通を充実させる取組を積極的に支援すること。

あ て
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議 第 ５ 号

地方財政の充実・強化を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣 あ て

総 務 大 臣

財 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

地方公共団体は、子育て支援・医療・介護等の社会保障の充実、人口減少対

策及び防災・減災事業の実施に加え、物価高騰への対応、脱炭素の推進等、担

うべき役割が増大しており、これに必要な財政措置が課題となっている。

これらの多様なニーズに対応し、行政サービスの質を確保するためには、政

府が地方公共団体の行政需要を的確に把握し、これに見合う地方交付税等の一

般財源総額を確保することが不可欠である。

このような中、今年度の一般財源総額は前年度を上回る額が確保されたもの

の、地方公共団体においては、頻発化する大規模災害への対応、ＤＸの推進等

の喫緊の課題並びにこれらに対応する人材の育成・確保に向けた財政運営がよ

り一層求められている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、地方公共団体がその担うべき

役割を確実に果たすため、地方財政全体の安定確保に向けて、次の事項につい

て特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 一般財源総額の確保に当たっては、社会保障、人口減少対策、防災・減災

対策、ＤＸの推進等の地方公共団体の行政需要を的確に把握し、反映させる

とともに、人材の育成・確保に向けて、人件費の充実を図ること。

２ 地方交付税による財源保障機能及び財源調整機能の強化を図るとともに、

特例的な措置である臨時財政対策債に頼らない自律的な地方財政の確立に引

き続き取り組むこと。

３ 地域間の税源偏在性を是正するための抜本的な解決策を協議すること。

４ 地方財政計画における地方創生推進費については、持続可能な地域社会の

維持・発展のために継続・拡充すること。

議 第 ４ 号

国土強靱化の強力かつ計画的な推進

を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

国 土 交 通 大 臣

国土強靱化担当大臣

内閣府特命担当大臣（防災）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

近年、我が国における自然災害が激甚化・頻発化しており、本年１月に発生

した能登半島地震では、人的被害及び住家被害に加え、電気・水道等の生活イ

ンフラにも甚大な被害が生じたことから、防災・減災に向けた国土強靱化の推

進は、これまで以上に重要な課題となっている。

現在、国においては、令和７年度までを期間とする「防災・減災、国土強靱

化のための５か年加速化対策」により、自治体とともに国土強靱化の取組を推

進している。また、昨年６月の「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」の改正において、国土強靱化に関し

実施すべき施策の内容及び目標を定めた「国土強靱化実施中期計画」を政府に

おいて策定することが新たに規定された。

今後も、国と自治体が一体となり、将来にわたって切れ目なく国土強靱化に

取り組んでいくためには、現在の５か年加速化対策における計画的な事業の実

施はもとより、５か年加速化対策終了後の取組に必要となる予算・財源の十分

な確保に向け、国土強靱化実施中期計画の早期策定が求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、我が国の自然災害の発生状況

を踏まえ、国民の命と財産を守る防災・減災対策を継続的・安定的に実施する

ため、国土強靱化実施中期計画を早期に策定し、当初予算から必要な予算・財

源について通常予算とは別枠で確保するなど、国土強靱化の取組を強力かつ計

画的に推進するよう強く要請する。

あ て
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議 第 ５ 号

地方財政の充実・強化を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣 あ て

総 務 大 臣

財 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

地方公共団体は、子育て支援・医療・介護等の社会保障の充実、人口減少対

策及び防災・減災事業の実施に加え、物価高騰への対応、脱炭素の推進等、担

うべき役割が増大しており、これに必要な財政措置が課題となっている。

これらの多様なニーズに対応し、行政サービスの質を確保するためには、政

府が地方公共団体の行政需要を的確に把握し、これに見合う地方交付税等の一

般財源総額を確保することが不可欠である。

このような中、今年度の一般財源総額は前年度を上回る額が確保されたもの

の、地方公共団体においては、頻発化する大規模災害への対応、ＤＸの推進等

の喫緊の課題並びにこれらに対応する人材の育成・確保に向けた財政運営がよ

り一層求められている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、地方公共団体がその担うべき

役割を確実に果たすため、地方財政全体の安定確保に向けて、次の事項につい

て特段の措置を講ずるよう強く要請する。

１ 一般財源総額の確保に当たっては、社会保障、人口減少対策、防災・減災

対策、ＤＸの推進等の地方公共団体の行政需要を的確に把握し、反映させる

とともに、人材の育成・確保に向けて、人件費の充実を図ること。

２ 地方交付税による財源保障機能及び財源調整機能の強化を図るとともに、

特例的な措置である臨時財政対策債に頼らない自律的な地方財政の確立に引

き続き取り組むこと。

３ 地域間の税源偏在性を是正するための抜本的な解決策を協議すること。

４ 地方財政計画における地方創生推進費については、持続可能な地域社会の

維持・発展のために継続・拡充すること。

議 第 ４ 号

国土強靱化の強力かつ計画的な推進

を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

国 土 交 通 大 臣

国土強靱化担当大臣

内閣府特命担当大臣（防災）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

近年、我が国における自然災害が激甚化・頻発化しており、本年１月に発生

した能登半島地震では、人的被害及び住家被害に加え、電気・水道等の生活イ

ンフラにも甚大な被害が生じたことから、防災・減災に向けた国土強靱化の推

進は、これまで以上に重要な課題となっている。

現在、国においては、令和７年度までを期間とする「防災・減災、国土強靱

化のための５か年加速化対策」により、自治体とともに国土強靱化の取組を推

進している。また、昨年６月の「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」の改正において、国土強靱化に関し

実施すべき施策の内容及び目標を定めた「国土強靱化実施中期計画」を政府に

おいて策定することが新たに規定された。

今後も、国と自治体が一体となり、将来にわたって切れ目なく国土強靱化に

取り組んでいくためには、現在の５か年加速化対策における計画的な事業の実

施はもとより、５か年加速化対策終了後の取組に必要となる予算・財源の十分

な確保に向け、国土強靱化実施中期計画の早期策定が求められる。

よって、本県議会は、国会及び政府において、我が国の自然災害の発生状況

を踏まえ、国民の命と財産を守る防災・減災対策を継続的・安定的に実施する

ため、国土強靱化実施中期計画を早期に策定し、当初予算から必要な予算・財

源について通常予算とは別枠で確保するなど、国土強靱化の取組を強力かつ計

画的に推進するよう強く要請する。

あ て
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議 第 ７ 号

女子差別撤廃条約選択議定書の批准に向けた

速やかな検討を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

法 務 大 臣

外 務 大 臣

女 性 活 躍 担 当 大 臣

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

女子差別撤廃条約選択議定書は、女性に対するあらゆる差別の撤廃を基本理

念とする女子差別撤廃条約の実効性を高めるため、平成 年の国連総会におい

て採択されたが、条約の締約国である日本は、選択議定書を批准していない。

選択議定書を批准した国々においては、条約によって保障された権利の侵害

に関して、女性の個人・団体からの申し出に基づき、国連の女子差別撤廃委員

会が当事国等に意見や勧告を行う権限を認める個人通報制度が適用されること

から、女性の権利に関する司法判断に国際基準が反映されやすくなる。

個人通報制度の適用に当たっては、国内の司法制度・立法政策との関連での

問題の有無、実施体制等に関して検討すべき課題があるが、政府の第５次男女

共同参画基本計画には、ジェンダー平等に向けた強力な取組及び法制度・慣行

を含めた見直しが必要であることが明記されたところであり、撤廃委員会によ

る次回の日本報告審議が本年 月に迫る中、選択議定書の批准に向けて、議論

の加速化が求められている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、女性の権利及び自由の侵害を

防止するための効果的な行動を実行する決意の下、女子差別撤廃条約選択議定

書の批准に向けた速やかな検討を行うよう強く要請する。

あ て 

議 第 ６ 号

義務教育の更なる充実を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

文 部 科 学 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

国は、教育の機会均等とその水準の維持向上を目的とした義務教育費国庫負

担制度により教職員給与費の一部を負担するとともに、小学校における 人学

級を計画的に整備することで少人数教育を推進している。

一方、現在の学校現場では、様々な要因・背景により不登校となる児童生徒

への適切な支援や、障害のある児童生徒の特性に応じたきめ細やかな指導等、

教職員において個々の事情を踏まえた丁寧な対応が求められている。

教職員が、悩みや困難を抱える児童生徒に寄り添って課題の解決を図りなが

ら、十分な教材研究や授業準備を通じて豊かな学びを保障していくためには、

安定した財源の下に必要な教職員を確保するとともに、児童生徒一人ひとりと

向き合うことのできる環境の整備が不可欠である。

よって、本県議会は、国会及び政府において、全ての児童生徒に行き届いた

質の高い教育を実現するため、義務教育費国庫負担制度を引き続き堅持すると

ともに、少人数学級を一層推進するなど、義務教育の更なる充実を図るよう強

く要請する。

あ て
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議 第 ７ 号

女子差別撤廃条約選択議定書の批准に向けた

速やかな検討を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

法 務 大 臣

外 務 大 臣

女 性 活 躍 担 当 大 臣

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

女子差別撤廃条約選択議定書は、女性に対するあらゆる差別の撤廃を基本理

念とする女子差別撤廃条約の実効性を高めるため、平成 年の国連総会におい

て採択されたが、条約の締約国である日本は、選択議定書を批准していない。

選択議定書を批准した国々においては、条約によって保障された権利の侵害

に関して、女性の個人・団体からの申し出に基づき、国連の女子差別撤廃委員

会が当事国等に意見や勧告を行う権限を認める個人通報制度が適用されること

から、女性の権利に関する司法判断に国際基準が反映されやすくなる。

個人通報制度の適用に当たっては、国内の司法制度・立法政策との関連での

問題の有無、実施体制等に関して検討すべき課題があるが、政府の第５次男女

共同参画基本計画には、ジェンダー平等に向けた強力な取組及び法制度・慣行

を含めた見直しが必要であることが明記されたところであり、撤廃委員会によ

る次回の日本報告審議が本年 月に迫る中、選択議定書の批准に向けて、議論

の加速化が求められている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、女性の権利及び自由の侵害を

防止するための効果的な行動を実行する決意の下、女子差別撤廃条約選択議定

書の批准に向けた速やかな検討を行うよう強く要請する。

あ て 

議 第 ６ 号

義務教育の更なる充実を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

文 部 科 学 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

国は、教育の機会均等とその水準の維持向上を目的とした義務教育費国庫負

担制度により教職員給与費の一部を負担するとともに、小学校における 人学

級を計画的に整備することで少人数教育を推進している。

一方、現在の学校現場では、様々な要因・背景により不登校となる児童生徒

への適切な支援や、障害のある児童生徒の特性に応じたきめ細やかな指導等、

教職員において個々の事情を踏まえた丁寧な対応が求められている。

教職員が、悩みや困難を抱える児童生徒に寄り添って課題の解決を図りなが

ら、十分な教材研究や授業準備を通じて豊かな学びを保障していくためには、

安定した財源の下に必要な教職員を確保するとともに、児童生徒一人ひとりと

向き合うことのできる環境の整備が不可欠である。

よって、本県議会は、国会及び政府において、全ての児童生徒に行き届いた

質の高い教育を実現するため、義務教育費国庫負担制度を引き続き堅持すると

ともに、少人数学級を一層推進するなど、義務教育の更なる充実を図るよう強

く要請する。

あ て
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議 第 ９ 号

地域におけるこども誰でも通園制度（仮称）

の充実等を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 あ て

厚 生 労 働 大 臣

こ ど も 家 庭 庁 長 官

内閣府特命担当大臣（こども政策）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

こども誰でも通園制度（仮称）は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就

労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな給付制度であり、令和８

年度に全自治体で実施するため、法制度化に向けた準備が進められている。

現在は、各自治体で試行的事業が実施されているが、子育て世帯の保護者は

孤立感及び不安感を抱えていることも多く、こうした孤立した育児に悩む家庭

への支援としても期待が高まっている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、育児及び多様なライフスタイ

ルの両立に向け、こども誰でも通園制度（仮称）の充実を図るとともに、地域

の実情に合わせた速やかな導入を促進するため、次の事項について特段の措置

を講ずるよう強く要請する。

１ 認可保育所等の実施事業所が不足する地域においては、制度の導入促進を

図るためにも、職員配置及び設備基準を満たすための財政的措置を含む支援

策を講ずること。

２ 制度の導入に併せて、保育士が不足している現状を踏まえ、保育士の労働

条件の改善や、地域における保育人材の確保体制の充実・強化に向けた対応

を検討すること。

３ 全国の自治体で実施する給付制度であることを前提に、乳幼児数及び地理

的特性によって利用時間のニーズにばらつきが生じることが想定されること

から、利用時間の在り方について検討すること。

４ 地域における他の子育て支援サービスも含めて、潜在的待機児童の解消も

視野に入れた重層的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすること。

議 第 ８ 号

健康保険証の廃止の延期を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

デ ジ タ ル 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

いわゆる「マイナ保険証」は、患者の服用する薬剤や診療データを活用した

より良い医療の提供等を目指し、本人の申請に基づいて、マイナンバーカード

を健康保険証として利用できる仕組みであり、政府は、マイナンバーカードに

登録されたデータ等の総点検を終え、本年 月２日をもって健康保険証を廃止

し、マイナ保険証への移行を進めることを決定した。

しかしながら、マイナ保険証の運用をめぐっては、情報の誤登録等により、

割負担の医療費が請求される事態のほか、医療機関の窓口でのトラブル等が

続いており、高齢者等の申請手続に困難を抱える人及び認証端末の操作方法等

に不安を覚える方も多い。

マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤となるものであり、その信頼性の

確保は極めて重要な課題であることから、マイナ保険証に関連するトラブル等

の防止対策及び移行に対する支援のほかに、その仕組み及び利点に関する丁寧

な説明等を通じて国民の不安を払拭することで、マイナ保険証への円滑な移行

を図る必要がある。

よって、本県議会は、国会及び政府において、誰一人取り残されない社会の

デジタル化を推進するため、マイナ保険証に関連した誤登録等を防止する措置

の強化、高齢者等に対する申請手続への支援等の施策を講ずることにより、そ

の安定的な運用に向けた万全の体制が整うまでの間は、健康保険証の廃止を延

期するよう強く要請する。

あ て
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議 第 ９ 号

地域におけるこども誰でも通園制度（仮称）

の充実等を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣 あ て

厚 生 労 働 大 臣

こ ど も 家 庭 庁 長 官

内閣府特命担当大臣（こども政策）

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

こども誰でも通園制度（仮称）は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就

労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな給付制度であり、令和８

年度に全自治体で実施するため、法制度化に向けた準備が進められている。

現在は、各自治体で試行的事業が実施されているが、子育て世帯の保護者は

孤立感及び不安感を抱えていることも多く、こうした孤立した育児に悩む家庭

への支援としても期待が高まっている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、育児及び多様なライフスタイ

ルの両立に向け、こども誰でも通園制度（仮称）の充実を図るとともに、地域

の実情に合わせた速やかな導入を促進するため、次の事項について特段の措置

を講ずるよう強く要請する。

１ 認可保育所等の実施事業所が不足する地域においては、制度の導入促進を

図るためにも、職員配置及び設備基準を満たすための財政的措置を含む支援

策を講ずること。

２ 制度の導入に併せて、保育士が不足している現状を踏まえ、保育士の労働

条件の改善や、地域における保育人材の確保体制の充実・強化に向けた対応

を検討すること。

３ 全国の自治体で実施する給付制度であることを前提に、乳幼児数及び地理

的特性によって利用時間のニーズにばらつきが生じることが想定されること

から、利用時間の在り方について検討すること。

４ 地域における他の子育て支援サービスも含めて、潜在的待機児童の解消も

視野に入れた重層的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすること。

議 第 ８ 号

健康保険証の廃止の延期を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

デ ジ タ ル 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

いわゆる「マイナ保険証」は、患者の服用する薬剤や診療データを活用した

より良い医療の提供等を目指し、本人の申請に基づいて、マイナンバーカード

を健康保険証として利用できる仕組みであり、政府は、マイナンバーカードに

登録されたデータ等の総点検を終え、本年 月２日をもって健康保険証を廃止

し、マイナ保険証への移行を進めることを決定した。

しかしながら、マイナ保険証の運用をめぐっては、情報の誤登録等により、

割負担の医療費が請求される事態のほか、医療機関の窓口でのトラブル等が

続いており、高齢者等の申請手続に困難を抱える人及び認証端末の操作方法等

に不安を覚える方も多い。

マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤となるものであり、その信頼性の

確保は極めて重要な課題であることから、マイナ保険証に関連するトラブル等

の防止対策及び移行に対する支援のほかに、その仕組み及び利点に関する丁寧

な説明等を通じて国民の不安を払拭することで、マイナ保険証への円滑な移行

を図る必要がある。

よって、本県議会は、国会及び政府において、誰一人取り残されない社会の

デジタル化を推進するため、マイナ保険証に関連した誤登録等を防止する措置

の強化、高齢者等に対する申請手続への支援等の施策を講ずることにより、そ

の安定的な運用に向けた万全の体制が整うまでの間は、健康保険証の廃止を延

期するよう強く要請する。

あ て
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議 第 号

国の地方公共団体に対する補充的な指示

に関する地方自治法の条項の廃止を求め

る意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

我が国における地方自治は、日本国憲法において保障されており、その仕組

みや国と地方との関係については地方自治法で定められている。また、平成

年に施行された地方分権一括法において、国との関係が上下・主従から対等・

協力へと改められる中で、地方公共団体は住民に身近な行政を自主的かつ総合

的に担うこととされた。

こうした中、地方自治法の一部を改正する法律が今月 日に可決・成立し、

大規模災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生

し、又は発生するおそれがある際に、個別法に規定がなく指示が出せない場合

でも、国が地方公共団体に対し「補充的な指示」ができるとする条項が特例と

して創設された。

しかしながら、今回の法改正では、指示が出される事態の類型及び判断基準

が明確にされておらず、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで指示する

ことが可能になるなど、憲法で保障された地方自治の本旨や国との対等な関係

を侵害する内容であることから、断じて容認することはできない。

よって、本県議会は、国会及び政府において、地方自治の本旨及び地方分権

の趣旨に鑑み、地方自治法に基づく国の恣意的な介入を防ぐため、国の地方公

共団体に対する補充的な指示に関する地方自治法の条項を廃止するよう強く要

請する。

あ て 

議 第 号

教員の処遇の抜本的な見直しを求める

意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

文 部 科 学 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

近年、教員の長時間労働に対する不安を背景に、公立学校の教員採用試験の

志願者が全国的に減少する中、国が、昨年４月に公表した教員勤務実態調査で

は、公立小中学校の教員における平日１日当たりの在校等時間はおよそ 時間

であり、学校現場での長時間労働が続いている状況にあることから、教員のな

り手不足の深刻化が懸念される。

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下

「給特法」という。）では、給与月額の４％を教職調整額として一律に支給す

るが、時間外勤務手当は支給しないこととされており、この仕組みが、労働時

間の把握及び管理に対する意識の希薄化を招き、教員の長時間労働が常態化す

る要因になっているとも言われている。

こうした中、国は、給特法の改正による教職調整額の引上げを視野に、教員

確保のための方策について検討を進めているが、常態化する長時間労働を是正

し、なり手不足を解消して学校現場の教員を増員するためには、時間外勤務手

当の支給をはじめとする現在の給与体系の抜本的な見直しを通じて、教員の処

遇改善を図ることが必要不可欠である。

よって、本県議会は、国会及び政府において、学校現場を持続可能で魅力あ

る職場とし、将来にわたって学校教育を担う人材を確保するため、教員の処遇

を抜本的に見直すよう強く要請する。

あ て

― 114 ―



議 第 号

国の地方公共団体に対する補充的な指示

に関する地方自治法の条項の廃止を求め

る意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

我が国における地方自治は、日本国憲法において保障されており、その仕組

みや国と地方との関係については地方自治法で定められている。また、平成

年に施行された地方分権一括法において、国との関係が上下・主従から対等・

協力へと改められる中で、地方公共団体は住民に身近な行政を自主的かつ総合

的に担うこととされた。

こうした中、地方自治法の一部を改正する法律が今月 日に可決・成立し、

大規模災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生

し、又は発生するおそれがある際に、個別法に規定がなく指示が出せない場合

でも、国が地方公共団体に対し「補充的な指示」ができるとする条項が特例と

して創設された。

しかしながら、今回の法改正では、指示が出される事態の類型及び判断基準

が明確にされておらず、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで指示する

ことが可能になるなど、憲法で保障された地方自治の本旨や国との対等な関係

を侵害する内容であることから、断じて容認することはできない。

よって、本県議会は、国会及び政府において、地方自治の本旨及び地方分権

の趣旨に鑑み、地方自治法に基づく国の恣意的な介入を防ぐため、国の地方公

共団体に対する補充的な指示に関する地方自治法の条項を廃止するよう強く要

請する。

あ て 

議 第 号

教員の処遇の抜本的な見直しを求める

意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

財 務 大 臣

文 部 科 学 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

近年、教員の長時間労働に対する不安を背景に、公立学校の教員採用試験の

志願者が全国的に減少する中、国が、昨年４月に公表した教員勤務実態調査で

は、公立小中学校の教員における平日１日当たりの在校等時間はおよそ 時間

であり、学校現場での長時間労働が続いている状況にあることから、教員のな

り手不足の深刻化が懸念される。

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下

「給特法」という。）では、給与月額の４％を教職調整額として一律に支給す

るが、時間外勤務手当は支給しないこととされており、この仕組みが、労働時

間の把握及び管理に対する意識の希薄化を招き、教員の長時間労働が常態化す

る要因になっているとも言われている。

こうした中、国は、給特法の改正による教職調整額の引上げを視野に、教員

確保のための方策について検討を進めているが、常態化する長時間労働を是正

し、なり手不足を解消して学校現場の教員を増員するためには、時間外勤務手

当の支給をはじめとする現在の給与体系の抜本的な見直しを通じて、教員の処

遇改善を図ることが必要不可欠である。

よって、本県議会は、国会及び政府において、学校現場を持続可能で魅力あ

る職場とし、将来にわたって学校教育を担う人材を確保するため、教員の処遇

を抜本的に見直すよう強く要請する。

あ て
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委 第 １ 号

長野県議会委員会条例の一部を改正する

条例（案）

長野県議会委員会条例（昭和 年長野県条例第 号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１号中ケを削り、コをケとし、同条第５号に次のように加える。

ウ 収用委員会に関する事項

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野県議会委員会条例の

規定に基づいて設置されている総務企画警察委員会の委員長、副委員長及び

委員並びに危機管理建設委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例に

よる改正後の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置された総務企画警

察委員会の委員長、副委員長及び委員並びに危機管理建設委員会の委員長、

副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

（提案理由）

長野県組織規則の一部改正に伴い、常任委員会の所管事項の改正を行うた

め。

議 第 号

国の地方公共団体に対する指示権の慎重

かつ適切な行使を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

今月 日、地方自治法の一部を改正する法律が可決・成立し、大規模災害、

感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生

するおそれがある場合に、個別法に規定がなくても国が地方公共団体に対し必

要な指示ができるとする、いわゆる「指示権」が特例として創設された。

現在、国による指示は、平成 年に施行された地方分権一括法において、個

別法の規定に基づく場合及び法定受託事務の違法状態を是正する場合に限定さ

れており、地方公共団体との関係を対等・協力とする原則の中で、国の関与は

必要最小限にとどめられている。

今回の法改正では、国と地方公共団体の対等な関係は維持し、国が指示権を

行使する際は、事前に対象となる地方公共団体の意見の聴取に努めるといった

附帯決議も付されたことから、地方公共団体の実情を適切に踏まえた運用が求

められている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、地方公共団体の自主的・自立

的な運営を担保するため、附帯決議を踏まえ、地方公共団体との協議・調整を

十分に行うなど、国の地方公共団体に対する指示権を慎重かつ適切に行使する

よう強く要請する。

あ て 
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委 第 １ 号

長野県議会委員会条例の一部を改正する

条例（案）

長野県議会委員会条例（昭和 年長野県条例第 号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１号中ケを削り、コをケとし、同条第５号に次のように加える。

ウ 収用委員会に関する事項

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野県議会委員会条例の

規定に基づいて設置されている総務企画警察委員会の委員長、副委員長及び

委員並びに危機管理建設委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例に

よる改正後の長野県議会委員会条例の規定に基づいて設置された総務企画警

察委員会の委員長、副委員長及び委員並びに危機管理建設委員会の委員長、

副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

（提案理由）

長野県組織規則の一部改正に伴い、常任委員会の所管事項の改正を行うた

め。

議 第 号

国の地方公共団体に対する指示権の慎重

かつ適切な行使を求める意見書（案）

年 月 日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

議 長 名

地方自治法第 条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

記

今月 日、地方自治法の一部を改正する法律が可決・成立し、大規模災害、

感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生

するおそれがある場合に、個別法に規定がなくても国が地方公共団体に対し必

要な指示ができるとする、いわゆる「指示権」が特例として創設された。

現在、国による指示は、平成 年に施行された地方分権一括法において、個

別法の規定に基づく場合及び法定受託事務の違法状態を是正する場合に限定さ

れており、地方公共団体との関係を対等・協力とする原則の中で、国の関与は

必要最小限にとどめられている。

今回の法改正では、国と地方公共団体の対等な関係は維持し、国が指示権を

行使する際は、事前に対象となる地方公共団体の意見の聴取に努めるといった

附帯決議も付されたことから、地方公共団体の実情を適切に踏まえた運用が求

められている。

よって、本県議会は、国会及び政府において、地方公共団体の自主的・自立

的な運営を担保するため、附帯決議を踏まえ、地方公共団体との協議・調整を

十分に行うなど、国の地方公共団体に対する指示権を慎重かつ適切に行使する

よう強く要請する。

あ て 
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（写）

６交第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

長野県地域公共交通計画の策定について（報告）

 
長野県地域公共交通計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条

例（平成 年条例第 号）第３条第１項の規定により報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

知 事 阿　　部　　守　　一

副 知 事 関　　　　　昇 一 郎

危機管理監兼危機管理部長 前　　沢　　直　　隆

企 画 振 興 部 長 清　　水　　裕　　之

企 画 振 興 部 交 通 政 策 局 長 小　  林  　真　  人

総 務 部 長 渡　　辺　　高　　秀

県 民 文 化 部 長 直　　江　　　　　崇

県民文化部こども若者局長 高　　橋　　寿　　明

健 康 福 祉 部 長 笹　　渕　　美　　香

環 境 部 長 諏　　訪　　孝　　治

産 業 政 策 監 山　　田　　明　　子

産 業 労 働 部 長 田　　中　　達　　也

産 業 労 働 部 営 業 局 長 合　　津　　俊　　雄

観 光 ス ポ ー ツ 部 長 加　　藤　　　　　浩

農 政 部 長 小　　林　　茂　　樹

林 務 部 長 須　　藤　　俊　　一

建 設 部 長 新　　田　　恭　　士

建設部リニア整備推進局長 室　　賀　　荘 一 郎

会 計 管 理 者 兼 会 計 局 長 尾　　島　　信　　久

公 営 企 業 管 理 者
企 業 局 長 事 務 取 扱

吉　　沢　　　　　正

財 政 課 長

教 育 長 武　　田　　育　　夫

教 育 次 長 米　　沢　　一　　馬

教 育 次 長 曽 根 原　　好　　彦　

警 察 本 部 長 鈴　　木　　達　　也

警 務 部 長 小 野 田　　博　　通

監 査 委 員 増　　田　　隆　　志

令和６年(2024年)６月20日　
６議議第18号　

全　　議　　員　　様

     長野県議会議長　　山　岸　喜　昭

　　　　　　令和６年６月定例会において説明のため
　　　　　　議会へ出席を要求した者の氏名について

（６月25日から６月28日までの会議）

（６月25日から６月28日までの会議）

（６月25日から６月28日までの会議）

新　　納　　範　　久

議会へ出席を要求した者の氏名は、下記のとおりです。

記

（６月25日から６月28日までの会議）
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（写）

６交第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

長野県地域公共交通計画の策定について（報告）

 
長野県地域公共交通計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条

例（平成 年条例第 号）第３条第１項の規定により報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

― 119 ―



（写）

６介第 号

令和６年（ 年）６月７日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

第９期長野県高齢者プランの策定について（報告）

標記計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条例第３条第１項

により報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

（写）

６健福政第 号

令和６年（ 年）６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

第３期信州保健医療総合計画の策定について（報告）

 
標記計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条例第３条第１項

により報告します。

（別冊は掲載を省略する）
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（写）

６介第 号

令和６年（ 年）６月７日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

第９期長野県高齢者プランの策定について（報告）

標記計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条例第３条第１項

により報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

（写）

６健福政第 号

令和６年（ 年）６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

第３期信州保健医療総合計画の策定について（報告）

 
標記計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条例第３条第１項

により報告します。

（別冊は掲載を省略する）
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（写）

６健増第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

令和５年度における長野県の歯科口腔保健に関する施策の

実施状況について（報告）

 
長野県歯科口腔保健推進条例（平成 年条例第 号）第 条の規定により、県

が講じた歯及び口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

（写）

６障第 号

令和６年（ 年）５月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 
長野県障がい者プラン （長野県障害者計画・第７期障害福祉計画・

第３期障害児福祉計画）の策定について（報告）

 
標記計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条例第３条第１項

により報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）
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（写）

６健増第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

令和５年度における長野県の歯科口腔保健に関する施策の

実施状況について（報告）

 
長野県歯科口腔保健推進条例（平成 年条例第 号）第 条の規定により、県

が講じた歯及び口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

（写）

６障第 号

令和６年（ 年）５月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 
長野県障がい者プラン （長野県障害者計画・第７期障害福祉計画・

第３期障害児福祉計画）の策定について（報告）

 
標記計画を策定したので、長野県基本計画の議決等に関する条例第３条第１項

により報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）
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（写）

６産技第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 

長野県伝統的工芸品産業振興施策の実施状況について（報告）

 
長野県の美しい伝統的工芸品を未来につなぐ条例（令和５年条例第 号）第

条の規定により、令和５年度に県が講じた伝統的工芸品産業振興に関する施策の

実施状況を報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

（写）

５環政第 号

令和６年（ 年）３月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策の実施状況について（報告）

 
長野県脱炭素社会づくり条例（令和２年条例第 号）第 条の規定により、 年度

（令和４年度）において県が講じた標記施策の実施状況につきまして、下記報告書のと

おり報告いたします。

 
記

送付部数

長野県ゼロカーボン戦略に係る 令和４ 年度 進捗と成果報告書【概要】 １部

長野県ゼロカーボン戦略に係る 令和４ 年度 進捗と成果報告書 １部

（別冊は掲載を省略する）
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（写）

６産技第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 

長野県伝統的工芸品産業振興施策の実施状況について（報告）

 
長野県の美しい伝統的工芸品を未来につなぐ条例（令和５年条例第 号）第

条の規定により、令和５年度に県が講じた伝統的工芸品産業振興に関する施策の

実施状況を報告します。

 

（別冊は掲載を省略する）

（写）

５環政第 号

令和６年（ 年）３月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県知事 阿 部 守 一

 
 

持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策の実施状況について（報告）

 
長野県脱炭素社会づくり条例（令和２年条例第 号）第 条の規定により、 年度

（令和４年度）において県が講じた標記施策の実施状況につきまして、下記報告書のと

おり報告いたします。

 
記

送付部数

長野県ゼロカーボン戦略に係る 令和４ 年度 進捗と成果報告書【概要】 １部

長野県ゼロカーボン戦略に係る 令和４ 年度 進捗と成果報告書 １部

（別冊は掲載を省略する）
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（写）

６監査第４号

令和６年 年 ４月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県監査委員 増 田 隆 志

現金出納検査の結果について

令和６年３月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

記

 
１ 会計局所管関係

令和６年２月 日現在の令和５年度２月分の一般会計及び公債費ほか 特別

会計並びに美術品取得基金の収支は別紙１のとおりで、現金預金現在高は、指

定金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書の

合計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。

２ 企業局所管関係

令和６年２月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表は

別紙２のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書

と照合した結果、過誤のないことを確認した。

３ 環境部所管関係

令和６年２月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙３のと

おりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合した

結果、過誤のないことを確認した。

４ 健康福祉部所管関係

令和６年２月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算表

は別紙４のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明

書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

（写）

６監査第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県監査委員 増 田 隆 志

同 青 木 孝 子

同 柄 澤 千恵子

同 依 田 明 善

 
 

令和５年度行政監査の結果に関する報告について

 
地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定による監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を別紙のとおり提出しま

す。

（別紙は掲載を省略する）
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（写）

６監査第４号

令和６年 年 ４月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県監査委員 増 田 隆 志

現金出納検査の結果について

令和６年３月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

記

 
１ 会計局所管関係

令和６年２月 日現在の令和５年度２月分の一般会計及び公債費ほか 特別

会計並びに美術品取得基金の収支は別紙１のとおりで、現金預金現在高は、指

定金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書の

合計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。

２ 企業局所管関係

令和６年２月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表は

別紙２のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書

と照合した結果、過誤のないことを確認した。

３ 環境部所管関係

令和６年２月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙３のと

おりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合した

結果、過誤のないことを確認した。

４ 健康福祉部所管関係

令和６年２月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算表

は別紙４のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明

書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

（写）

６監査第 号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県監査委員 増 田 隆 志

同 青 木 孝 子

同 柄 澤 千恵子

同 依 田 明 善

 
 

令和５年度行政監査の結果に関する報告について

 
地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定による監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を別紙のとおり提出しま

す。

（別紙は掲載を省略する）
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（写）

６監査第４－３号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県監査委員 増 田 隆 志

 
 

現金出納検査の結果について

 
令和６年５月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

 
記 
 

１ 会計局所管関係

令和６年４月 日現在の令和５年度４月分（期外分）の一般会計及び公債費

ほか 特別会計及び令和６年度４月分の一般会計及び公債費ほか 特別会計並

びに美術品取得基金の収支は別紙１及び別紙２のとおりで、現金預金現在高は、

指定金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書

の合計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。

２ 企業局所管関係

令和５年度３月分

令和６年３月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表

は別紙３のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証

明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

令和６年度４月分

令和６年４月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表

は別紙４のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証

明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

３ 環境部所管関係

令和５年度３月分

令和６年３月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙５の

（写）

６監査第４－２号

令和６年 年 ５月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県監査委員 増 田 隆 志

現金出納検査の結果について

令和６年４月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

記

 
１ 会計局所管関係

令和６年３月 日現在の令和５年度３月分の一般会計及び公債費ほか 特別

会計並びに美術品取得基金の収支は別紙１のとおりで、現金預金現在高は、指定

金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書の合

計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。
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（写）

６監査第４－３号

令和６年 年 ６月 日

 
 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

長野県監査委員 増 田 隆 志

 
 

現金出納検査の結果について

 
令和６年５月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

 
記 
 

１ 会計局所管関係

令和６年４月 日現在の令和５年度４月分（期外分）の一般会計及び公債費

ほか 特別会計及び令和６年度４月分の一般会計及び公債費ほか 特別会計並

びに美術品取得基金の収支は別紙１及び別紙２のとおりで、現金預金現在高は、

指定金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書

の合計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。

２ 企業局所管関係

令和５年度３月分

令和６年３月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表

は別紙３のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証

明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

令和６年度４月分

令和６年４月 日現在の電気事業会計及び水道事業会計の合計残高試算表

は別紙４のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証

明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

３ 環境部所管関係

令和５年度３月分

令和６年３月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙５の

（写）

６監査第４－２号

令和６年 年 ５月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

長野県監査委員 増 田 隆 志

現金出納検査の結果について

令和６年４月 日に実施したこのことについて、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の２第３項の規定及び長野県監査委員監査基準により、下記のとお

り提出します。

記

 
１ 会計局所管関係

令和６年３月 日現在の令和５年度３月分の一般会計及び公債費ほか 特別

会計並びに美術品取得基金の収支は別紙１のとおりで、現金預金現在高は、指定

金融機関から提出された歳計現金在高表及びつり銭用現金保管残高報告書の合

計額と照合した結果、過誤のないことを確認した。

なお、現金保管高は、 機関で 円であった。
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とおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合

した結果、過誤のないことを確認した。

令和６年度４月分

令和６年４月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙６の

とおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合

した結果、過誤のないことを確認した。

４ 健康福祉部所管関係

令和５年度３月分

令和６年３月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算

表は別紙７のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高

証明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

令和６年度４月分

令和６年４月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算

表は別紙８のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高

証明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。
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氏　　　名 所属党派・議席 発言割当時間 発言の要旨

１ 西 沢 正 隆 （自民党・５３） ２２分 県政一般について

２ 小 林 東一郎 （改革信・４５） １５分 県政一般について

３ 奥 村 健 仁 （新政団・　６） １０分 県政一般について

４ 寺 沢 功 希 （自民党・３１） ２２分 県政一般について

５ 竹 村 直 子 （改革信・　１） １０分 県政一般について

６ 山 口 典 久 （共産党・２３） １４分 県政一般について

７ 川 上 信 彦 （公明党・２５） １３分 県政一般について

８ 中 川 博 司 （改革信・３７） １２分 県政一般について

９ 小 林 陽 子 （改革信・　２） １１分 県政一般について

１０ 佐 藤 千 枝 （改革信・１０） １０分 県政一般について

１１ 丸 山 寿 子 （改革信・１１） １１分 県政一般について

１２ 竹 内 正 美 （自民党・２８） ２２分 県政一般について

１３ 向 山 賢 悟 （自民党・１７） ２２分 県政一般について

１４ 勝 野 智 行 （公明党・１３） １０分 県政一般について

１５ 両 角 友 成 （共産党・３８） １４分 県政一般について

１６ 毛 利 栄 子 （共産党・４７） １５分 県政一般について

１７ グレート無茶 （新政団・　５） １０分 県政一般について

１８ 早 川 大 地 （自民党・　９） ２２分 県政一般について

１９ 小 林 君 男 （無所属・１２） 　８分 県政一般について

２０ 垣 内 将 邦 （自民党・　８） ２２分 県政一般について

２１ 小 山 仁 志 （新政団・２７） １０分 県政一般について

２２ 勝 山 秀 夫 （公明党・　４） １０分 県政一般について

２３ 大 井 岳 夫 （自民党・１９） ２２分 県政一般について

２４ 青 木 崇 （自民党・　７） ２２分 県政一般について

２５ 林 和 明 （改革信・　３） １１分 県政一般について

２６ 加 藤 康 治 （公明党・１４） １０分 県政一般について

２７ 望 月 義 寿 （改革信・２２） 　９分 県政一般について

２８ 百 瀬 智 之 （新政団・２６） 　９分 県政一般について

２９ 埋 橋 茂 人 （改革信・３５） １０分 県政一般について

３０ 小 林 あ や （新政団・１５） 　９分 県政一般について

３１ 清 水 正 康 （新政団・１６） 　９分 県政一般について

発 言 通 告 者 一 覧 表 （一 般 質 問・質 疑）

＝６・６定例会＝

発言順位

とおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合

した結果、過誤のないことを確認した。

令和６年度４月分

令和６年４月 日現在の流域下水道事業会計の合計残高試算表は別紙６の

とおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高証明書と照合

した結果、過誤のないことを確認した。

４ 健康福祉部所管関係

令和５年度３月分

令和６年３月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算

表は別紙７のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高

証明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。

令和６年度４月分

令和６年４月 日現在の総合リハビリテーション事業会計の合計残高試算

表は別紙８のとおりで、現金預金現在高は、出納取扱金融機関の預金現在高

証明書と照合した結果、過誤のないことを確認した。
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（

６
・

６
定

例
会

）
　

（
順

 
序

 
不

 
同

）

山
田

英
喜

埋
橋

茂
人

清
水

正
康

勝
山

秀
夫

和
田

明
子

丸
山

栄
一

望
月

義
寿

堀
内

孝
人

小
林

陽
子

大
畑

俊
隆

向
山

賢
悟

青
木

崇

新
　

政
　

団

特
　

　
別

　
　

委
　

　
員

　
　

会
　

　
委

　
　

員
　

　
名

　
　

簿

決
算

特
別

委
員

会
名

定
数

自
　
民
　
党

委
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

員

共
　

産
　

党
公

　
明

　
党

改
　

革
　

信
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令
和
６
年

６
月
定
例
会

受
理

番
号

請
　
　
　
願
　
　
　
の
　
　
　
要
　
　
　
旨

請
願
者
の
住
所
及
び
氏
名

紹
介
議
員
の
氏
名

受
　
 
 
理

年
 
月
 
日

付
託

委
員

会

請
第
 
 
８
号

さ
ら
な
る
少
人
数
学
級
推
進
と
教
員
増
の
た
め
の
教
育
予
算
確
保

長
野
市
旭
町
1
0
9
8

小
林

東
一

郎
環

境
文

教
と
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

長
野
県
教
職
員
組
合

毛
利

栄
子

提
出
に
つ
い
て

　
代
表
　
相
場
　
瑞
樹

小
林

君
男

請
第
 
 
９
号

沖
縄
戦
戦
没
者
の
遺
骨
混
入
土
砂
を
埋
立
て
に
使
用
し
な
い
こ
と

上
伊
那
郡
中
川
村
片
桐

2
7
4
2

髙
島

陽
子

県
民

文
化

健
康

福
祉

を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
つ
い
て

　
宮
澤
　
学

中
川

博
司

　
　
　
　
外
署
名
者
1
1
3
名

毛
利

栄
子

小
林

君
男

請
第
 
 
1
0
号

健
康
保
険
証
の
廃
止
の
延
期
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
つ
い
て

長
野
市
県
町
5
3
2
-
3

小
林

東
一

郎
県

民
文

化
健

康
福

祉
長
野
県
退
職
者
連
合

　
会
長
　
善
財
　
保

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
請
　
　
　
　
願
　
　
　
　
文
　
　
　
　
書
　
　

　
　
表

　
（

６
・

６
定

例
会

）
　

（
順

 
序

 
不

 
同

）

山
田

英
喜

埋
橋

茂
人

清
水

正
康

勝
山

秀
夫

和
田

明
子

丸
山

栄
一

望
月

義
寿

堀
内

孝
人

小
林

陽
子

大
畑

俊
隆

向
山

賢
悟

青
木

崇

新
　

政
　

団

特
　

　
別

　
　

委
　

　
員

　
　

会
　

　
委

　
　

員
　

　
名

　
　

簿

決
算

特
別

委
員

会
名

定
数

自
　
民
　

党

委
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

員

共
　

産
　

党
公

　
明

　
党

改
　

革
　

信
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令
和

６
年
６

月
定

例
会

受
理

番
号

陳
　

　
　

情
　
　
　
の
　
　
　
要
　
　
　
旨

陳
 
情
 
者
 
の

 
住
 
所
 
及
 
び
 
氏
 
名

受
　
 
 
理

年
 
月
 
日

付
託

委
員

会

陳
第

 
2
3
0
号

社
会

教
育

施
設

の
充

実
に
つ
い
て

長
野
県
町
村
会

産
業

観
光

企
業

　
会
長
　
羽
田
　
健
一
郎

陳
第

 
2
3
1
号

社
会

教
育

施
設

の
充

実
に
つ
い
て

長
野
県
町
村
議
会
議
長
会

産
業

観
光

企
業

　
会
長
　
下
出
　
謙
介

陳
第

 
2
3
2
号

育
休

退
園

制
度

廃
止

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

上
高
井
郡
小
布
施
町
大
字
小
布
施
2
8
2
-
2

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
深
谷
　
千
咲

陳
第

 
2
3
3
号

登
校

支
援

に
係

る
加

配
教
員
の
配
置
拡
充
に
つ
い
て

長
野
県
市
長
会

環
境

文
教

　
会
長
　
東
御
市
長
　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
3
4
号

欠
員

対
策

の
た

め
の

教
員
配
置
事
業
に
お
け
る
サ
ポ
ー
ト
に
入
る

長
野
県
市
長
会

環
境

文
教

教
員

の
増

員
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長
　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
3
5
号

市
町

村
教

育
委

員
会

主
催
の
県
費
教
職
員
を
対
象
と
す
る
研
修
に

長
野
県
市
長
会

環
境

文
教

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長
　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
3
6
号

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
の
拡
充
に
つ
い
て

長
野
県
市
長
会

環
境

文
教

　
会
長
　
東
御
市
長
　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
3
7
号

地
域

少
子

化
対

策
重

点
推
進
交
付
金
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
の
制

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

度
・

運
用

の
見

直
し

に
つ
い
て

　
会
長
　
東
御
市
長
　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
3
8
号

児
童

福
祉

施
設

に
お

け
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業
の
利
用
の
た
め

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

の
制

度
等

の
見

直
し

に
つ
い
て

　
会
長
　
東
御
市
長
　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
3
9
号

精
神

障
が

い
者

の
福

祉
医
療
費
給
付
事
業
に
お
け
る
県
補
助
の
対

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

象
範

囲
拡

大
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長
　
花
岡
　
利
夫

 
陳
１

陳
　
　
　
　
情
　
　
　
　
文
　
　
　
　
書
　

　
　
　
表
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陳
第

 
2
4
0
号

障
が

い
者

の
福

祉
医

療
費

給
付
事
業
に
お
け
る
県
補
助
の
対
象
範

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

囲
拡

大
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
1
号

民
生

委
員

・
児

童
委

員
制

度
の
在
り
方
及
び
負
担
軽
減
に
つ
い
て

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
2
号

在
宅

酸
素

等
電

子
医

療
機

器
利
用
者
に
対
す
る
非
常
用
電
源
設
置

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

等
助

成
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
3
号

新
生

児
マ

ス
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ
検
査
に
関
す
る
実
証
事
業
の
実
施

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

に
つ

い
て

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
4
号

妊
婦

一
般

健
康

診
査

の
結

果
提
供
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
5
号

行
政

処
分

等
に

伴
う

自
立

支
援
給
付
費
等
負
担
金
の
返
還
に
係
る

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

制
度

の
見

直
し

に
つ

い
て

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
6
号

障
害

者
相

談
支

援
事

業
の

社
会
福
祉
事
業
と
し
て
の
位
置
づ
け
に

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
7
号

医
療

的
ケ

ア
児

等
総

合
支

援
事
業
の
補
助
金
交
付
対
象
の
拡
充
に

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
8
号

長
野

県
地

域
福

祉
総

合
助

成
金
交
付
事
業
に
お
け
る
心
身
障
が
い

長
野
県
市
長
会

県
民

文
化

健
康

福
祉

児
（

者
）

タ
イ

ム
ケ

ア
事

業
の
基
準
額
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
4
9
号

国
の

循
環

型
社

会
形

成
推

進
交
付
金
に
よ
る
市
町
村
へ
の
財
政
支

長
野
県
市
長
会

環
境

文
教

援
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
0
号

農
畜

産
物

の
適

正
な

価
格

形
成
実
現
に
向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て

長
野
県
市
長
会

農
政

林
務

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
1
号

酒
造

好
適

米
の

数
量

確
保

に
向
け
た
制
度
運
用
の
検
討
及
び
生
産

長
野
県
市
長
会

農
政

林
務

の
支

援
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

 
陳
２
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（写）

請 願 取 下 願

令和６年６月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

請 願 者

長野市下駒沢

信州と沖縄を結ぶ会

共同代表 古 川 富 三

外署名者 名

令和５年 月５日付けで提出しました次の請願を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

なお、この請願を紹介した議員も、この旨了承されております。

請第 ６号 沖縄戦戦没者の遺骨混入土砂を新基地などの埋立てに使

用しないことを求める意見書提出について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。

陳
第

 
2
5
2
号

長
野

県
産

そ
ば

の
更

な
る

ブ
ラ
ン
ド
化
に
向
け
た
取
組
み
に
つ
い

長
野
県
市
長
会

農
政

林
務

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
3
号

利
用

権
設

定
等

促
進

事
業

の
廃
止
に
伴
う
農
地
中
間
管
理
事
業
へ

長
野
県
市
長
会

農
政

林
務

の
円

滑
な

移
行

に
対

す
る

支
援
に
つ
い
て

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
4
号

公
共

施
設

や
建

築
物

一
般

に
お
け
る
木
材
の
利
用
促
進
に
つ
い
て

長
野
県
市
長
会

農
政

林
務

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
5
号

鳥
獣

被
害

防
止

総
合

対
策

交
付
金
（
捕
獲
補
助
金
）
の
増
額
要
望

長
野
県
市
長
会

農
政

林
務

に
つ

い
て

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
6
号

ツ
キ

ノ
ワ

グ
マ

の
捕

獲
対

策
と
支
援
の
拡
充
に
つ
い
て

長
野
県
市
長
会

農
政

林
務

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
7
号

被
災

建
築

物
応

急
危

険
度

判
定
士
養
成
講
習
会
受
講
資
格
要
件
の

長
野
県
市
長
会

危
機

管
理

建
設

拡
充

に
つ

い
て

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
8
号

既
存

木
造

住
宅

耐
震

改
修

工
事
費
の
補
助
対
象
範
囲
の
拡
充
に
つ

長
野
県
市
長
会

危
機

管
理

建
設

い
て

　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
5
9
号

住
宅

・
建

築
物

の
耐

震
改

修
工
事
に
対
す
る
県
の
補
助
制
度
の
拡

長
野
県
市
長
会

危
機

管
理

建
設

充
に

つ
い

て
　
会
長
　
東
御
市
長

　
花
岡
　
利
夫

陳
第

 
2
6
0
号

農
業

農
村

整
備

の
推

進
に

つ
い
て

長
野
市
大
字
南
長
野

字
宮
東
4
5
2
-
1

農
政

林
務

長
野
県
土
地
改
良
事

業
団
体
連
合
会

　
会
長
　
藤
原
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３
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（写）

請 願 取 下 願

令和６年６月 日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

請 願 者

長野市下駒沢

信州と沖縄を結ぶ会

共同代表 古 川 富 三

外署名者 名

令和５年 月５日付けで提出しました次の請願を、下記の理由により、取り下

げたいので、許可してください。

なお、この請願を紹介した議員も、この旨了承されております。

請第 ６号 沖縄戦戦没者の遺骨混入土砂を新基地などの埋立てに使

用しないことを求める意見書提出について

記

取下げの理由 諸般の状況を勘案し、改めて提出するため。
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◎ 県民文化健康福祉委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ３ 款 民 生 費

第 ４ 款 衛 生 費

第 ４ 号 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例

の一部を改正する条例案

第 ５ 号 幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例案

第 ６ 号 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例案

第 ７ 号 国民健康保険事業費納付金の算定の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例案

第 ８ 号 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例及び長野県手数料徴

収条例の一部を改正する条例案

第 号 児童保護措置事務に係る損害賠償について

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ３ 款 民 生 費

第 ４ 款 衛 生 費

県民文化健康福祉委員会審査報告書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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◎ 県民文化健康福祉委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ３ 款 民 生 費

第 ４ 款 衛 生 費

第 ４ 号 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例

の一部を改正する条例案

第 ５ 号 幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例案

第 ６ 号 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例案

第 ７ 号 国民健康保険事業費納付金の算定の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例案

第 ８ 号 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例及び長野県手数料徴

収条例の一部を改正する条例案

第 号 児童保護措置事務に係る損害賠償について

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ３ 款 民 生 費

第 ４ 款 衛 生 費

県民文化健康福祉委員会審査報告書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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県民文化健康福祉委員会陳情審査報告書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の制

度・運用の見直しについて

陳第 号 児童福祉施設における子育て短期支援事業の利用のため

の制度等の見直しについて

陳第 号 民生委員・児童委員制度の在り方及び負担軽減について

陳第 号 新生児マススクリーニング検査に関する実証事業の実施

について

陳第 号 行政処分等に伴う自立支援給付費等負担金の返還に係る

制度の見直しについて

陳第 号 障害者相談支援事業の社会福祉事業としての位置づけに

ついて

 
 

県民文化健康福祉委員会請願審査報告書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  
 
 
次の請願は、下記の理由により、不採択とすべきものと決定しました。 

 
請第 号 健康保険証の廃止の延期を求める意見書提出について

 
記 

 
不採択の理由 
議第８号「健康保険証の廃止の延期を求める意見書案」が否決され

ているため。 
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県民文化健康福祉委員会陳情審査報告書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の制

度・運用の見直しについて

陳第 号 児童福祉施設における子育て短期支援事業の利用のため

の制度等の見直しについて

陳第 号 民生委員・児童委員制度の在り方及び負担軽減について

陳第 号 新生児マススクリーニング検査に関する実証事業の実施

について

陳第 号 行政処分等に伴う自立支援給付費等負担金の返還に係る

制度の見直しについて

陳第 号 障害者相談支援事業の社会福祉事業としての位置づけに

ついて

 
 

県民文化健康福祉委員会請願審査報告書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  
 
 
次の請願は、下記の理由により、不採択とすべきものと決定しました。 

 
請第 号 健康保険証の廃止の延期を求める意見書提出について

 
記 

 
不採択の理由 
議第８号「健康保険証の廃止の延期を求める意見書案」が否決され

ているため。 
 
 
 

 
 

― 141 ―



 
閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 

 
令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ９号 沖縄戦戦没者の遺骨混入土砂を埋立てに使用しないこと

を求める意見書提出について

 
陳第 ５号 妊婦歯科健康診査及び成人歯周病検診における県内市町

村間相互乗入れ制度の整備について

陳第 ７号 福祉医療費給付事業窓口無料化の障がい者への拡大につ

いて

陳第 号 木曽郡の医療充実に向けての支援について

陳第 号 保育士確保の一体的・広域的な取組みについて

陳第 号 埋蔵文化財（出土品）の保管について

陳第 号 重症心身障がい児（者）及び医療的ケアが必要な障がい

児（者）への支援体制の拡充について

陳第 号 子ども医療費完全無料化について

陳第 号 不妊治療に関する支援の強化について

陳第 号 国民健康保険料（税）の軽減拡大について

陳第 号 長野県福祉医療費制度の拡大について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

陳第 号 育休退園制度廃止を求めることについて

陳第 号 精神障がい者の福祉医療費給付事業における県補助の対

象範囲拡大について

陳第 号 障がい者の福祉医療費給付事業における県補助の対象範
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囲拡大について

陳第 号 在宅酸素等電子医療機器利用者に対する非常用電源設置

等助成について

陳第 号 妊婦一般健康診査の結果提供体制の整備について

陳第 号 医療的ケア児等総合支援事業の補助金交付対象の拡充に

ついて

陳第 号 長野県地域福祉総合助成金交付事業における心身障がい

児（者）タイムケア事業の基準額の見直しについて

 
県民生活及び芸術文化について

次世代育成支援について

私学振興対策について

社会福祉の充実について

医療対策について

公衆衛生対策について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 

 
閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 

 
令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
県民文化健康福祉委員長 小 山 仁 志  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ９号 沖縄戦戦没者の遺骨混入土砂を埋立てに使用しないこと

を求める意見書提出について

 
陳第 ５号 妊婦歯科健康診査及び成人歯周病検診における県内市町

村間相互乗入れ制度の整備について

陳第 ７号 福祉医療費給付事業窓口無料化の障がい者への拡大につ

いて

陳第 号 木曽郡の医療充実に向けての支援について

陳第 号 保育士確保の一体的・広域的な取組みについて

陳第 号 埋蔵文化財（出土品）の保管について

陳第 号 重症心身障がい児（者）及び医療的ケアが必要な障がい

児（者）への支援体制の拡充について

陳第 号 子ども医療費完全無料化について

陳第 号 不妊治療に関する支援の強化について

陳第 号 国民健康保険料（税）の軽減拡大について

陳第 号 長野県福祉医療費制度の拡大について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

陳第 号 発達障がい児（者）の支援体制の強化及び保育制度・児

童福祉制度等の充実について

陳第 号 育休退園制度廃止を求めることについて

陳第 号 精神障がい者の福祉医療費給付事業における県補助の対

象範囲拡大について

陳第 号 障がい者の福祉医療費給付事業における県補助の対象範
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◎ 産業観光企業委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ８ 款 商 工 費

第 号 水道管の漏水事故に係る損害賠償について

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ５ 款 労 働 費

第 ８ 款 商 工 費

産 業 観 光 企 業 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

産業観光企業委員長 宮 下 克 彦

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

― 144 ―



◎ 産業観光企業委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ８ 款 商 工 費

第 号 水道管の漏水事故に係る損害賠償について

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ５ 款 労 働 費

第 ８ 款 商 工 費

産 業 観 光 企 業 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

産業観光企業委員長 宮 下 克 彦

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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農 政 林 務 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

農政林務委員長 中 川 博 司

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
産業観光企業委員長 宮 下 克 彦  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査する

必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ４号 最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書

提出について

 
陳第 号 社会教育施設の充実について

陳第 号 社会教育施設の充実について

 
商業及び工業の振興について

雇用、人材育成について

労働対策について

観光の振興について

スポーツの振興について 
公営企業の管理運営について 

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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農 政 林 務 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

農政林務委員長 中 川 博 司

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
産業観光企業委員長 宮 下 克 彦  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査する

必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ４号 最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書

提出について

 
陳第 号 社会教育施設の充実について

陳第 号 社会教育施設の充実について

 
商業及び工業の振興について

雇用、人材育成について

労働対策について

観光の振興について

スポーツの振興について 
公営企業の管理運営について 

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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農 政 林 務 委 員 会 陳 情 審 査 報 告 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

農政林務委員長 中 川 博 司  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 農畜産物の適正な価格形成実現に向けた取組みについて

陳第 号 酒造好適米の数量確保に向けた制度運用の検討及び生産

の支援について

陳第 号 長野県産そばの更なるブランド化に向けた取組みについ

て

陳第 号 利用権設定等促進事業の廃止に伴う農地中間管理事業へ

の円滑な移行に対する支援について

陳第 号 公共施設や建築物一般における木材の利用促進について

陳第 号 鳥獣被害防止総合対策交付金（捕獲補助金）の増額要望

について

陳第 号 ツキノワグマの捕獲対策と支援の拡充について

陳第 号 農業農村整備の推進について

 
 

◎ 農政林務委員会
第 号 県営かんがい排水事業菅平地区菅平小水力発電施設建設工事変更委託契

約の締結について

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ７ 款 農林水産業費

― 148 ―



農 政 林 務 委 員 会 陳 情 審 査 報 告 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

農政林務委員長 中 川 博 司  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 農畜産物の適正な価格形成実現に向けた取組みについて

陳第 号 酒造好適米の数量確保に向けた制度運用の検討及び生産

の支援について

陳第 号 長野県産そばの更なるブランド化に向けた取組みについ

て

陳第 号 利用権設定等促進事業の廃止に伴う農地中間管理事業へ

の円滑な移行に対する支援について

陳第 号 公共施設や建築物一般における木材の利用促進について

陳第 号 鳥獣被害防止総合対策交付金（捕獲補助金）の増額要望

について

陳第 号 ツキノワグマの捕獲対策と支援の拡充について

陳第 号 農業農村整備の推進について
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危 機 管 理 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

危機管理建設委員長 大 畑 俊 隆

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

 
閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書 

 
令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
農政林務委員長 中 川 博 司  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して調査する必要が

あると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 

農業及び水産業の振興対策について

農業・農村の活性化対策について

林業の振興対策について

林業・山村の活性化対策について

森林整備について

農林業の災害対策について

 
２ 継続調査を必要とする理由 
なお慎重に調査を要するため。 
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危 機 管 理 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

危機管理建設委員長 大 畑 俊 隆

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

 
閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書 

 
令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
農政林務委員長 中 川 博 司  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して調査する必要が

あると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 

農業及び水産業の振興対策について

農業・農村の活性化対策について

林業の振興対策について

林業・山村の活性化対策について

森林整備について

農林業の災害対策について

 
２ 継続調査を必要とする理由 
なお慎重に調査を要するため。 
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  閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
危機管理建設委員長 大 畑 俊 隆  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ５号 千曲大橋（長野市長沼・須坂市豊洲間）県道建設の早期

事業化について

 
陳第 号 景観計画策定に要する経費に対する補助制度の創設につ

いて

陳第 号 長野県住宅新築資金等貸付助成事業費補助金に係る補助

対象項目の復活について

陳第 号 都市計画基礎調査に係る県からの委託料の増額について

陳第 号 準中型車両以上及び特殊車両免許取得費用に係る補助制

度の創設について

陳第 号 県内有料道路の料金回収所のキャッシュレス化について

陳第 号 被災建築物応急危険度判定士養成講習会受講資格要件の

拡充について

陳第 号 既存木造住宅耐震改修工事費の補助対象範囲の拡充につ

いて

陳第 号 住宅・建築物の耐震改修工事に対する県の補助制度の拡

充について

 
危機管理対策について

災害対策の調整について

道路整備事業について

河川・砂防等治水事業について

高速自動車国道関連公共土木施設の整備について

高速鉄道網の整備について

都市計画事業について

◎ 危機管理建設委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ２ 款 総 務 費

第６項 防災費

第７項 災害救助費

第 ９ 款 土 木 費

第 号 一般国道 号道路改築工事（海尻）委託契約の締結について

第 号 一般国道 号道路改築工事（天竜川橋２工区）請負契約の締結につい

て

第 号 一般国道 号道路改築工事（平原大橋）変更請負契約の締結について

第 号 一般県道市ノ沢山吹停車場線道路改築工事（新万年橋２工区）変更請負

契約の締結について

第 号 一般県道上飯田線道路改築工事（共和）変更委託契約の締結について

第 号 一般県道上松南木曽線道路改築工事（読書ダムから戸場１号トンネル）

変更請負契約の締結について

第 号 一級河川諏訪湖河川改修工事（釜口水門）請負契約の締結について

第 号 一級河川求女川河川改修工事（鉄道交差部整備）変更委託契約の締結に

ついて

第 号 一級河川千曲川災害復旧助成工事（百合居橋）変更請負契約の締結につ

いて

第 号 一級河川千曲川災害復旧助成工事（箕作から月岡１工区）変更請負契約

の締結について

第 号 一級河川千曲川災害復旧助成工事（箕作から月岡２工区）変更請負契約

の締結について

第 号 令和２年公共土木施設災害復旧工事（足瀬３工区）変更請負契約の締結

について

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ２ 款 総 務 費

第６項 防災費

第 ９ 款 土 木 費

第 款 災害復旧費
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  閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
危機管理建設委員長 大 畑 俊 隆  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ５号 千曲大橋（長野市長沼・須坂市豊洲間）県道建設の早期

事業化について

 
陳第 号 景観計画策定に要する経費に対する補助制度の創設につ

いて

陳第 号 長野県住宅新築資金等貸付助成事業費補助金に係る補助

対象項目の復活について

陳第 号 都市計画基礎調査に係る県からの委託料の増額について

陳第 号 準中型車両以上及び特殊車両免許取得費用に係る補助制

度の創設について

陳第 号 県内有料道路の料金回収所のキャッシュレス化について

陳第 号 被災建築物応急危険度判定士養成講習会受講資格要件の

拡充について

陳第 号 既存木造住宅耐震改修工事費の補助対象範囲の拡充につ

いて

陳第 号 住宅・建築物の耐震改修工事に対する県の補助制度の拡

充について

 
危機管理対策について

災害対策の調整について

道路整備事業について

河川・砂防等治水事業について

高速自動車国道関連公共土木施設の整備について

高速鉄道網の整備について

都市計画事業について
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環 境 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

環境文教委員長 花 岡 賢 一

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

住宅及び建築行政について

災害対策について

２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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環 境 文 教 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月３日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

環境文教委員長 花 岡 賢 一

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

住宅及び建築行政について

災害対策について

２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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環 境 文 教 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

環境文教委員長 花 岡 賢 一  
 
 
次の請願は、採択すべきものと決定しました。 

 
請第 ８号 さらなる少人数学級推進と教員増のための教育予算確保

と義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書

提出について

 

◎ 環境文教委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ６ 款 環 境 費

第 款 教 育 費

第２条 債務負担行為の補正

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ６ 款 環 境 費

第 款 教 育 費
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環 境 文 教 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

環境文教委員長 花 岡 賢 一  
 
 
次の請願は、採択すべきものと決定しました。 

 
請第 ８号 さらなる少人数学級推進と教員増のための教育予算確保

と義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書

提出について

 

◎ 環境文教委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ６ 款 環 境 費

第 款 教 育 費

第２条 債務負担行為の補正

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 「第１表 歳入歳出予算補正」中

歳 出 第 ６ 款 環 境 費

第 款 教 育 費
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  閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
環境文教委員長 花 岡 賢 一  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
陳第 号 生徒会等役員選任において、生活困難世帯の生徒に対し、

負担軽減を求めることについて

陳第 号 代替講師不足への柔軟な対応について

陳第 号 公立高校が魅力的で特色ある学校づくりを進めるととも

に、一人でも多くの生徒が希望する進路を実現できるた

めの支援を求めることについて

陳第 号 専科教員の配置および教育体制の支援強化について

陳第 号 学校司書配置のための県費支援事業の創設について

陳第 号 運動部活動の地域移行に係る支援について

陳第 号 県内町村の学校給食無償化のための財政支援について

陳第 号 学級編制に関することについて

陳第 号 木曽谷の教育振興について

陳第 号 特別支援教育の支援充実について

陳第 号 木曽の児童生徒が教育的不利にならないための対応につ

いて

陳第 号 木曽郡の実情に合わせた魅力ある高校づくりについて

陳第 号 中学校部活動の地域移行のあり方について

陳第 号 教員業務支援員の配置について

陳第 号 児童生徒に寄り添った教育環境の充実について

陳第 号 義務教育における教育環境の充実について

陳第 号 県立高校一人１台タブレット端末の公費導入を求めるこ

とについて

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 高校募集定員・高校再編・高校入試制度改革について

 
環 境 文 教 委 員 会 陳 情 審 査 報 告 書 

 
令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

環境文教委員長 花 岡 賢 一  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 国の循環型社会形成推進交付金による市町村への財政支

援について
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  閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
環境文教委員長 花 岡 賢 一  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
陳第 号 生徒会等役員選任において、生活困難世帯の生徒に対し、

負担軽減を求めることについて

陳第 号 代替講師不足への柔軟な対応について

陳第 号 公立高校が魅力的で特色ある学校づくりを進めるととも

に、一人でも多くの生徒が希望する進路を実現できるた

めの支援を求めることについて

陳第 号 専科教員の配置および教育体制の支援強化について

陳第 号 学校司書配置のための県費支援事業の創設について

陳第 号 運動部活動の地域移行に係る支援について

陳第 号 県内町村の学校給食無償化のための財政支援について

陳第 号 学級編制に関することについて

陳第 号 木曽谷の教育振興について

陳第 号 特別支援教育の支援充実について

陳第 号 木曽の児童生徒が教育的不利にならないための対応につ

いて

陳第 号 木曽郡の実情に合わせた魅力ある高校づくりについて

陳第 号 中学校部活動の地域移行のあり方について

陳第 号 教員業務支援員の配置について

陳第 号 児童生徒に寄り添った教育環境の充実について

陳第 号 義務教育における教育環境の充実について

陳第 号 県立高校一人１台タブレット端末の公費導入を求めるこ

とについて

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 教育環境の整備について

陳第 号 高校募集定員・高校再編・高校入試制度改革について

 
環 境 文 教 委 員 会 陳 情 審 査 報 告 書 

 
令和６年７月３日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
 

環境文教委員長 花 岡 賢 一  
 
 
次の陳情は、採択すべきものと決定しました。 

 
陳第 号 国の循環型社会形成推進交付金による市町村への財政支

援について

 
 

― 159 ―



総 務 企 画 警 察 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月４日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

総務企画警察委員長 寺 沢 功 希

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

陳第 号 特別支援教育の充実について

陳第 号 へき地手当支給率の改善について

陳第 号 教職員数の増員について

陳第 号 学校における働き方改革について

陳第 号 人規模学級の継続について

陳第 号 日本語指導・外国籍等児童生徒支援指導の充実について

陳第 号 不適応・不登校児童生徒への支援充実について

陳第 号 養護教諭に対する代替措置について

陳第 号 教育予算の確保について

陳第 号 登校支援に係る加配教員の配置拡充について

陳第 号 欠員対策のための教員配置事業におけるサポートに入る

教員の増員について

陳第 号 市町村教育委員会主催の県費教職員を対象とする研修に

要する費用について

陳第 号 スクールソーシャルワーカーの拡充について

 
環境の保全対策について

廃棄物対策について

学力の向上について

児童・生徒の健全育成について

中等教育の改善充実について

教育環境の整備充実について

人権教育及び特別支援教育の充実について

生涯学習の振興について

教育機関の運営について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 

― 160 ―



総 務 企 画 警 察 委 員 会 審 査 報 告 書

令和６年７月４日

長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様

総務企画警察委員長 寺 沢 功 希

次の議案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。

陳第 号 特別支援教育の充実について

陳第 号 へき地手当支給率の改善について

陳第 号 教職員数の増員について

陳第 号 学校における働き方改革について

陳第 号 人規模学級の継続について

陳第 号 日本語指導・外国籍等児童生徒支援指導の充実について

陳第 号 不適応・不登校児童生徒への支援充実について

陳第 号 養護教諭に対する代替措置について

陳第 号 教育予算の確保について

陳第 号 登校支援に係る加配教員の配置拡充について

陳第 号 欠員対策のための教員配置事業におけるサポートに入る

教員の増員について

陳第 号 市町村教育委員会主催の県費教職員を対象とする研修に

要する費用について

陳第 号 スクールソーシャルワーカーの拡充について

 
環境の保全対策について

廃棄物対策について

学力の向上について

児童・生徒の健全育成について

中等教育の改善充実について

教育環境の整備充実について

人権教育及び特別支援教育の充実について

生涯学習の振興について

教育機関の運営について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月４日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
総務企画警察委員長 寺 沢 功 希  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ７号 日本国憲法の理念を生かし、イスラエル・パレスチナ紛

争の即時停戦、人道支援の徹底、早期の平和的解決に全

力を尽くすことを求める意見書提出について

 
陳第 １号 一般家庭で使用する除雪機の購入に対する補助制度につ

いて

陳第 号 住宅除雪支援事業の拡充について

陳第 号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める

意見書提出について

陳第 号 バス等公共交通における支援策、固定資産税の減免措置

及び免税軽油制度の継続について

 
県行政の総合的な企画調整について

県財政事情について

行政組織・機構及び県有財産の管理について

市町村行財政について

国際交流について

警察施設及び装備の整備について

防犯及び少年非行防止対策について

交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 

◎ 総務企画警察委員会
第 １ 号 令和６年度長野県一般会計補正予算（第１号）案中

第１条 歳入歳出予算の補正中

歳 入 全 部

歳 出

第 ２ 款 総 務 費

第１項 総務管理費

第２項 企画費

第 款 警 察 費

第 款 諸 支 出 金

第３条 地方債の補正

第 ２ 号 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する条例の一部を改正

する条例案

第 ３ 号 長野県県税条例の一部を改正する条例案

第 ９ 号 県庁災害対策用発電設備工事請負契約の締結について

第 号 県民文化会館舞台機構改修工事請負契約の締結について

報第１号 令和５年度長野県一般会計補正予算（第７号）の専決処分報告中

第１条 歳入歳出予算の補正中

歳 入 全 部

歳 出

第 ２ 款 総 務 費

第１項 総務管理費

第２項 企画費

第４項 市町村振興費

第 款 警 察 費

第 款 公 債 費

第 款 諸 支 出 金

第２条 地方債の補正

報第２号 長野県県税条例の一部を改正する条例の専決処分報告
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閉 会 中 継 続 審 査 及 び 調 査 申 出 書 
 

令和６年７月４日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
総務企画警察委員長 寺 沢 功 希  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も、なお、継続して審査及び調査す

る必要があると決定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 
請第 ７号 日本国憲法の理念を生かし、イスラエル・パレスチナ紛

争の即時停戦、人道支援の徹底、早期の平和的解決に全

力を尽くすことを求める意見書提出について

 
陳第 １号 一般家庭で使用する除雪機の購入に対する補助制度につ

いて

陳第 号 住宅除雪支援事業の拡充について

陳第 号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める

意見書提出について

陳第 号 バス等公共交通における支援策、固定資産税の減免措置

及び免税軽油制度の継続について

 
県行政の総合的な企画調整について

県財政事情について

行政組織・機構及び県有財産の管理について

市町村行財政について

国際交流について

警察施設及び装備の整備について

防犯及び少年非行防止対策について

交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について

 
２ 継続審査及び調査を必要とする理由 
なお慎重に審査及び調査を要するため。 
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閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書 
 

令和６年６月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
決算特別委員長 清 水 正 康  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も継続して調査する必要があると決

定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 

令和５年度長野県一般会計及び令和５年度長野県特別会計の決算

状況に関する事項

令和５年度長野県総合リハビリテーション事業会計、令和５年度

長野県流域下水道事業会計、令和５年度長野県電気事業会計及び令

和５年度長野県水道事業会計の決算状況に関する事項

２ 継続調査を必要とする理由 
なお慎重に調査を要するため。 
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閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書 
 

令和６年６月 日

 
長野県議会議長 山 岸 喜 昭 様 

 
決算特別委員長 清 水 正 康  

 
当委員会は、下記の事件を閉会中も継続して調査する必要があると決

定しましたので、手続きしてください。 
 

記 
１ 事件 

令和５年度長野県一般会計及び令和５年度長野県特別会計の決算

状況に関する事項

令和５年度長野県総合リハビリテーション事業会計、令和５年度

長野県流域下水道事業会計、令和５年度長野県電気事業会計及び令

和５年度長野県水道事業会計の決算状況に関する事項

２ 継続調査を必要とする理由 
なお慎重に調査を要するため。 
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